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は じ め に 

 

 この報告書は、令和４年度の県民経済計算の推計結果をとりまとめたものです。 

 県民経済計算は、県内及び県民の経済活動によって１年間に新しく生み出された「付加価

値」を、経済循環の流れに従い「生産」「分配」「支出」の三面にわたって総合的・体系的

に把握し、県経済の規模や成長率、産業構造、経済循環の仕組み、県民への所得の分配など

を明らかにしようとするものです。 

 この報告書を、各種行政施策の策定資料や地域経済分析などの基礎資料としてご活用いた

だければ幸いです。 

 なお、本県では、内閣府経済社会総合研究所が示す国民経済計算に沿った「県民経済計算

標準方式」に準拠して推計しておりますが、今後ともより一層の研究を重ね、社会・人口統

計体系の整備や精度の向上に努めてまいりたいと考えております。 

 終わりに、本書の作成にあたり、貴重な資料の提供と多大なご協力をいただきました関係

者の皆様に厚くお礼申し上げますとともに、今後とも一層のご協力をお願いいたします。 

 

     令 和 ７年 ５月 

 

                                高 知 県 産 業 振 興 推 進 部 長 

                         濱 田  美 和 子 
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利用上の注意 

 

１．令和４年度県民経済計算は、国民経済計算に準拠して、平成 27 年基準で、内閣府が示

す「県民経済計算標準方式」及び「県民経済計算推計方法ガイドライン」に基づき、平成

23 年度から令和４年度まで推計しています。 

  （参考）県民経済計算標準方式及び推計方法ガイドライン（2015（平成 27）年基準版） 

https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/kenmin/files/contents/sakusei.html 

 

２．県民経済計算は、多くの統計調査から得られるデータを用いて推計していますが、

統計調査の中には毎年実施されないものも多く、実施されない期間（中間年次）につ

いては便宜上、統計的処理により求めた数値を用いています。新しい調査結果が公表

された際に、そのデータを使って過去に遡り改定しています。 
また、国民経済計算は、約５年ごとに基準が改定されるため、それに合わせた改定

も必要となります。加えて、精度向上を図るため、推計方法についても絶えず見直し

を行っており、必要に応じ遡及改定を行っています。 
このため、ある年度において、「県民経済計算」として公表した計数は、必ずしも翌

年度以降の「県民経済計算」の当該計数と一致するとは限りません。令和３年度以前

の平成 23 年度までの数値を利用される場合についても、本報告書の数値をご利用くだ

さい。なお、既報の平成 22 年度以前の数値とは基準年が異なるため、接続していないこ

とについてご留意ください。 
 

３．名目値は、物価変動を含んだ年々の時価を評価基準にしたもので、実質値は、物価変動

の影響を除いて計算したものです。この実質値の算出に用いられる指標をデフレーターと

いいます。 

 

実質値＝名目値／デフレーター×100 

 

また、実質値は平成 27 暦年を参照年とする連鎖方式で推計しています。 

（注）連鎖方式とは、実質化の指数算式において前年を基準年とし、それらを毎年積み 

重ねて接続する方法で、加法整合性がないため、内訳の和と合計は一致しません。 

 

４．令和元年度県民経済計算から、平成 27 年基準改定による推計方法、概念、表章形式 

等を導入しており、それ以前との主な変更点は次のとおりです。 

（１）デフレーターの基準年を平成 23 年から平成 27 年に変更。 

（２）国民経済計算の平成 27 年基準改定に合わせた変更。 

①平成 27（2015）年産業連関表で新たに反映された「改装・改修（リフォー 

ム・リニューアル）」を計上。 

②2008SNA 対応として「娯楽作品原本」の資本化を反映。 

③経済活動を適切に把握するため「住宅宿泊事業」（いわゆる民泊）を反映。等 



（３）2008SNA の準地域概念を導入し、一般政府を「中央政府等」（中央政府及び全 

国単位の社会保障基金並びにそれらの地域事業所）と「地方政府等」（地方政府 

及び地方単位の社会保障基金）に分け、中央政府等はどの地域にも属さない域 

外（準地域）に位置するとの扱いに変更。 

 

５．表中の数値や符号等は、次のとおりです。 

（１）四捨五入の関係で総数と内訳の計とが一致しない場合があります。 

（２）「0.0」「-0.0」は、表章単位に満たないことを表します。 

（３）「-」は、皆無又は記入を要しないことを表します。 

（４）「x」は表章できない秘匿数値であることを表します。 

（５）対前年度増加率＝（当年度の計数－前年度の計数）÷前年度の計数の絶対値×100 

※マイナスからプラスに転じた場合及びマイナス幅が縮小した場合の符号は、 

 プラスとなります。 

 

６．表中の産業の内訳は次の区分で表章しています。 

第１次産業：農林水産業 

第２次産業：鉱業、製造業、建設業 

第３次産業：電気・ガス・水道・廃棄物処理業、卸売・小売業、運輸・郵便業、 

宿泊・飲食サービス業、情報通信業、金融・保険業、不動産業、 

専門・科学技術・業務支援サービス業、公務、教育、 

保健衛生・社会事業、その他のサービス 

 

７．表中の国の数値は、「2022 年度（令和４年度）国民経済計算年次推計」によるもので

す。 
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第１章 令和４（2022）年度高知県県民経済計算の概要 

 

１．令和４（2022）年度の経済概況 

２．県内総生産（生産側） 

３．県民所得（分配側） 

４．県内総生産（支出側） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．令和４（2022）年度の経済概況 
（１）日本経済の動向  
令和４年度の日本経済は、令和４年３月に新型コロナウイルス感染症のまん延防止等重点措置

が全面解除となって以降、経済社会活動の正常化が進みつつある中で、個人消費が旅行・外食等

のサービス消費を中心に持ち直すとともに、設備投資が企業の好調な収益や積極的な投資意欲に

支えられ持ち直し基調にあり、内需は緩やかに持ち直してきた。 

 一方、外需は、世界的な物価上昇の長期化や半導体市況の悪化などを背景とした急速な金融引

き締めの影響を受け、年度を通じてマイナスに寄与した。 

 こうした状況の中で、令和４年度の経済成長率は名目で＋2.3％、実質で＋1.5％と、いずれも

前年度の増加率を下回ったものの、ともに２年連続のプラスとなった。 

                 内閣府「令和５年度 年次経済財政報告」「日本経済 2022-2023」参考 
 

 
 

 

 （２）高知県経済の動向  

高知県経済においても、ウクライナ危機や円安の影響などを受けるものの、社会経済活動の正

常化等により、引き続き回復基調にあり、令和４年度の経済成長率は名目(対前年度＋284億円、

＋1.2％)、実質(対前年度＋118億円、＋0.5％)ともに２年連続のプラスとなった。 

農業では、土佐文旦が前年の不作から回復し、生産量が大幅に上昇したほか、果樹全体の販売

が好調であったことより増加した。 

林業では、海外で木材需要が拡大したことなどにより木材価格が上昇した「ウッドショック」

の影響で、国産材の需要が高まり、木材価格が急上昇し、増加した。 

水産業では、外食需要が戻りつつある中、燃油高に伴う出漁の見合わせや不漁などの影響で、

かつおの供給不足が生じ、魚価が上昇したことにより増加した。 

製造業では、前年度に引き続き、はん用・生産用・業務用機械の製造業が大幅に増加したほか、

食料品や窯業・土石製品の製造業などが牽引し、増加した。 

観光では、令和４年(暦年)の県外観光入込客数が対前年比＋38.7％の370.7万人と大幅に増加し、

コロナ禍前の入込客数の約８割まで回復するなど、旅行需要の回復の兆しがみられた。 

建設業では、国土強靭化対策に向けた公共事業が減少したほか、市町村による大規模な建築工

事が終了した影響により減少となった。 

こうした中で、日本銀行高知支店は、県内の景気について、令和４年７月には「緩やかに持ち

直している」と総合評価を引き上げたが、住宅用資材の高騰による着工戸数の減少や公共投資の

減少の影響を受け、令和５年２月には「一部で弱めの動きとなっているが、全体では持ち直して

いる」と判断が改められた。 

 

 

【図表１】主要指標 
 
 

・国内総生産は名目で５６６兆４，８９７億円、実質で５５１兆８，１３９億円 
・経済成長率は、名目で前年度比＋２．３％、実質で同＋１．５％ 
・１人当たり国民所得は、３，２７４千円で同＋３．８％ 

・県内総生産は、名目で２兆４，０７４億円、実質で２兆３，１５０億円 
・経済成長率は、名目で前年度比＋１．２％、実質で同＋０．５％ 
・１人当たり県民所得は、２，７０３千円で同＋１．６％ 
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【図表１】主要指標 
上段：実額、下段：対前年度増加率

H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 H30年度 R元年度 R2年度 R3年度 R4年度

(億円) 24,583 24,439 23,277 23,790 24,074 5,565,705 5,568,454 5,390,091 5,536,423 5,664,897

(％) -0.8 -0.6 -4.8 2.2 1.2 0.2 0.0 -3.2 2.7 2.3

(億円) 24,194 23,894 22,566 23,031 23,150 5,545,338 5,501,608 5,287,977 5,436,493 5,518,139

(％) -1.0 -1.2 -5.6 2.1 0.5 0.2 -0.8 -3.9 2.8 1.5

(億円) 18,682 18,618 17,116 18,199 18,264 4,030,991 4,024,792 3,759,980 3,957,723 4,089,538

(％) -1.4 -0.3 -8.1 6.3 0.4 0.6 -0.2 -6.6 5.3 3.3

(千円) 2,642 2,663 2,475 2,661 2,703 3,181 3,181 2,980 3,153 3,274

(％) -0.4 0.8 -7.1 7.5 1.6 0.8 0.0 -6.3 5.8 3.8

資料：内閣府「2022年度(令和4年度)国民経済計算年次推計」

県(国)民所得

１人当たり県(国)民所得

県(国)内総生産

名目

実質

県 国

 
 

 【図表２】経済成長率の推移（国、高知県） 

  国は、名目、実質ともに２年連続のプラスとなった。 
  県においても、名目、実質ともに２年連続のプラスとなった。 

（単位：％）

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

名目 0.0 3.8 1.6 2.6 1.2 0.7 -0.8 -0.6 -4.8 2.2 1.2

実質 0.3 4.0 -0.5 1.5 0.1 0.3 -1.0 -1.2 -5.6 2.1 0.5

名目 -0.1 2.7 2.1 3.3 0.8 2.0 0.2 0.0 -3.2 2.7 2.3

実質 0.6 2.7 -0.4 1.7 0.8 1.8 0.2 -0.8 -3.9 2.8 1.5

高知

国
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２．県内総生産（生産側） 
 （付加価値） 

 

（１）概要  

◇名目、実質ともに２年連続のプラス 
 

令和４年度の県内総生産（生産側）は、名目で２兆4,074億円、前年度比+1.2％（令和３

年度+2.2％）となり、２年連続のプラスとなった【図表３】。 

実質では２兆3,150億円、前年度比+0.5％（令和３年度+2.1％）となり、２年連続のプラ

スとなった【図表５】。 

 
【図表３】経済活動別県内総生産（名目） 

（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

１．農林水産業 80,661 85,292 0.8 5.7 3.4 3.5 0.03 0.19

（１）農業 54,972 55,194 -4.4 0.4 2.3 2.3 -0.11 0.01

（２）林業 9,972 10,629 9.9 6.6 0.4 0.4 0.04 0.03

（３）水産業 15,717 19,469 17.3 23.9 0.7 0.8 0.10 0.16

２．鉱業 11,808 11,654 9.7 -1.3 0.5 0.5 0.04 -0.01

３．製造業 211,589 235,880 6.1 11.5 8.9 9.8 0.52 1.02

４．電気・ガス・水道・廃棄物処理業 75,061 61,701 7.0 -17.8 3.2 2.6 0.21 -0.56

５．建設業 208,732 182,345 0.6 -12.6 8.8 7.6 0.05 -1.11

６．卸売・小売業 280,708 292,678 4.5 4.3 11.8 12.2 0.52 0.50

７．運輸・郵便業 114,347 116,519 4.2 1.9 4.8 4.8 0.20 0.09

８．宿泊・飲食サービス業 41,659 55,489 -15.1 33.2 1.8 2.3 -0.32 0.58

９．情報通信業 73,463 70,969 -3.2 -3.4 3.1 2.9 -0.11 -0.10

10．金融・保険業 92,786 97,025 4.5 4.6 3.9 4.0 0.17 0.18

11．不動産業 248,824 245,215 -1.5 -1.5 10.5 10.2 -0.17 -0.15

12．専門・科学技術、業務支援サービス業 147,522 152,536 2.9 3.4 6.2 6.3 0.18 0.21

13．公務 185,982 187,072 1.7 0.6 7.8 7.8 0.13 0.05

14．教育 131,186 130,332 0.5 -0.7 5.5 5.4 0.03 -0.04

15．保健衛生・社会事業 343,788 341,202 1.5 -0.8 14.5 14.2 0.22 -0.11

16．その他のサービス 110,437 114,556 4.7 3.7 4.6 4.8 0.21 0.17

2,358,553 2,380,465 1.9 0.9 99.1 98.9 1.93 0.92

18．輸入品に課される税・関税 48,786 63,242 18.9 29.6 2.1 2.6 0.33 0.61

19．（控除）総資本形成に係る消費税 28,298 36,266 4.7 28.2 1.2 1.5 -0.05 -0.33

2,379,041 2,407,441 2.2 1.2 100.0 100.0 2.21 1.19

（参考）　上表の「17．小計」を第１～３次産業別に集計

80,661 85,292 0.8 5.7 3.4 3.5 0.03 0.19

432,129 429,879 3.5 -0.5 18.2 17.9 0.62 -0.09

1,845,763 1,865,294 1.6 1.1 77.6 77.5 1.28 0.82

※　増加寄与度とは、県内総生産の「対前年度増加率」に対し、「各内訳項目の増減」がどのくらい寄与したかを示す指標で、次式により算出する。

増加寄与度＝（当該項目の令和R3年度から令和R4年度にかけての増加額）／（令和R3年度の県内総生産）×100

実数 対前年度増加率 構成比 増加寄与度

17．小計（1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16）

20．県内総生産（17+18-19）

第１次産業（農林水産業）

第２次産業（鉱業、製造業、建設業）

第３次産業（その他）
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【図表４】令和４年度の経済成長率（名目）に対する経済活動別増加寄与度 

 
 

 

【図表５】経済活動別県内総生産（実質） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

１．農林水産業 72,089 76,171 10.9 5.7 0.38 0.19

（１）農業 53,866 54,549 6.3 1.3 0.16 0.03

（２）林業 7,122 8,853 -10.7 24.3 -0.04 0.10

（３）水産業 10,097 11,026 45.5 9.2 0.26 0.06

２．鉱業 10,091 6,707 -3.7 -33.5 -0.02 -0.17

３．製造業 212,823 237,110 10.8 11.4 0.92 1.01

４．電気・ガス・水道・廃棄物処理業 71,849 65,044 8.2 -9.5 0.25 -0.30

５．建設業 192,325 167,299 -2.1 -13.0 -0.19 -1.14

６．卸売・小売業 262,428 265,582 2.5 1.2 0.29 0.14

７．運輸・郵便業 106,563 109,872 6.4 3.1 0.30 0.15

８．宿泊・飲食サービス業 39,821 51,809 -11.7 30.1 -0.25 0.53

９．情報通信業 80,342 80,148 -1.3 -0.2 -0.04 -0.01

10．金融・保険業 101,721 105,899 8.5 4.1 0.32 0.16

11．不動産業 248,489 246,616 -2.1 -0.8 -0.22 -0.08

12．専門・科学技術、業務支援サービス業 134,653 138,546 -0.5 2.9 -0.03 0.18

13．公務 179,871 178,245 0.3 -0.9 0.02 -0.07

14．教育 128,058 126,383 -1.0 -1.3 -0.05 -0.07

15．保健衛生・社会事業 343,312 346,545 2.5 0.9 0.36 0.14

16．その他のサービス 105,026 106,152 3.2 1.1 0.15 0.05

2,285,595 2,302,065 2.2 0.7 2.19 0.71

18．輸入品に課される税・関税 38,835 39,996 -5.0 3.0 -0.09 0.06

19．（控除）総資本形成に係る消費税 21,523 26,250 3.3 22.0 -0.04 -0.26

2,303,144 2,314,993 2.1 0.5 2.06 0.51

237 -818 - - - -

（参考）　

72,089 76,171 10.9 5.7 0.38 0.19

415,506 408,800 4.0 -1.6 0.72 -0.29

1,797,506 1,816,401 1.4 1.1 1.09 0.82

（注）　連鎖方式で算出しており加法整合性がないため、内訳の和と合計は一致しない。

※　増加寄与度とは、県内総生産の「対前年度増加率」に対し、「各内訳項目の増減」がどのくらい寄与したかを示す指標で、次式により算出する。

増加寄与度＝（当該項目の令和R3年度から令和R4年度にかけての増加額）／（令和R3年度の県内総生産）×100

実数 対前年度増加率 増加寄与度

17．小計

20．県内総生産

21．開差{20-(17+18-19）}

第１次産業（農林水産業）

第２次産業（鉱業、製造業、建設業）

第３次産業（その他）
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（２）産業別総生産  
 

（ア）第１次産業 
 

第１次産業全体は、名目で853億円、前年度比+5.7％（令和３年度+0.8％）となり、２ 

年連続の増加となった【図表３】。 

また、実質では762億円、前年度比+5.7％（令和３年度+10.9％）となり、２年連続の増

加となった【図表５】。 

 

①農業 

名目で552億円、前年度比+0.4％（令和３年度▲4.4％）となった。その主な要因と

しては、その他の耕種農業の増加である。 

 

②林業 

名目で106億円、前年度比+6.6％（令和３年度+9.9％）となった。その主な要因とし

ては、素材生産業の増加である。 

 

③水産業 

名目で195億円、前年度比+23.9％（令和３年度+17.3％）となった。その主な要因とし

ては、海面養殖業の増加である。 

 
（イ）第２次産業 

 
第２次産業全体では、名目で 4,299 億円、前年度比▲0.5％（令和３年度+3.5％）となり、

２年ぶりの減少となった【図表３】。 

また、実質では 4,088 億円、前年度比▲1.6％（令和３年度+4.0％）となり、２年ぶりの

減少となった【図表５】。 

 

①鉱業 

名目で117億円、前年度比▲1.3％（令和３年度+9.7％）となった。その主な要因と

しては、その他の鉱業の減少である。 

 

②製造業 

名目で2,359億円、前年度比+11.5％（令和３年度+6.1％）となった。その主な要因

としては、はん用・生産用・業務用機械の増加である【図表６】。 

  

③建設業 

名目で 1,823 億円、前年度比▲12.6％（令和３年度+0.6％）となった。その主な要

因としては、土木工事の減少である。 
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【図表６】経済活動別県内総生産（製造業：名目） 
（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

３．製造業 211,589 235,880 6.1 11.5 8.9 9.8 0.52 1.02

（１）食料品 37,237 47,749 -8.7 28.2 1.6 2.0 -0.15 0.44

（２）繊維製品 7,053 5,894 -2.3 -16.4 0.3 0.2 -0.01 -0.05

（３）パルプ･紙・紙加工品 28,662 26,448 6.0 -7.7 1.2 1.1 0.07 -0.09

（４）化学 4,360 4,870 -13.1 11.7 0.2 0.2 -0.03 0.02

（５）石油・石炭製品 × × × × × × × ×

（６）窯業・土石製品 16,412 25,020 -10.3 52.4 0.7 1.0 -0.08 0.36

（７）一次金属 17,317 15,402 29.8 -11.1 0.7 0.6 0.17 -0.08

（８）金属製品 8,563 7,736 -15.6 -9.7 0.4 0.3 -0.07 -0.03

（９）はん用・生産用・業務用機械 45,368 59,970 48.1 32.2 1.9 2.5 0.63 0.61

（10）電子部品・デバイス 3,833 5,400 0.0 40.9 0.2 0.2 0.00 0.07

（11）電気機械 4,152 4,048 5.6 -2.5 0.2 0.2 0.01 -0.00

（12）情報・通信機器 × × × × × × × ×

（13）輸送用機械 10,277 5,660 -4.5 -44.9 0.4 0.2 -0.02 -0.19

（14）印刷業 3,484 4,109 -17.2 17.9 0.1 0.2 -0.03 0.03

（15）その他の製造業 23,853 23,085 1.8 -3.2 1.0 1.0 0.02 -0.03

2,379,041 2,407,441 2.2 1.2 100.0 100.0 2.21 1.19

※　増加寄与度とは、県内総生産の「対前年度増加率」に対し、「各内訳項目の増減」がどのくらい寄与したかを示す指標で、次式により算出する。

増加寄与度＝（当該項目の令和R3年度から令和R4年度にかけての増加額）／（令和R3年度の県内総生産）×100

県内総生産

実数 対前年度増加率 構成比 増加寄与度

 
 

【図表７】経済活動別県内総生産（製造業：実質） 
（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

３．製造業 212,823 237,110 10.8 11.4 0.92 1.01

（１）食料品 37,313 46,647 -5.2 25.0 -0.09 0.39

（２）繊維製品 7,181 6,057 2.8 -15.7 0.01 -0.05

（３）パルプ･紙・紙加工品 26,634 25,469 10.9 -4.4 0.13 -0.05

（４）化学 5,389 6,365 -5.1 18.1 -0.01 0.03

（５）石油・石炭製品 × × × × × ×

（６）窯業・土石製品 16,728 26,911 5.9 60.9 0.05 0.42

（７）一次金属 13,760 10,435 16.5 -24.2 0.09 -0.18

（８）金属製品 8,546 7,448 -5.2 -12.8 -0.02 -0.05

（９）はん用・生産用・業務用機械 48,848 65,452 55.7 34.0 0.73 0.65

（10）電子部品・デバイス 4,612 6,227 1.0 35.0 0.00 0.06

（11）電気機械 5,213 5,044 15.0 -3.2 0.03 -0.01

（12）情報・通信機器 × × × × × ×

（13）輸送用機械 12,057 6,373 -1.1 -47.1 -0.00 -0.20

（14）印刷業 3,229 3,916 -17.0 21.3 -0.03 0.03

（15）その他の製造業 23,975 23,343 3.3 -2.6 0.03 -0.03

2,303,144 2,314,993 2.1 0.5 2.06 0.51

（注）　連鎖方式で算出しており加法整合性がないため、内訳の和と合計は一致しない。

※　増加寄与度とは、県内総生産の「対前年度増加率」に対し、「各内訳項目の増減」がどのくらい寄与したかを示す指標で、次式により算出する。

増加寄与度＝（当該項目の令和R3年度から令和R4年度にかけての増加額）／（令和R3年度の県内総生産）×100

実数 対前年度増加率 増加寄与度

県内総生産
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（ウ）第３次産業 
 

第３次産業全体では、名目で１兆8,653億円、前年度比+1.1％（令和３年度+1.6％）と

なり、２年連続の増加となった【図表３】。 

また、実質では１兆8,164億円、前年度比+1.1％（令和３年度+1.4％）となり、２年連

続の増加となった【図表５】。 

 
①電気・ガス・水道・廃棄物処理業 

名目で 617 億円、前年度比▲17.8％（令和３年度+7.0％）となった。その主な要因

としては、電気業の減少である。 

 

②卸売・小売業 

名目で 2,927 億円、前年度比+4.3％（令和３年度+4.5％）となった。その主な要因

としては、小売業の増加である。 

 

③運輸・郵便業 

名目で1,165億円、前年度比+1.9％（令和３年度+4.2％）となった。その主な要因と

しては、その他の運輸業の増加である。 

 

④宿泊・飲食サービス業 

名目で555億円、前年度比+33.2％（令和３年度▲15.1％）となった。その主な要因

としては、旅館・その他の宿泊所の増加である。 

 

⑤情報通信業 

名目で710億円、前年度比▲3.4％（令和３年度▲3.2％）となった。その主な要因と

しては、電信・電話業の減少である。 

 

⑥金融・保険業 

名目で970億円、前年度比+4.6％（令和３年度+4.5％）となった。その主な要因とし

ては、保険業の増加である。 

 

⑦不動産業 

名目で2,452億円、前年度比▲1.5％（令和３年度▲1.5％）となった。その主な要因

としては、住宅賃貸業の減少である。 

 

⑧専門・科学技術、業務支援サービス業 

名目で1,525億円、前年度比+3.4％（令和３年度+2.9％）となった。その主な要因と

しては、その他の対事業所サービス業の増加である。 

 

⑨公務 

名目で1,871億円、前年度比+0.6％（令和３年度+1.7％）となった。その主な要因と

しては、雇用者報酬（市町村）の増加である。 

  

⑩教育 

名目で1,303億円、前年度比▲0.7％（令和３年度+0.5％）となった。その主な要因

としては、（政府）教育の減少である。 
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⑪保健衛生・社会事業 

名目で3,412億円、前年度比▲0.8％（令和３年度+1.5％）となった。その主な要因

としては、医療・保健の減少である。 

 

⑫その他のサービス 

名目で1,146億円、前年度比+3.7％（令和３年度+4.7％）となった。その主な要因と

しては、娯楽業の増加である。 

 

 

（３）高知県の労働生産性  
   

 県内総生産を就業者数で除した労働生産性（１人当たり付加価値額）は、前年度比+2.6％

の6,813千円となった。 

国を100とした比率は前年度の81.7％から82.2％となり、0.5ポイント増加した。 

  

【図表８】労働生産性（１人当たり付加価値額）の推移（高知県・国） 

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

高知県 6,082 6,137 6,440 6,593 6,774 6,812 6,841 6,805 6,781 6,549 6,642 6,813

国 7,669 7,694 7,858 7,995 8,239 8,220 8,273 8,154 8,090 7,906 8,126 8,287

国を100とした比率 79.3 79.8 81.9 82.5 82.2 82.9 82.7 83.5 83.8 82.8 81.7 82.2

77.0

78.0

79.0

80.0

81.0

82.0

83.0

84.0

85.0

86.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000
（単位：千円、％）

※国の労働生産性＝国内総生産（支出系列、年度）／就業者数（年度）  
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（４）高知県の産業構造  
 

（ア）産業別構成比 

令和４年度の県内総生産（名目）を産業別に見ると、第１次産業が3.5％、第２次産業が

17.9％、第３次産業が77.5％となった。 

 

 第１次産業の構成比は、平成30年度の3.8％と比較すると0.3ポイントの減少となった。 

第２次産業の構成比は、同16.6％と比較すると、1.3ポイントの増加となった。 

第３次産業の構成比は、同78.8％と比較すると、1.3ポイントの減少となった。 

 

【図表９】産業別県内総生産（名目）の構成比の推移 

産業別構成比 （単位：％）

H30 R元 R2 R3 R4 R4(国)

第１次産業 3.8 3.5 3.4 3.4 3.5 1.0

第２次産業 16.6 17.3 17.9 18.2 17.9 24.5

第３次産業 78.8 78.6 78.0 77.6 77.5 73.8

その他 0.7 0.6 0.6 0.9 1.1 0.7

第１次産業　：　農業、林業、水産業

第２次産業　：　鉱業、製造業、建設業

第３次産業　：　その他の産業

その他　　　　：　輸入品に課される税・関税、（控除）総資本形成に係る消費税  
 

（イ）経済活動別構成比 

令和４年度の経済活動別構成比では、医療、介護を含む保健衛生・社会事業（14.2％）が

最も大きく、卸売・小売業（12.2％）、帰属家賃を含む不動産業（10.2％）が続いている【図

表10、11】。 

 

【図表10】経済活動別県内総生産（名目）の構成比の推移 
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【図表11】経済活動別県内総生産（名目）の構成比の順位 
（単位：％） (参考)国 （単位：％）

構成比 構成比 構成比 構成比

1 保健衛生・社会事業 14.6 保健衛生・社会事業 14.5 保健衛生・社会事業 14.2 製造業 19.2

2 卸売・小売業 11.5 卸売・小売業 11.8 卸売・小売業 12.2 卸売・小売業 14.3

3 不動産業 10.9 不動産業 10.5 不動産業 10.2 不動産業 11.6

4 建設業 8.9 製造業 8.9 製造業 9.8 専門・科学技術、業務支援サービス業 9.1

5 製造業 8.6 建設業 8.8 公務 7.8 保健衛生・社会事業 8.3

6 公務 7.9 公務 7.8 建設業 7.6 建設業 5.2

7 専門・科学技術、業務支援サービス業 6.2 専門・科学技術、業務支援サービス業 6.2 専門・科学技術、業務支援サービス業 6.3 公務 5.2

8 教育 5.6 教育 5.5 教育 5.4 情報通信業 4.9

9 運輸・郵便業 4.7 運輸・郵便業 4.8 運輸・郵便業 4.8 運輸・郵便業 4.7

10 その他のサービス 4.5 その他のサービス 4.6 その他のサービス 4.8 金融・保険業 4.5

11 金融・保険業 3.8 金融・保険業 3.9 金融・保険業 4.0 その他のサービス 3.9

12 情報通信業 3.3 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 3.2 情報通信業 2.9 教育 3.4

13 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 3.0 情報通信業 3.1 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 2.6 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 2.4

14 農業 2.5 農業 2.3 宿泊・飲食サービス業 2.3 宿泊・飲食サービス業 1.6

15 宿泊・飲食サービス業 2.1 宿泊・飲食サービス業 1.8 農業 2.3 農業 0.9

16 水産業 0.6 水産業 0.7 水産業 0.8 水産業 0.1

17 鉱業 0.5 鉱業 0.5 鉱業 0.5 鉱業 0.1

18 林業 0.4 林業 0.4 林業 0.4 林業 0.0

R2 R3 R4 R4
順位

 
 

経済活動別の特化係数※は、鉱業、農林水産業、保健衛生・社会事業などで国を上回って

いる。製造業、情報通信業などでは、国を下回っている。 
 
 ※特化係数＝高知県の経済活動別構成比／国の経済活動別構成比 

  国の構成比を上回れば、特化係数が１より大きくなり、その産業に特化していると考えられる。 

 

【図表12】経済活動別県内総生産（名目）の特化係数 
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３．県民所得（分配側） 
 
（１）概要  

◇県民所得では雇用者報酬及び財産所得は減少、企業所得が増加し、２年連続のプラス 
◇１人当たり県民所得は２年連続のプラス 

 

令和４年度の県民所得は、１兆8,264億円、前年度比+0.4％（令和３年度+6.3％）とな

り、２年連続のプラスとなった。 

【図表13】県民所得 

 

 
（２）１人当たり県民所得※1  
  県民所得を総人口※2で除した「１人当たり県民所得」は、2,703千円、前年度比+1.6％（令

和３年度+7.5％）となった。 

  一方、「１人当たり国民所得」は、3,274千円、前年度比+3.8％（令和３年度+5.8％）と

なった。 

これに伴い「１人当たり国民所得」を100とした比率は前年度の84.4％から82.6％となり、

1.8ポイント減少した。 

【図表14】１人当たり県民所得と国民所得の推移 

 
※1.「１人当たり県民所得」は、企業所得等も含んでおり、県民個人の給与や実収入の水準を表すものではない。 

※2．国勢調査又は人口推計による10月１日現在の人口（高知県人口（R4.10.1現在）675,705人） 

 

（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

１．雇用者報酬 1,139,475 1,134,623 -0.2 -0.4 62.6 62.1 -0.14 -0.27

（１）賃金・俸給 927,173 919,823 -0.5 -0.8 50.9 50.4 -0.30 -0.40

（２）雇主の社会負担 212,302 214,800 1.3 1.2 11.7 11.8 0.16 0.14

２．財産所得（非企業部門） 132,453 127,612 15.8 -3.7 7.3 7.0 1.06 -0.27

（１）一般政府（地方政府等） 3,391 4,819 -9.8 42.1 0.2 0.3 -0.02 0.08

（２）家計 126,879 120,295 16.7 -5.2 7.0 6.6 1.06 -0.36

（３）対家計民間非営利団体 2,183 2,498 19.5 14.4 0.1 0.1 0.02 0.02

３．企業所得 547,959 564,139 20.3 3.0 30.1 30.9 5.41 0.89

（１）民間法人企業 386,120 406,044 33.6 5.2 21.2 22.2 5.67 1.09

（２）公的企業 -11,253 -830 -0.6 92.6 -0.6 -0.0 -0.00 0.57

（３）個人企業 173,092 158,925 -2.5 -8.2 9.5 8.7 -0.26 -0.78

４．県民所得（要素費用表示）（１＋２＋３） 1,819,887 1,826,374 6.3 0.4 100.0 100.0 6.32 0.36

実数 対前年度増加率 構成比 増加寄与度

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

１人当たり県民所得 2,264 2,276 2,426 2,448 2,543 2,600 2,652 2,642 2,663 2,475 2,661 2,703

１人当たり国民所得 2,798 2,808 2,925 2,961 3,089 3,089 3,157 3,181 3,181 2,980 3,153 3,274

国を100とした比率 80.9 81.1 82.9 82.7 82.3 84.2 84.0 83.1 83.7 83.1 84.4 82.6

70.0

80.0

90.0

100.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000
（単位：千円、％）
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（３）雇用者報酬  
 雇用者報酬は、１兆1,346億円、前年度比▲0.4％（令和３年度▲0.2％）となった。 

労働分配率※は62.1％となり、前年度より0.5ポイント減少した。 

雇用者報酬を雇用者数で除した「１人当たり雇用者報酬」は、3,880千円となり、前年度

より29千円増加した。 

※労働分配率とは、県民所得（＝雇用者報酬、財産所得、企業所得）に対する雇用者報酬の占める割合の 

こと。ただし、個人事業主の所得は企業所得に算入されるが、雇用者報酬には算入されない。したがっ 

て、個人事業主の割合が全国で最も高い本県では、労働分配率が相対的に低くなる傾向にある。 

 

【図表15】県民所得と労働分配率の推移 

 
 
 

【図表16】１人当たり雇用者報酬の推移（高知県・国） 
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労働分配率（国）

（単位：百万円、％）

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R元 R2 R3 R4

高知県 3,954 3,965 3,962 4,008 4,093 4,122 4,093 4,021 3,933 3,898 3,851 3,880

国 4,470 4,464 4,468 4,525 4,553 4,598 4,622 4,686 4,727 4,696 4,791 4,875

国を100とした比率 88.4 88.8 88.7 88.6 89.9 89.7 88.6 85.8 83.2 83.0 80.4 79.6
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（単位：千円、％）
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（４）財産所得（非企業部門）  
 財産所得は1,276億円、前年度比▲3.7％（令和３年度+15.8％）となった。 

 
【図表17】財産所得（非企業部門） 

 

 
【図表18】財産所得（非企業部門）の推移 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

財産所得（非企業部門） 132,453 127,612 15.8 -3.7 100.0 100.0 15.84 -3.65

a.受取 136,570 130,463 15.0 -4.5 103.1 102.2 15.60 -4.61

b.支払 4,117 2,851 -6.3 -30.8 3.1 2.2 0.24 0.96

（１）一般政府（地方政府等） 3,391 4,819 -9.8 42.1 2.6 3.8 -0.32 1.08

a.受取 5,915 6,152 0.7 4.0 4.5 4.8 0.04 0.18

b.支払 2,524 1,333 19.6 -47.2 1.9 1.0 -0.36 0.90

（２）家計 126,879 120,295 16.7 -5.2 95.8 94.3 15.86 -4.97

① 利子 27,420 29,724 -3.9 8.4 20.7 23.3 -0.97 1.74

② 配当（受取） 22,958 20,470 27.9 -10.8 17.3 16.0 4.38 -1.88

③ その他の投資所得（受取） 42,934 43,701 5.7 1.8 32.4 34.2 2.02 0.58

④ 賃貸料（受取） 33,567 26,400 55.0 -21.4 25.3 20.7 10.42 -5.41

（３）対家計民間非営利団体 2,183 2,498 19.5 14.4 1.6 2.0 0.31 0.24

a.受取 2,432 2,829 17.1 16.3 1.8 2.2 0.31 0.30

b.支払 249 331 0.0 32.9 0.2 0.3 0.00 -0.06

実数 対前年度増加率 構成比 増加寄与度

-32 -30 -3 18 26 24 32 51 56 38 34 48 
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（単位：億円）
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（５）企業所得  
企業所得は5,641億円、前年度比+3.0％（令和３年度+20.3％）となった。 

 
【図表19】企業所得 

 
 
 

【図表20】企業所得の推移 

 
 
 
 

（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

企業所得 547,959 564,139 20.3 3.0 100.0 100.0 20.32 2.95

（１）民間法人企業 386,120 406,044 33.6 5.2 70.5 72.0 21.31 3.64

a.非金融法人企業 314,252 339,034 31.9 7.9 57.3 60.1 16.69 4.52

b.金融機関 71,868 67,010 41.3 -6.8 13.1 11.9 4.62 -0.89

（２）公的企業 -11,253 -830 -0.6 92.6 -2.1 -0.1 -0.01 1.90

a.非金融法人企業 -15,598 -4,617 -8.3 70.4 -2.8 -0.8 -0.26 2.00

b.金融機関 4,345 3,787 34.9 -12.8 0.8 0.7 0.25 -0.10

（３）個人企業 173,092 158,925 -2.5 -8.2 31.6 28.2 -0.98 -2.59

a.農林水産業 27,642 18,266 4.1 -33.9 5.0 3.2 0.24 -1.71

b.その他の産業（非農林水産・非金融） 64,127 65,390 -0.0 2.0 11.7 11.6 -0.00 0.23

c.持ち家 81,323 75,269 -6.4 -7.4 14.8 13.3 -1.21 -1.10

実数 対前年度増加率 構成比 増加寄与度

-69 -80 -90 -59 -44 -90 -74 -60 -98 -112 -113 -8 

1,856 1,849 1,893 1,819 2,032 1,941 1,976 1,870 1,793 1,775 1,731 1,589
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４．県内総生産（支出側） 
 

（１）概要  
◇名目で４年ぶりのプラス 

 

  令和４年度の県内総生産（支出側）は、名目で２兆4,074億円、前年度比+1.2％（令和３年

度+2.2％）となり、２年連続のプラスとなった。 
 

【図表 21】県内総生産（支出側、名目） 

 
 

【図表22】県内総生産（支出側、名目）の推移 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

１．民間最終消費支出 1,526,315 1,611,074 2.6 5.6 64.2 66.9 1.66 3.56

1,487,079 1,571,869 2.9 5.7 62.5 65.3 1.81 3.56

39,236 39,205 -8.0 -0.1 1.6 1.6 -0.15 -0.00

675,258 687,583 1.7 1.8 28.4 28.6 0.47 0.52

729,749 780,304 5.6 6.9 30.7 32.4 1.67 2.13

744,256 763,066 4.3 2.5 31.3 31.7 1.32 0.79

412,092 454,860 4.5 10.4 17.3 18.9 0.76 1.80

(a)住宅 86,661 80,034 5.8 -7.6 3.6 3.3 0.20 -0.28

(b).企業設備 325,431 374,826 4.2 15.2 13.7 15.6 0.56 2.08

332,164 308,206 4.1 -7.2 14.0 12.8 0.56 -1.01

-14,507 17,238 - - -0.6 0.7 0.35 1.33

-13,868 12,610 - - -0.6 0.5 0.09 1.11

-639 4,628 - - -0.0 0.2 0.26 0.22

-552,281 -671,520 -7.2 -21.6 -23.2 -27.9 -1.59 -5.01

-463,519 -471,226 0.5 -1.7 -19.5 -19.6 0.11 -0.32

-88,762 -200,294 -80.7 -125.7 -3.7 -8.3 -1.70 -4.69

2,379,041 2,407,441 2.2 1.2 100.0 100.0 2.21 1.19

144,824 146,030 112.7 0.8 6.1 6.1 3.30 0.05

2,523,865 2,553,471 5.3 1.2 106.1 106.1 5.50 1.24　　　　 県民総所得（市場価格表示）

４．財貨・サービスの移出入（純）・統計上の不突合

（１）財貨・サービスの移出入（純）

（２）統計上の不突合

５．県内総生産（支出側）（１＋２＋３＋４）

（参考）域外からの要素所得（純）

a.民間

b.公的（公的企業・一般政府）

（２）在庫変動

a.民間企業

b.公的（公的企業・一般政府）

（１）家計最終消費支出

（２）対家計民間非営利団体最終消費支出

２．地方政府等最終消費支出

３．県内総資本形成

（１）総固定資本形成

実数 対前年度増加率 構成比 増加寄与度
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（２）民間最終消費支出  
 民間最終消費支出は、名目で１兆6,111億円、前年度比+5.6％（令和３年度+2.6％）となっ

た。 
【図表 23】民間最終消費支出（名目） 

 
 
（３）地方政府等最終消費支出  
地方政府等最終消費支出は、名目で6,876億円、前年度比＋1.8％（令和３年度＋1.7％）と

なった。【図表21、22】 
 
（４）県内総資本形成  
県内総資本形成は、名目で7,803億円、前年度比+6.9％（令和３年度+5.6％）となった。【図

表21、24】 
 

【図表 24】総固定資本形成の推移（名目） 
 
 

（単位：百万円、％）

R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度 R3年度 R4年度

民間最終消費支出 1,526,315 1,611,074 2.6 5.6 100.0 100.0 2.60 5.55

（１）家計最終消費支出 1,487,079 1,571,869 2.9 5.7 97.4 97.6 2.83 5.56

a.食料・非アルコール 256,332 267,319 0.3 4.3 16.8 16.6 0.04 0.72

b.アルコール飲料・たばこ 49,299 48,913 0.8 -0.8 3.2 3.0 0.03 -0.03

c.被服・履物 51,444 60,872 4.4 18.3 3.4 3.8 0.15 0.62

d.住宅・電気・ガス・水道 329,894 335,378 1.2 1.7 21.6 20.8 0.26 0.36

e.家具・家庭用機器・家事サービス 65,872 71,005 4.9 7.8 4.3 4.4 0.21 0.34

f.保健・医療 63,027 62,069 4.9 -1.5 4.1 3.9 0.20 -0.06

g.交通 124,527 137,451 1.2 10.4 8.2 8.5 0.10 0.85

h.情報・通信 93,593 94,738 -1.0 1.2 6.1 5.9 -0.06 0.08

i.娯楽・スポーツ・文化 98,057 105,032 8.4 7.1 6.4 6.5 0.51 0.46

j.教育サービス 63,519 69,960 17.0 10.1 4.2 4.3 0.62 0.42

k.外食・宿泊サービス 74,293 89,637 -3.2 20.7 4.9 5.6 -0.17 1.01

l.保険・金融サービス 83,070 86,760 6.5 4.4 5.4 5.4 0.34 0.24

m.個別ケア・社会保護・その他 134,152 142,735 7.1 6.4 8.8 8.9 0.60 0.56

39,236 39,205 -8.0 -0.1 2.6 2.4 -0.23 -0.00（２）対家計民間非営利団体最終消費支出

実数 対前年度増加率 構成比 増加寄与度

2,116 2,244
2,737 2,940 2,753 2,963 3,040 2,858 3,220 3,191 3,322 3,082

2,946 2,976

3,326
3,448 3,538 3,392 3,509 3,476
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第２章 統計表 

  

Ⅰ 基本勘定 

 

 １．統合勘定 

１－１．県内総生産（生産側と支出側） 

１－２．県民可処分所得と使用勘定 

１－３．域外勘定（経常取引） 

 

 ２．制度部門別所得支出勘定 

２－１．非金融法人企業 

２－２．金融機関 

２－３．一般政府（地方政府等） 

２－４．家計（個人企業を含む） 

２－５．対家計民間非営利団体 
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Ⅱ 主要系列表（平成23年度～令和４年度） 

 

１．経済活動別県内総生産（名目） 

２．経済活動別県内総生産（実質） 

３．経済活動別県内総生産（デフレーター） 

４．県民所得及び県民可処分所得の分配 

５．県内総生産（支出側、名目） 

６．県内総生産（支出側、実質） 

７．県内総生産（支出側、デフレーター） 
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3
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1
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2
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1
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0
.6

-
0
.9

 
-
0
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-
4
.8

 
1
.9

0
.9

1
.2

1
2
.8

3
2
.9

-
0
.2

 
-
1
1
.6

 
1
0
.1

6
.2

-
1
.8

 
-
3
.1

 
1
8
.9

2
9
.6

-
0
.6

 
1
2
.2

4
3
.3

1
9
.9

-
8
.1

 
6
.7

2
.1

9
.3

-
5
.9

 
4
.7

2
8
.2

0
.0

3
.8

1
.6

2
.6

1
.2

0
.7

-
0
.8

 
-
0
.6

 
-
4
.8

 
2
.2

1
.2

-
0
.7

 
-
2
.7

 
2
.0

1
1
.0

4
.5

5
.8

-
4
.3

 
-
9
.8

 
-
5
.5

 
0
.8

5
.7

-
2
.0

 
1
1
.5

4
.2

3
.1

5
.1

2
.0

-
1
.6

 
3
.6

-
1
.5

 
3
.5

-
0
.5

 
0
.4

2
.6

0
.9

2
.4

0
.4

0
.0

-
0
.5

 
-
0
.9

 
-
5
.5

 
1
.6

1
.1

　
第

３
次

産
業

1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

1
8
．

輸
入

品
に

課
さ

れ
る

税
・
関

税
1
9
．

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

　
第

１
次

産
業

　
第

２
次

産
業

（
２

）
 そ

の
他

の
不

動
産

業
1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業

（
１

）
 通

信
・
放

送
業

（
２

）
 情

報
サ

ー
ビ

ス
・
映

像
音

声
文

字
情

報
制

作
業

1
0
．

金
融

・
保

険
業

1
1
．

不
動

産
業

（
１

）
 住

宅
賃

貸
業

（
１

）
 卸

売
業

（
２

）
 小

売
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

９
．

情
報

通
信

業

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
（
１

）
 電

気
業

（
２

）
 ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

（
1
1
）
 電

気
機

械
（
1
2
）
 情

報
・
通

信
機

器
（
1
3
）
 輸

送
用

機
械

（
1
4
）
 印

刷
業

（
1
5
）
 そ

の
他

の
製

造
業

（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属
（
８

）
 金

属
製

品
（
９

）
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

（
1
0
）
 電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス

（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製

品
（
３

）
 パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品
（
４

）
 化

学
（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品

1
7
．

小
計

(1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+
7
+
8
+
9
+
1
0
+
1
1
+
1
2
+
1
3
+
1
4
+
1
5
+
1
6
)

2
0
．

県
内

総
生

産
(1

7
+
1
8
-
1
9
)

項
目

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業
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３
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7
9
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7
9
.2

7
8
.7

7
8
.8

7
8
.6

7
8
.0

7
7
.6

7
7
.5

1
9
．

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

　
第

１
次

産
業

　
第

２
次

産
業

　
第

３
次

産
業

1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

1
8
．

輸
入

品
に

課
さ

れ
る

税
・
関

税

1
0
．

金
融

・
保

険
業

1
1
．

不
動

産
業

（
１

）
 住

宅
賃

貸
業

（
２

）
 そ

の
他

の
不

動
産

業
1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

９
．

情
報

通
信

業
（
１

）
 通

信
・
放

送
業

（
２

）
 情

報
サ

ー
ビ

ス
・
映

像
音

声
文

字
情

報
制

作
業

（
２

）
 ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

（
１

）
 卸

売
業

（
２

）
 小

売
業

（
1
3
）
 輸

送
用

機
械

（
1
4
）
 印

刷
業

（
1
5
）
 そ

の
他

の
製

造
業

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
（
１

）
 電

気
業

（
８

）
 金

属
製

品
（
９
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 は

ん
用

・
生

産
用
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業

務
用

機
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（
1
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子
部

品
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デ

バ
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ス
（
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1
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気
機
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報
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通

信
機
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（
３
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ル
プ

・
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・
紙

加
工

品
（
４
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 化

学
（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品
（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属

（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業
（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製

品

項
目

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業

1
7
．

小
計

(1
+
2
+
3
+
4
+
5
+
6
+
7
+
8
+
9
+
1
0
+
1
1
+
1
2
+
1
3
+
1
4
+
1
5
+
1
6
)

2
0
．

県
内

総
生

産
(1

7
+
1
8
-
1
9
)
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．

情
報

通
信

業
（
１

）
 通

信
・
放

送
業

（
２

）
 情

報
サ

ー
ビ

ス
・
映

像
音

声
文

字
情

報
制

作
業

1
0
．

金
融

・
保

険
業

５
．

建
設

業
６

．
卸

売
・
小

売
業

（
１

）
 卸

売
業

（
２

）
 小

売
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

項
目

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業
（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製

品
（
３

）
 パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品
（
４

）
 化

学
（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品
（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属
（
８

）
 金

属
製

品

（
1
4
）
 印

刷
業

（
1
5
）
 そ

の
他

の
製

造
業

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
（
１

）
 電

気
業

（
２

）
 ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業

（
９

）
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

（
1
0
）
 電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス
（
1
1
）
 電

気
機

械

1
7
．

小
計

2
0
．

県
内

総
生

産
2
1
．

開
差

｛
2
0
-
(1

7
+
1
8
-
1
9
)｝

　
第

１
次

産
業

　
第

２
次

産
業

　
第

３
次

産
業
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２
．

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

（
実

質
：
連

鎖
方

式
）

　
（
２

）
対

前
年

度
増

加
率

（
単

位
：
％

）
H

2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

R
2

R
3

R
4

（
2
0
1
1
）

（
2
0
1
2
）

（
2
0
1
3
）

（
2
0
1
4
）

（
2
0
1
5
）

（
2
0
1
6
）

（
2
0
1
7
）

（
2
0
1
8
）

（
2
0
1
9
）

（
2
0
2
0
）

（
2
0
2
1
）

（
2
0
2
2
）

-
2
.3

 
-
1
.5

 
-
0
.2

 
-
2
.1

 
-
1
2
.6

 
1
.5

1
.3

-
7
.4

 
-
1
1
.0

 
1
0
.9

5
.7

-
7
.3

 
-
0
.3

 
2
.4

-
2
.4

 
-
3
.5

 
4
.3

-
4
.3

 
-
2
.7

 
-
4
.0

 
6
.3

1
.3

-
2
.3

 
-
9
.9

 
1
8
.7

0
.4

-
5
.9

 
-
3
.6

 
-
5
.5

 
5
.5

-
1
.2

 
-
1
0
.7

 
2
4
.3

1
0
.8

-
1
.4

 
-
1
5
.1

 
-
2
.6

 
-
3
8
.2

 
-
5
.4

 
2
1
.0

-
2
6
.6

 
-
4
0
.4

 
4
5
.5

9
.2

-
6
.1

 
2
.9

-
5
.6

 
2
.5

-
2
.8

 
6
.3

0
.2

-
0
.8

 
2
.0

-
3
.7

 
-
3
3
.5

 
-
3
.5

 
4
.7

1
.3

1
.9

0
.6

4
.2

3
.9

-
2
.4

 
-
9
.8

 
1
0
.8

1
1
.4

1
.4

6
.0

-
3
.6

 
-
5
.3

 
1
4
.0

2
.0

1
8
.6

-
4
.0

 
-
1
6
.2

 
-
5
.2

 
2
5
.0

4
.1

4
.6

1
.4

3
.9

-
1
3
.3

 
-
6
.2

 
4
.4

-
5
.9

 
2
6
.3

2
.8

-
1
5
.7

 
-
2
4
.1

 
3
.8

5
.6

-
1
.8

 
9
.5

8
.3

2
.4

-
8
.7

 
-
2
.9

 
1
0
.9

-
4
.4

 
5
.7

-
1
5
.4

 
1
2
.2

4
.5

8
.0

-
1
0
.0

 
2
4
.3

8
.9

7
.6

-
5
.1

 
1
8
.1

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
-
0
.8

 
1
0
.8

-
1
2
.5

 
0
.5

1
0
.3

3
.0

-
1
4
.0

 
-
3
.2

 
-
2
5
.2

 
5
.9

6
0
.9

4
7
.8

1
7
.1

-
2
5
.2

 
-
1
.0

 
-
0
.7

 
1
4
.2

-
9
.7

 
-
2
3
.0

 
1
2
.6

1
6
.5

-
2
4
.2

 
-
8
.3

 
2
3
.5

-
1
1
.7

 
3
4
.7

-
4
.9

 
8
.1

-
8
.7

 
-
2
.3

 
1
2
.8

-
5
.2

 
-
1
2
.8

 
2
7
.4

-
9
.4

 
2
2
.9

9
.9

-
8
.9

 
1
.5

2
1
.4

5
.0

-
2
8
.3

 
5
5
.7

3
4
.0

-
5
5
.6

 
6
.8

1
4
.2

7
4
.2

-
4
9
.2

 
-
7
.0

 
-
5
7
.8

 
1
8
.0

3
1
.3

1
.0

3
5
.0

-
2
1
.3

 
3
.7

1
7
.0

2
2
.5

-
2
1
.0

 
5
.7

3
3
.7

7
.3

-
6
.6

 
1
5
.0

-
3
.2

 
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

-
1
0
.6

 
-
0
.8

 
1
2
.5

-
3
4
.8

 
3
9
.8

6
.3

-
7
.3

 
-
0
.7

 
1
1
.2

-
1
.1

 
-
4
7
.1

 
1
7
.0

1
.5

-
1
1
.0

 
7
.4

1
1
.4

-
9
.2

 
7
.0

-
0
.9

 
-
5
.4

 
-
1
7
.0

 
2
1
.3

2
.4

1
1
.5

8
.8

-
1
6
.2

 
3
.2

1
2
.3

4
.2

5
.4

-
2
.0

 
3
.3

-
2
.6

 
-
1
8
.2

 
6
.0

9
.2

-
0
.4

 
3
.5

0
.7

1
.2

-
0
.7

 
-
1
2
.5

 
8
.2

-
9
.5

 
-
3
6
.6

 
1
3
.0

1
0
.7

-
1
2
.0

 
1
.6

1
.0

3
.6

-
3
.7

 
-
2
8
.6

 
2
3
.8

-
1
9
.4

 
0
.3

1
.3

7
.9

1
0
.4

5
.2

0
.4

-
0
.9

 
2
.0

1
.9

-
3
.1

 
-
1
.7

 
-
0
.4

 
1
9
.6

2
.9

-
1
.2

 
9
.9

0
.4

-
8
.2

 
6
.1

3
.6

-
2
.1

 
-
1
3
.0

 
4
.0

4
.8

-
3
.9

 
1
.3

-
1
.6

 
2
.9

-
0
.9

 
-
3
.1

 
-
7
.8

 
2
.5

1
.2

-
0
.7

 
0
.3

-
4
.6

 
1
.4

-
3
.8

 
6
.5

0
.7

-
6
.9

 
-
1
3
.7

 
6
.6

-
0
.9

 
6
.4

6
.9

-
3
.6

 
1
.3

-
0
.6

 
1
.5

-
1
.6

 
-
1
.4

 
-
5
.4

 
0
.9

2
.1

4
.9

9
.1

-
3
.8

 
-
4
.9

 
-
3
.7

 
2
.9

-
3
.9

 
-
2
.7

 
-
1
6
.3

 
6
.4

3
.1

-
3
.4

 
1
4
.6

-
1
.0

 
-
0
.7

 
1
.1

3
.6

-
3
.9

 
-
1
0
.5

 
-
4
2
.3

 
-
1
1
.7

 
3
0
.1

-
0
.2

 
3
.9

-
2
.0

 
2
.0

1
.1

1
.2

3
.7

-
0
.3

 
6
.6

-
1
.3

 
-
0
.2

 
-
1
.0

 
3
.1

-
3
.5

 
0
.6

3
.4

2
.2

4
.7

-
0
.7

 
1
0
.2

-
3
.7

 
-
2
.3

 
2
.0

6
.2

2
.3

5
.6

-
4
.4

 
-
1
.2

 
1
.0

1
.0

-
2
.1

 
5
.0

4
.7

1
.6

4
.8

-
3
.2

 
5
.4

-
3
.6

 
-
1
.1

 
5
.4

-
2
.4

 
0
.3

8
.5

4
.1

0
.0

0
.3

0
.7

0
.6

-
0
.0

 
-
0
.2

 
-
0
.9

 
0
.7

-
1
.0

 
-
2
.1

 
-
0
.8

 
-
0
.3

 
-
0
.1

 
0
.8

-
0
.4

 
-
0
.4

 
-
0
.1

 
-
0
.6

 
0
.8

-
0
.8

 
-
1
.4

 
-
0
.9

 
3
.1

4
.1

0
.0

9
.6

3
.2

-
1
.1

 
-
3
.1

 
-
0
.1

 
-
2
.4

 
-
6
.8

 
0
.1

1
.6

6
.5

-
1
.9

 
6
.2

2
.4

-
4
.0

 
-
4
.7

 
-
1
.2

 
-
4
.5

 
-
0
.5

 
2
.9

-
1
.8

 
-
0
.5

 
0
.7

-
0
.8

 
0
.5

1
.3

1
.9

-
0
.1

 
-
0
.6

 
0
.3

-
0
.9

 
0
.3

-
2
.2

 
-
0
.7

 
1
.2

1
.3

-
2
.9

 
-
3
.2

 
-
1
.5

 
-
2
.3

 
-
1
.0

 
-
1
.3

 
3
.3

2
.5

-
0
.2

 
7
.1

0
.9

-
2
.7

 
0
.2

0
.5

-
0
.9

 
2
.5

0
.9

2
.5

-
0
.8

 
-
1
.0

 
-
1
.2

 
-
4
.9

 
-
0
.7

 
-
4
.6

 
-
2
.0

 
-
1
4
.2

 
3
.2

1
.1

0
.3

4
.1

-
0
.5

 
1
.5

0
.1

0
.3

-
1
.0

 
-
1
.2

 
-
5
.8

 
2
.2

0
.7

-
1
.1

 
1
.3

2
.1

5
.2

-
2
.6

 
1
.1

0
.2

-
0
.8

 
-
3
.3

 
-
5
.0

 
3
.0

0
.7

1
2
.7

-
3
.8

 
8
.6

-
9
.3

 
5
.2

-
0
.1

 
3
.2

-
1
9
.4

 
3
.3

2
2
.0

0
.3

4
.0

-
0
.5

 
1
.5

0
.1

0
.3

-
1
.0

 
-
1
.2

 
-
5
.6

 
2
.1

0
.5

-
2
.3

 
-
1
.5

 
-
0
.2

 
-
2
.1

 
-
1
2
.6

 
1
.5

1
.3

-
7
.4

 
-
1
1
.0

 
1
0
.9

5
.7

-
2
.2

 
1
1
.0

1
.9

0
.4

4
.7

2
.4

-
2
.0

 
1
.4

-
3
.2

 
4
.0

-
1
.6

 
0
.9

3
.2

-
1
.0

 
1
.8

-
0
.3

 
-
0
.2

 
-
1
.0

 
-
1
.4

 
-
6
.1

 
1
.4

1
.1

　
第

３
次

産
業

　
第

１
次

産
業

1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

1
8
．

輸
入

品
に

課
さ

れ
る

税
・
関

税
1
9
．

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

　
第

２
次

産
業

（
２

）
 そ

の
他

の
不

動
産

業
1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業

2
0
．

県
内

総
生

産

（
１

）
 通

信
・
放

送
業

（
２

）
 情

報
サ

ー
ビ

ス
・
映

像
音

声
文

字
情

報
制

作
業

1
0
．

金
融

・
保

険
業

1
1
．

不
動

産
業

（
１

）
 住

宅
賃

貸
業

（
１

）
 卸

売
業

（
２

）
 小

売
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

９
．

情
報

通
信

業

（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
（
１

）
 電

気
業

（
２

）
 ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

（
1
1
）
 電

気
機

械
（
1
2
）
 情

報
・
通

信
機

器
（
1
3
）
 輸

送
用

機
械

（
1
4
）
 印

刷
業

（
1
5
）
 そ

の
他

の
製

造
業

項
目

1
7
．

小
計

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業

（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属
（
８

）
 金

属
製

品
（
９

）
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

（
1
0
）
 電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス

（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製

品
（
３

）
 パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品
（
４

）
 化

学
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３
．

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

（
デ

フ
レ

ー
タ

ー
：
連

鎖
方

式
）

　
（
１

）
実

数
（
平

成
2
7
（
2
0
1
5
）
暦

年
＝

1
0
0
）

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

R
2

R
3

R
4

（
2
0
1
1
）

（
2
0
1
2
）

（
2
0
1
3
）

（
2
0
1
4
）

（
2
0
1
5
）

（
2
0
1
6
）

（
2
0
1
7
）

（
2
0
1
8
）

（
2
0
1
9
）

（
2
0
2
0
）

（
2
0
2
1
）

（
2
0
2
2
）

8
6
.9

8
8
.3

8
7
.3

8
9
.2

1
0
1
.1

1
2
0
.8

1
2
5
.9

1
1
9
.0

1
1
6
.0

1
2
3
.1

1
1
1
.9

1
1
2
.0

8
6
.5

9
4
.5

9
0
.1

8
9
.0

1
0
1
.8

1
1
9
.1

1
1
7
.3

1
1
6
.6

1
1
1
.2

1
1
3
.5

1
0
2
.1

1
0
1
.2

9
5
.1

9
3
.5

1
1
0
.0

1
0
0
.8

9
7
.9

1
0
7
.8

1
1
3
.3

1
1
6
.5

1
1
1
.7

1
1
3
.7

1
4
0
.0

1
2
0
.1

8
1
.2

7
0
.1

7
1
.1

8
4
.8

1
0
0
.9

1
3
5
.9

1
7
0
.5

1
3
6
.7

1
4
5
.9

1
9
3
.1

1
5
5
.7

1
7
6
.6

8
1
.1

8
3
.6

8
7
.0

9
6
.6

9
7
.3

9
4
.5

9
5
.9

1
0
0
.4

1
0
0
.5

1
0
2
.7

1
1
7
.0

1
7
3
.8

9
4
.7

9
5
.0

9
4
.8

9
6
.3

1
0
0
.6

1
0
0
.7

9
9
.0

9
8
.9

1
0
0
.7

1
0
3
.8

9
9
.4

9
9
.5

9
6
.5

9
5
.6

9
4
.8

9
6
.8

1
0
1
.6

1
0
1
.8

9
9
.9

9
9
.6

1
0
1
.1

1
0
3
.7

9
9
.8

1
0
2
.4

9
2
.4

9
3
.5

9
3
.4

9
6
.7

1
0
0
.4

1
0
1
.5

9
9
.0

9
7
.3

1
0
1
.2

1
0
3
.3

9
8
.2

9
7
.3

9
8
.8

1
0
0
.3

9
6
.4

9
7
.4

1
0
0
.3

1
0
2
.1

9
8
.8

9
9
.2

1
0
7
.2

1
1
2
.6

1
0
7
.6

1
0
3
.8

1
0
0
.5

9
8
.1

9
9
.7

9
9
.8

9
9
.5

9
5
.6

9
5
.1

8
9
.7

8
7
.5

8
8
.4

8
0
.9

7
6
.5

9
3
.6

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
9
6
.3

9
4
.3

9
2
.2

9
3
.1

1
0
1
.0

1
0
0
.8

9
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-
0
.2

 
-
3
.3

 
-
3
.4

 
-
2
.6

 
-
2
.3

 
-
2
.3

 
-
3
.4

 
-
0
.6

 
-
1
.7

 
2
.5

-
0
.4

 
1
.7

-
0
.1

 
0
.9

2
.2

1
.7

-
1
.2

 
-
2
.7

 
-
5
.7

 
-
4
.5

 
-
1
.4

 
-
2
.7

 
-
1
.3

 
-
1
.6

 
1
.4

0
.9

-
4
.6

 
-
3
.7

 
0
.4

-
0
.4

 
-
0
.6

 
-
0
.5

 
0
.1

-
0
.1

 
0
.0

-
0
.6

 
-
0
.3

 
0
.6

0
.5

-
0
.7

 
-
0
.2

 
-
0
.5

 
-
0
.8

 
-
0
.0

 
-
0
.4

 
-
0
.2

 
-
0
.8

 
-
0
.6

 
0
.6

0
.3

-
0
.9

 
-
2
.6

 
-
1
.8

 
2
.7

1
.0

2
.1

1
.8

0
.9

1
.5

0
.6

2
.1

0
.6

0
.1

-
0
.4

 
4
.6

1
.3

0
.5

1
.3

2
.6

0
.8

0
.8

3
.4

0
.5

-
1
.3

 
-
0
.6

 
2
.9

0
.3

-
0
.0

 
1
.1

1
.0

0
.8

-
0
.8

 
1
.4

1
.5

-
1
.4

 
-
0
.7

 
2
.4

0
.5

0
.5

0
.6

0
.4

-
0
.0

 
-
0
.4

 
1
.5

0
.7

0
.4

-
0
.5

 
0
.1

-
0
.1

 
0
.3

0
.7

-
0
.5

 
-
0
.2

 
0
.4

-
1
.0

 
-
1
.7

 
-
0
.3

 
0
.9

2
.5

1
.6

0
.2

1
.0

0
.1

0
.8

1
.4

1
.5

2
.6

-
0
.3

 
-
0
.4

 
2
.0

1
.4

1
.3

0
.3

0
.2

0
.8

1
.0

-
0
.3

 
0
.2

2
.3

1
1
.3

3
0
.2

-
5
.1

 
-
9
.2

 
8
.9

6
.0

-
1
.0

 
0
.2

2
5
.2

2
5
.9

-
1
.4

 
-
0
.5

 
4
9
.0

1
0
.5

1
.4

1
.4

2
.2

5
.9

1
6
.8

1
.3

5
.1

-
0
.3

 
-
0
.3

 
2
.1

1
.1

1
.1

0
.4

0
.2

0
.7

0
.8

0
.1

0
.7

1
.7

-
1
.2

 
2
.2

1
3
.4

1
9
.5

4
.2

-
5
.5

 
-
2
.5

 
6
.1

-
9
.1

 
0
.1

0
.2

0
.4

2
.3

2
.7

0
.3

-
0
.4

 
0
.4

2
.2

1
.8

-
0
.5

 
1
.1

-
0
.5

 
-
0
.5

 
2
.0

0
.6

0
.7

0
.2

0
.4

0
.6

0
.6

0
.2

0
.0

　
第

２
次

産
業

　
第

３
次

産
業

1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

1
8
．

輸
入

品
に

課
さ

れ
る

税
・
関

税
1
7
．

小
計

2
0
．

県
内

総
生

産

（
１

）
 住

宅
賃

貸
業

（
２

）
 そ

の
他

の
不

動
産

業
1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業

1
9
．

（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

　
第

１
次

産
業

９
．

情
報

通
信

業
（
１

）
 通

信
・
放

送
業

（
２

）
 情

報
サ

ー
ビ

ス
・
映

像
音

声
文

字
情

報
制

作
業

1
0
．

金
融

・
保

険
業

1
1
．

不
動

産
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

（
１

）
 卸

売
業

（
２

）
 小

売
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

（
1
5
）
 そ

の
他

の
製

造
業

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
（
１

）
 電

気
業

（
２

）
 ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

（
1
0
）
 電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス
（
1
1
）
 電

気
機

械
（
1
2
）
 情

報
・
通

信
機

器
（
1
3
）
 輸

送
用

機
械

（
1
4
）
 印

刷
業

（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品
（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属
（
８

）
 金

属
製

品
（
９

）
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

３
．

製
造

業
（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製

品
（
３

）
 パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品
（
４

）
 化

学

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

項
目

31



４
．

県
民

所
得

及
び

県
民

可
処

分
所

得
の

分
配

　
（
１

）
実

数
（
単

位
：
百

万
円

）
H

2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

R
2

R
3

R
4

（
2
0
1
1
）

（
2
0
1
2
）

（
2
0
1
3
）

（
2
0
1
4
）

（
2
0
1
5
）

（
2
0
1
6
）

（
2
0
1
7
）

（
2
0
1
8
）

（
2
0
1
9
）

（
2
0
2
0
）

（
2
0
2
1
）

（
2
0
2
2
）

1
,1

5
3
,8

1
7

1
,1

5
5
,3

5
6

1
,1

4
8
,1

0
9

1
,1

5
9
,2

2
4

1
,1

8
6
,9

6
1

1
,2

1
0
,2

2
6

1
,2

1
1
,0

4
4

1
,1

9
0
,6

7
3

1
,1

6
4
,7

9
2

1
,1

4
1
,8

6
7

1
,1

3
9
,4

7
5

1
,1

3
4
,6

2
3

9
5
8
,4

1
1

9
6
0
,3

4
9

9
5
2
,3

2
3

9
5
9
,3

4
4

9
8
3
,8

7
2

1
,0

0
3
,8

6
6

1
,0

0
3
,3

8
5

9
8
1
,2

4
7

9
5
4
,2

8
9

9
3
2
,2

3
4

9
2
7
,1

7
3

9
1
9
,8

2
3

1
9
5
,4

0
6

1
9
5
,0

0
7

1
9
5
,7

8
6

1
9
9
,8

8
0

2
0
3
,0

8
9

2
0
6
,3

6
0

2
0
7
,6

5
9

2
0
9
,4

2
6

2
1
0
,5

0
3

2
0
9
,6

3
3

2
1
2
,3

0
2

2
1
4
,8

0
0

1
7
6
,3

0
5

1
7
5
,2

0
8

1
7
4
,2

7
1

1
8
4
,3

9
7

1
8
3
,3

7
3

1
8
3
,5

2
8

1
8
6
,3

4
3

1
9
0
,7

8
5

1
8
8
,2

4
2

1
9
0
,3

4
3

1
9
2
,5

0
5

1
9
4
,5

6
7

1
9
,1

0
1

1
9
,7

9
9

2
1
,5

1
5

1
5
,4

8
3

1
9
,7

1
6

2
2
,8

3
2

2
1
,3

1
6

1
8
,6

4
1

2
2
,2

6
1

1
9
,2

9
0

1
9
,7

9
7

2
0
,2

3
3

1
1
5
,7

0
7

1
0
3
,5

9
3

1
0
7
,8

3
9

1
0
9
,5

9
0

1
1
8
,6

3
3

1
1
8
,0

3
1

1
2
7
,6

6
2

1
2
2
,0

2
1

1
2
3
,7

9
5

1
1
4
,3

3
7

1
3
2
,4

5
3

1
2
7
,6

1
2

1
2
9
,6

7
0

1
1
7
,2

5
5

1
2
0
,9

6
7

1
2
2
,5

8
5

1
2
8
,8

3
8

1
2
6
,4

3
7

1
3
4
,8

8
7

1
2
6
,6

0
3

1
2
7
,6

6
0

1
1
8
,7

2
9

1
3
6
,5

7
0

1
3
0
,4

6
3

1
3
,9

6
3

1
3
,6

6
2

1
3
,1

2
8

1
2
,9

9
5

1
0
,2

0
5

8
,4

0
6

7
,2

2
5

4
,5

8
2

3
,8

6
5

4
,3

9
2

4
,1

1
7

2
,8

5
1

-
3
,2

3
1
 

-
2
,9

6
6
 

-
2
8
4
 

1
,7

5
1

2
,6

0
1

2
,3

6
4

3
,1

5
7

5
,1

3
4

5
,6

4
0

3
,7

6
1

3
,3

9
1

4
,8

1
9

7
,9

6
5

7
,8

8
1

9
,7

3
4

9
,9

3
5

8
,6

1
0

6
,9

5
2

6
,8

9
9

6
,7

1
1

6
,7

0
2

5
,8

7
1

5
,9

1
5

6
,1

5
2

1
1
,1

9
6

1
0
,8

4
7

1
0
,0

1
8

8
,1

8
4

6
,0

0
9

4
,5

8
8

3
,7

4
2

1
,5

7
7

1
,0

6
2

2
,1

1
0

2
,5

2
4

1
,3

3
3

1
1
7
,2

6
7

1
0
4
,9

9
6

1
0
6
,5

1
1

1
0
6
,2

0
9

1
1
4
,4

0
8

1
1
3
,9

1
6

1
2
2
,5

2
6

1
1
4
,7

9
0

1
1
6
,2

8
1

1
0
8
,7

4
9

1
2
6
,8

7
9

1
2
0
,2

9
5

3
6
,6

3
5

1
8
,5

1
8

1
4
,8

4
5

9
,6

4
1

1
7
,7

3
7

1
9
,2

0
7

2
0
,9

5
5

2
2
,9

8
5

3
2
,8

9
6

2
8
,5

2
5

2
7
,4

2
0

2
9
,7

2
4

3
9
,1

9
6

2
1
,1

5
5

1
7
,7

7
8

1
4
,1

0
7

2
1
,5

7
6

2
2
,7

4
5

2
4
,1

8
7

2
5
,7

2
0

3
5
,3

6
1

3
0
,5

5
8

2
8
,7

6
4

3
0
,9

1
1

2
,5

6
1

2
,6

3
7

2
,9

3
3

4
,4

6
6

3
,8

3
9

3
,5

3
8

3
,2

3
2

2
,7

3
5

2
,4

6
5

2
,0

3
3

1
,3

4
4

1
,1

8
7

9
,1

0
8

1
4
,6

7
7

1
7
,0

6
0

2
2
,9

1
1

2
6
,9

1
3

2
1
,2

8
9

2
9
,4

0
3

1
8
,5

1
7

1
5
,4

6
1

1
7
,9

4
5

2
2
,9

5
8

2
0
,4

7
0

5
2
,8

2
0

5
5
,2

7
3

5
6
,4

9
1

5
4
,1

1
0

5
0
,6

4
6

4
6
,9

4
7

4
5
,9

4
7

4
5
,9

0
6

4
3
,1

2
9

4
0
,6

2
9

4
2
,9

3
4

4
3
,7

0
1

1
8
,7

0
4

1
6
,5

2
8

1
8
,1

1
5

1
9
,5

4
7

1
9
,1

1
2

2
6
,4

7
3

2
6
,2

2
1

2
7
,3

8
2

2
4
,7

9
5

2
1
,6

5
0

3
3
,5

6
7

2
6
,4

0
0

1
,6

7
1

1
,5

6
3

1
,6

1
2

1
,6

3
0

1
,6

2
4

1
,7

5
1

1
,9

7
9

2
,0

9
7

1
,8

7
4

1
,8

2
7

2
,1

8
3

2
,4

9
8

1
,8

7
7

1
,7

4
1

1
,7

8
9

1
,9

7
5

1
,9

8
1

2
,0

3
1

2
,2

3
0

2
,3

6
7

2
,2

1
2

2
,0

7
6

2
,4

3
2

2
,8

2
9

2
0
6

1
7
8

1
7
7

3
4
5

3
5
7

2
8
0

2
5
1

2
7
0

3
3
8

2
4
9

2
4
9

3
3
1

4
4
6
,0

4
1

4
4
9
,5

3
9

5
4
7
,4

5
9

5
3
1
,9

7
2

5
4
6
,0

8
8

5
4
6
,8

8
9

5
5
5
,8

3
5

5
5
5
,4

9
5

5
7
3
,2

2
4

4
5
5
,4

3
0

5
4
7
,9

5
9

5
6
4
,1

3
9

2
6
7
,3

0
7

2
7
2
,5

9
9

3
6
7
,1

2
3

3
5
5
,9

3
2

3
4
7
,2

9
3

3
6
1
,8

0
4

3
6
5
,6

1
2

3
7
4
,5

0
4

4
0
3
,7

7
4

2
8
9
,0

8
0

3
8
6
,1

2
0

4
0
6
,0

4
4

2
3
1
,0

1
0

2
3
6
,3

8
5

3
2
4
,9

6
5

3
2
7
,3

9
2

3
2
0
,3

5
9

3
3
6
,7

1
3

3
3
8
,2

7
4

3
3
1
,7

1
9

3
4
6
,8

9
5

2
3
8
,2

3
5

3
1
4
,2

5
2

3
3
9
,0

3
4

3
6
,2

9
7

3
6
,2

1
4

4
2
,1

5
8

2
8
,5

4
0

2
6
,9

3
4

2
5
,0

9
1

2
7
,3

3
8

4
2
,7

8
5

5
6
,8

7
9

5
0
,8

4
5

7
1
,8

6
8

6
7
,0

1
0

-
6
,8

9
2
 

-
7
,9

5
5
 

-
8
,9

7
1
 

-
5
,8

9
8
 

-
4
,4

0
1
 

-
9
,0

1
3
 

-
7
,3

5
5
 

-
6
,0

1
4
 

-
9
,8

0
3
 

-
1
1
,1

8
5
 

-
1
1
,2

5
3
 

-
8
3
0
 

-
1
4
,3

7
6
 

-
1
3
,1

7
8
 

-
1
3
,7

8
3
 

-
1
1
,3

2
4
 

-
8
,0

4
7
 

-
1
1
,2

7
8
 

-
9
,4

0
1
 

-
8
,0

9
2
 

-
1
2
,3

1
4
 

-
1
4
,4

0
5
 

-
1
5
,5

9
8
 

-
4
,6

1
7
 

7
,4

8
4

5
,2

2
3

4
,8

1
2

5
,4

2
6

3
,6

4
6

2
,2

6
5

2
,0

4
6

2
,0

7
8

2
,5

1
1

3
,2

2
0

4
,3

4
5

3
,7

8
7

1
8
5
,6

2
6

1
8
4
,8

9
5

1
8
9
,3

0
7

1
8
1
,9

3
8

2
0
3
,1

9
6

1
9
4
,0

9
8

1
9
7
,5

7
8

1
8
7
,0

0
5

1
7
9
,2

5
3

1
7
7
,5

3
5

1
7
3
,0

9
2

1
5
8
,9

2
5

2
3
,2

8
2

2
4
,9

4
4

2
2
,3

5
3

2
0
,2

2
9

2
9
,4

5
9

3
3
,7

8
2

3
7
,7

2
9

2
7
,3

4
3

2
7
,4

2
1

2
6
,5

4
2

2
7
,6

4
2

1
8
,2

6
6

6
4
,6

1
3

6
0
,2

1
9

6
8
,6

4
5

6
6
,2

8
4

7
9
,2

5
9

6
7
,6

3
6

6
9
,6

6
7

7
1
,8

4
7

6
4
,8

1
2

6
4
,1

4
9

6
4
,1

2
7

6
5
,3

9
0

9
7
,7

3
1

9
9
,7

3
2

9
8
,3

0
9

9
5
,4

2
5

9
4
,4

7
8

9
2
,6

8
0

9
0
,1

8
2

8
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で
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7
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0
3
,1

4
4

2
,3

1
4
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（
２

）
 在

庫
変

動
ａ
．

民
間

企
業

ｂ
．

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
４

．
財

貨
・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
（
純

）
・
統

計
上

の
不

突
合

・
開

差

２
．

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
３

．
県

内
総

資
本

形
成

（
１

）
 総

固
定

資
本

形
成

ａ
．

民
間

ｂ
．

公
的

ｊ．
教

育
サ

ー
ビ

ス
ｋ
．

外
食

・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
ｌ．

保
険

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
ｍ

．
個

別
ケ

ア
・
社

会
保

護
・
そ

の
他

（
２

）
 対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
最

終
消

費
支

出

項
目

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

（
１

）
 家

計
最

終
消

費
支

出
ａ
．

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
ｂ
．

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

ｈ
．

情
報

・
通

信
ｉ．

娯
楽

・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化

ｃ
．

被
服

・
履

物
ｄ
．

住
宅

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
ｅ
．

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
ｆ．

保
健

・
医

療
ｇ
．

交
通
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出
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4
.8
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.7

-
8
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1
.4

-
3
.9

 
（
ｃ
）
一

般
政
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等
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（
２
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庫
変

動
ａ
．

民
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企
業

ｂ
．

公
的

（
公

的
企

業
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一

般
政

府
）

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
４

．
財

貨
・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
（
純

）
・
統

計
上

の
不

突
合
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開

差

（
２

）
 対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
最

終
消

費
支

出
２

．
地

方
政

府
等
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終

消
費
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出

３
．

県
内

総
資

本
形

成
（
１
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固
定

資
本

形
成

ａ
．

民
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娯

楽
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ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
ｊ．
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サ
ー

ビ
ス

ｋ
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食
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宿

泊
サ
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ビ
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ｌ．

保
険
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金
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サ

ー
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ス
ｍ
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別
ケ

ア
・
社

会
保

護
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の
他

ｄ
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気
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ガ
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水
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家
具
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庭
用

機
器
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事
サ
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健
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ア
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ー

ル
飲
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た

ば
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ｃ
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被
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・
履

物
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1
0
5
.1

1
0
1
.0

9
7
.3

9
3
.0

1
0
4
.3

1
1
8
.6

1
0
0
.2

9
8
.8

1
0
1
.6

1
0
2
.0

9
8
.7

9
6
.5

9
9
.3

1
0
0
.4

9
8
.1

9
7
.0

1
0
7
.9

1
1
9
.5

1
2
1
.5

1
2
4
.6

1
3
8
.1

1
2
4
.3

9
4
.6

9
5
.4

1
0
7
.8

1
2
0
.7

1
1
1
.9

9
9
.1

1
3
6
.1

1
6
6
.8

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

9
7
.3

9
7
.0

9
6
.7

9
8
.8

9
9
.9

1
0
1
.0

1
0
1
.4

1
0
1
.6

1
0
2
.3

1
0
3
.1

1
0
3
.3

1
0
4
.0

（
２

）
 在

庫
変

動
ａ
．

民
間

企
業

ｂ
．

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
４

．
財

貨
・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
（
純

）
・
統

計
上

の
不

突
合

・
開

差

２
．

地
方

政
府

等
最

終
消

費
支

出
３

．
県

内
総

資
本

形
成

（
１

）
 総

固
定

資
本

形
成

ａ
．

民
間

ｂ
．

公
的

ｊ．
教

育
サ

ー
ビ

ス
ｋ
．

外
食

・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
ｌ．

保
険

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
ｍ

．
個

別
ケ

ア
・
社

会
保

護
・
そ

の
他

（
２

）
 対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
最

終
消

費
支

出

項
目

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

（
１

）
 家

計
最

終
消

費
支

出
ａ
．

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
ｂ
．

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

ｈ
．

情
報

・
通

信
ｉ．

娯
楽

・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化

ｃ
．

被
服

・
履

物
ｄ
．

住
宅

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
ｅ
．

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
ｆ．

保
健

・
医

療
ｇ
．

交
通
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７
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

、
デ

フ
レ

ー
タ

ー
：
連

鎖
方

式
）

　
（
２

）
対

前
年

度
増

加
率

（
単

位
：
％

）
H

2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

R
2

R
3

R
4

（
2
0
1
1
）

（
2
0
1
2
）

（
2
0
1
3
）

（
2
0
1
4
）

（
2
0
1
5
）

（
2
0
1
6
）

（
2
0
1
7
）

（
2
0
1
8
）

（
2
0
1
9
）

（
2
0
2
0
）

（
2
0
2
1
）

（
2
0
2
2
）

-
0
.8

 
0
.2

2
.3

0
.1

-
0
.1

 
0
.5

0
.5

0
.7

0
.1

1
.2

3
.2

-
0
.8

 
0
.2

2
.4

0
.1

-
0
.1

 
0
.5

0
.5

0
.7

0
.1

1
.2

3
.2

-
0
.6

 
0
.6

4
.4

2
.8

1
.6

1
.0

0
.4

0
.9

0
.4

0
.7

6
.1

-
0
.4

 
-
0
.4

 
3
.6

-
0
.3

 
1
.1

2
.0

2
.1

3
.1

3
.5

4
.9

3
.1

0
.1

0
.6

3
.1

1
.6

1
.4

0
.4

-
0
.2

 
0
.9

0
.7

0
.3

2
.2

-
0
.3

 
0
.0

0
.2

-
1
.2

 
-
1
.3

 
0
.1

0
.1

-
0
.1

 
-
0
.8

 
1
.6

1
.7

-
5
.6

 
-
2
.0

 
3
.1

0
.1

-
0
.3

 
-
0
.8

 
-
0
.8

 
2
.5

1
.6

0
.5

5
.7

-
0
.1

 
-
0
.1

 
0
.6

0
.1

-
0
.6

 
0
.0

-
0
.9

 
0
.3

-
0
.2

 
-
0
.5

 
-
1
.0

 
0
.1

1
.2

3
.5

-
3
.7

 
-
0
.9

 
2
.0

2
.6

0
.8

-
0
.7

 
4
.7

2
.2

-
3
.7

 
0
.2

1
.4

1
.0

-
2
.7

 
-
2
.0

 
-
2
.2

 
-
2
.3

 
0
.5

-
3
.8

 
3
.1

-
0
.4

 
0
.1

2
.8

0
.6

0
.8

0
.2

0
.8

1
.6

1
.4

1
.7

1
.9

-
1
.4

 
-
0
.2

 
1
.5

0
.5

-
0
.5

 
0
.5

0
.0

-
0
.5

 
0
.5

2
.1

1
.6

0
.2

-
0
.2

 
4
.2

1
.7

0
.8

0
.5

1
.2

1
.8

0
.4

1
.1

4
.7

-
2
.6

 
-
1
.0

 
0
.1

0
.5

0
.9

1
.7

2
.0

1
.2

-
2
.1

 
0
.5

5
.1

-
0
.5

 
0
.9

2
.9

0
.3

0
.0

0
.5

0
.6

1
.4

0
.9

1
.4

3
.2

-
1
.4

 
0
.0

1
.2

0
.2

-
0
.4

 
0
.7

0
.4

-
0
.2

 
-
0
.6

 
1
.6

2
.7

-
0
.8

 
-
0
.3

 
1
.8

-
0
.2

 
-
0
.4

 
0
.6

0
.2

0
.4

-
0
.9

 
1
.0

1
.4

-
0
.3

 
1
.3

2
.4

0
.3

-
0
.5

 
1
.3

1
.3

0
.9

0
.2

3
.4

4
.7

-
0
.3

 
1
.3

2
.5

0
.3

-
0
.5

 
1
.2

1
.3

1
.0

0
.1

3
.5

4
.5

-
0
.3

 
1
.1

1
.6

0
.4

-
0
.7

 
1
.0

1
.0

0
.5

-
0
.2

 
3
.7

4
.4

（
ａ
）
住

宅
-
0
.5

 
2
.3

3
.5

0
.1

-
0
.1

 
1
.8

1
.6

1
.6

0
.6

7
.6

5
.1

（
ｂ
）
企

業
設

備
-
0
.3

 
0
.8

1
.2

0
.4

-
0
.8

 
0
.8

0
.9

0
.3

-
0
.4

 
2
.7

4
.3

-
0
.2

 
1
.6

3
.7

0
.2

-
0
.3

 
1
.6

1
.8

1
.6

0
.4

3
.4

4
.7

（
ａ
）
住

宅
-
0
.5

 
2
.1

3
.7

-
0
.1

 
-
0
.3

 
1
.7

1
.8

2
.0

0
.5

5
.2

6
.0

（
ｂ
）
企

業
設

備
-
0
.4

 
1
.3

1
.8

0
.3

-
0
.6

 
1
.3

1
.6

0
.9

-
0
.1

 
3
.4

4
.4

（
ｃ
）
一

般
政

府
（
中

央
政

府
等

・
地

方
政

府
等

）
-
0
.1

 
1
.6

4
.0

0
.2

-
0
.2

 
1
.6

1
.8

1
.7

0
.5

3
.3

4
.7

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
-

-
0
.3

 
-
0
.3

 
2
.1

1
.1

1
.1

0
.4

0
.2

0
.7

0
.8

0
.1

0
.7

ｂ
．

公
的

（
２

）
 在

庫
変

動
ａ
．

民
間

企
業

ｂ
．

公
的

（
公

的
企

業
・
一

般
政

府
）

５
．

県
内

総
生

産
（
支

出
側

）
４

．
財

貨
・
サ

ー
ビ

ス
の

移
出

入
（
純

）
・
統

計
上

の
不

突
合

・
開

差

（
２

）
 対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
最

終
消

費
支

出
２

．
地

方
政

府
等

最
終

消
費

支
出

３
．

県
内

総
資

本
形

成
（
１

）
 総

固
定

資
本

形
成

ａ
．

民
間

ｉ．
娯

楽
・
ス

ポ
ー

ツ
・
文

化
ｊ．

教
育

サ
ー

ビ
ス

ｋ
．

外
食

・
宿

泊
サ

ー
ビ

ス
ｌ．

保
険

・
金

融
サ

ー
ビ

ス
ｍ

．
個

別
ケ

ア
・
社

会
保

護
・
そ

の
他

ｄ
．

住
宅

・
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
ｅ
．

家
具

・
家

庭
用

機
器

・
家

事
サ

ー
ビ

ス
ｆ．

保
健

・
医

療
ｇ
．

交
通

ｈ
．

情
報

・
通

信

１
．

民
間

最
終

消
費

支
出

（
１

）
 家

計
最

終
消

費
支

出
ａ
．

食
料

・
非

ア
ル

コ
ー

ル
ｂ
．

ア
ル

コ
ー

ル
飲

料
・
た

ば
こ

ｃ
．

被
服

・
履

物

項
目
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Ⅲ 付表 

 

１．経済活動別県内総生産及び要素所得 

 ２．経済活動別の就業者数及び雇用者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１
．

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

及
び

要
素

所
得

（
単

位
：
百

万
円

）

産
出

額
（
生

産
者

価
格

表
示

）
中

間
投

入
県

内
総

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）
固

定
資

本
減

耗
県

内
純

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

（
控

除
）
補

助
金

県
内

要
素

所
得

県
内

雇
用

者
報

酬
営

業
余

剰
・
混

合
所

得

①
②

③
=
①

-
②

④
⑤

=
③

-
④

⑥
⑦

=
⑤

-
⑥

⑧
⑨

=
⑦

-
⑧

1
6
8
,9

4
8

8
7
,8

7
9

8
1
,0

6
9

3
1
,0

8
2

4
9
,9

8
7

-
8
,5

2
9
 

5
8
,5

1
6

3
2
,7

7
1

2
5
,7

4
5

1
0
1
,9

0
0

4
9
,0

8
4

5
2
,8

1
6

1
9
,7

8
7

3
3
,0

2
9

-
8
,5

0
3
 

4
1
,5

3
2

1
6
,3

4
6

2
5
,1

8
6

1
6
,8

5
2

8
,7

5
5

8
,0

9
7

3
,3

9
2

4
,7

0
5

-
1
,7

0
9
 

6
,4

1
4

4
,7

4
6

1
,6

6
8

5
0
,1

9
6

3
0
,0

4
0

2
0
,1

5
6

7
,9

0
3

1
2
,2

5
3

1
,6

8
3

1
0
,5

7
0

1
1
,6

7
9

-
1
,1

0
9
 

2
1
,9

9
9

1
3
,3

2
2

8
,6

7
7

4
,5

6
8

4
,1

0
9

1
,1

3
0

2
,9

7
9

3
,8

7
3

-
8
9
4
 

4
6
0
,7

5
5

2
7
8
,7

9
4

1
8
1
,9

6
1

4
6
,9

1
0

1
3
5
,0

5
1

1
4
,3

8
1

1
2
0
,6

7
0

1
0
2
,8

1
3

1
7
,8

5
7

8
4
,4

6
7

4
9
,5

8
3

3
4
,8

8
4

1
2
,8

7
2

7
,2

9
4

5
,5

7
8

5
2
,7

9
2

2
5
,7

9
6

2
6
,9

9
6

8
,0

9
9

4
,2

5
5

3
,8

4
4

2
,1

2
2

1
,3

4
9

7
7
3

4
7
,4

7
9

2
5
,2

3
4

2
2
,2

4
5

4
4
,0

3
9

3
3
,8

3
9

1
0
,2

0
0

1
3
,0

2
4

7
,5

9
9

5
,4

2
5

7
5
,4

1
8

5
4
,6

9
5

2
0
,7

2
3

2
9
,1

3
0

1
2
,2

8
2

1
6
,8

4
8

8
,7

1
2

5
,1

5
5

3
,5

5
7

8
2
1

1
5
3

6
6
8

3
3
,7

8
8

2
4
,0

2
0

9
,7

6
8

4
7
,9

9
2

2
7
,5

4
0

2
0
,4

5
2

1
1
4
,8

7
4

5
5
,5

8
8

5
9
,2

8
6

2
3
,8

5
8

3
5
,4

2
8

5
,0

0
2

3
0
,4

2
6

2
0
,3

3
3

1
0
,0

9
3

3
0
6
,3

1
2

1
6
6
,7

6
8

1
3
9
,5

4
4

1
5
,8

0
3

1
2
3
,7

4
1

5
,9

2
5

1
1
7
,8

1
6

9
3
,5

8
0

2
4
,2

3
6

3
9
9
,8

7
0

1
3
6
,3

9
1

2
6
3
,4

7
9

2
7
,6

7
8

2
3
5
,8

0
1

1
7
,9

7
7

2
1
7
,8

2
4

1
5
5
,7

1
7

6
2
,1

0
7

1
9
6
,5

9
0

8
3
,0

5
8

1
1
3
,5

3
2

2
7
,4

4
0

8
6
,0

9
2

7
,3

5
0

7
8
,7

4
2

5
7
,9

1
3

2
0
,8

2
9

1
8
0
,2

6
3

1
0
2
,9

6
8

7
7
,2

9
5

1
2
,2

0
3

6
5
,0

9
2

4
,9

6
8

6
0
,1

2
4

3
7
,2

4
5

2
2
,8

7
9

1
3
6
,3

7
9

6
5
,6

5
5

7
0
,7

2
4

2
5
,2

3
6

4
5
,4

8
8

3
,8

1
5

4
1
,6

7
3

2
5
,2

9
7

1
6
,3

7
6

1
5
1
,5

8
4

5
0
,1

8
7

1
0
1
,3

9
7

1
0
,5

3
1

9
0
,8

6
6

-
1
,3

0
4
 

9
2
,1

7
0

3
4
,7

7
7

5
7
,3

9
3

3
0
8
,1

6
6

5
1
,0

3
6

2
5
7
,1

3
0

1
0
6
,2

0
0

1
5
0
,9

3
0

2
0
,0

1
0

1
3
0
,9

2
0

7
,7

2
2

1
2
3
,1

9
8

1
8
6
,3

7
9

5
7
,9

9
2

1
2
8
,3

8
7

2
0
,5

0
5

1
0
7
,8

8
2

6
,4

9
0

1
0
1
,3

9
2

5
1
,6

7
4

4
9
,7

1
8

2
4
0
,8

4
9

6
4
,7

7
5

1
7
6
,0

7
4

5
7
,0

7
6

1
1
8
,9

9
8

5
6
3

1
1
8
,4

3
5

1
1
8
,4

3
5

0
1
6
2
,1

5
0

2
0
,3

6
5

1
4
1
,7

8
5

3
0
,1

4
1

1
1
1
,6

4
4

4
6
6

1
1
1
,1

7
8

1
1
0
,7

5
8

4
2
0

4
6
7
,3

9
0

1
6
4
,2

2
4

3
0
3
,1

6
6

3
5
,3

5
8

2
6
7
,8

0
8

-
3
,4

7
6
 

2
7
1
,2

8
4

2
3
4
,6

1
6

3
6
,6

6
8

2
1
9
,3

6
1

9
0
,3

2
4

1
2
9
,0

3
7

2
7
,6

2
7

1
0
1
,4

1
0

1
0
,1

6
0

9
1
,2

5
0

6
2
,9

4
0

2
8
,3

1
0

3
,7

2
1
,8

6
9

1
,4

8
9
,3

2
6

2
,2

3
2
,5

4
3

5
0
2
,2

1
6

1
,7

3
0
,3

2
7
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．
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２
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３
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５
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６
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７
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８
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９
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対

家
計

民
間

非
営

利
団

体
　

小
計

令
和

元
（
2
0
1
9
）
年

度

小
計

合
計

（
再

掲
）

　
市

場
生

産
者

　
一

般
政

府

経
済

活
動

の
種

類

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業
（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製

品
（
３

）
 パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品
（
４

）
 化

学
（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品
（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属
（
８

）
 金

属
製

品
（
９

）
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

（
1
0
）
 電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス
（
1
1
）
 電

気
機

械
（
1
2
）
 情

報
・
通

信
機

器
（
1
3
）
 輸

送
用

機
械

（
1
4
）
 そ

の
他

の
製

造
業

1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

輸
入

品
に

課
さ

れ
る

税
・
関

税
（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

９
．

情
報

通
信

業
1
0
．

金
融

・
保

険
業

1
1
．

不
動

産
業

1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
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総
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び
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所
得
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位
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万
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出
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価
格

表
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産
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価
格
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定
資

本
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耗
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生
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産
者

価
格

表
示

）

生
産

・
輸

入
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れ
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要
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①
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⑦
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令
和

２
（
2
0
2
0
）
年

度 経
済

活
動

の
種

類

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業
（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製
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３

）
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ル
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・
紙

・
紙

加
工
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４
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学
（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品
（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属
（
８

）
 金

属
製

品
（
９

）
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

（
1
0
）
 電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス
（
1
1
）
 電

気
機

械
（
1
2
）
 情

報
・
通

信
機

器
（
1
3
）
 輸

送
用

機
械

（
1
4
）
 そ

の
他

の
製

造
業

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

輸
入

品
に

課
さ

れ
る

税
・
関

税
（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

合
計

（
再

掲
）

　
市

場
生

産
者

　
一

般
政

府
　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

　
小

計

９
．

情
報

通
信

業
1
0
．

金
融

・
保

険
業

1
1
．

不
動

産
業

1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

小
計

51



１
．

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

及
び

要
素

所
得

（
単

位
：
百

万
円

）

産
出

額
（
生

産
者

価
格

表
示

）
中

間
投

入
県

内
総

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）
固

定
資

本
減

耗
県

内
純

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

（
控

除
）
補

助
金

県
内

要
素

所
得

県
内

雇
用

者
報

酬
営

業
余

剰
・
混

合
所

得

①
②

③
=
①

-
②

④
⑤

=
③

-
④

⑥
⑦

=
⑤

-
⑥

⑧
⑨

=
⑦

-
⑧

1
8
0
,6

3
1

9
9
,9

7
0

8
0
,6

6
1

2
5
,9

3
6

5
4
,7

2
5

-
6
,3

3
2
 

6
1
,0

5
7

3
0
,1

1
8

3
0
,9

3
9

1
1
1
,1

6
6

5
6
,1

9
4

5
4
,9

7
2

1
6
,9

3
9

3
8
,0

3
3

-
8
,9

9
3
 

4
7
,0

2
6

1
6
,5

9
8

3
0
,4

2
8

1
9
,7

0
1

9
,7

2
9

9
,9

7
2

2
,5

3
5

7
,4

3
7

1
,0

9
5

6
,3

4
2

4
,3

0
7

2
,0

3
5

4
9
,7

6
4

3
4
,0

4
7

1
5
,7

1
7

6
,4

6
2

9
,2

5
5

1
,5

6
6

7
,6

8
9

9
,2

1
3

-
1
,5

2
4
 

2
3
,5

1
8

1
1
,7

1
0

1
1
,8

0
8

5
,2

5
5

6
,5

5
3

1
,6

7
7

4
,8

7
6

3
,4

7
1

1
,4

0
5

5
7
7
,8

9
0

3
6
6
,3

0
1

2
1
1
,5

8
9

5
4
,9

8
1

1
5
6
,6

0
8

2
2
,1

4
4

1
3
4
,4

6
4

9
3
,5

7
3

4
0
,8

9
1

1
0
3
,0

7
0

6
5
,8

3
3

3
7
,2

3
7

1
8
,2

0
5

1
1
,1

5
2

7
,0

5
3

6
6
,4

1
4

3
7
,7

5
2

2
8
,6

6
2

1
3
,1

7
0

8
,8

1
0

4
,3

6
0

×
×

×
5
7
,7

9
5

4
1
,3

8
3

1
6
,4

1
2

5
4
,2

7
8

3
6
,9

6
1

1
7
,3

1
7

2
1
,8

0
4

1
3
,2

4
1

8
,5

6
3

1
1
1
,4

4
6

6
6
,0

7
8

4
5
,3

6
8

6
,3

9
9

2
,5

6
6

3
,8

3
3

1
2
,8

1
4

8
,6

6
2

4
,1

5
2

×
×

×
3
7
,9

3
9

2
7
,6

6
2

1
0
,2

7
7

7
1
,3

6
0

4
4
,0

2
3

2
7
,3

3
7

1
6
1
,6

7
3

8
6
,6

1
2

7
5
,0

6
1

3
3
,7

0
8

4
1
,3

5
3

7
,2

3
4

3
4
,1

1
9

1
9
,8

1
6

1
4
,3

0
3

4
4
8
,2

9
6

2
3
9
,5

6
4

2
0
8
,7

3
2

2
5
,6

4
8

1
8
3
,0

8
4

1
6
,0

8
8

1
6
6
,9

9
6

9
4
,2

6
2

7
2
,7

3
4

4
2
5
,4

4
5

1
4
4
,7

3
7

2
8
0
,7

0
8

3
1
,7

3
6

2
4
8
,9

7
2

2
8
,0

4
3

2
2
0
,9

2
9

1
4
2
,7

4
9

7
8
,1

8
0

1
9
8
,2

6
7

8
3
,9

2
0

1
1
4
,3

4
7

3
1
,3

5
8

8
2
,9

8
9

1
1
,5

3
0

7
1
,4

5
9

5
9
,3

9
3

1
2
,0

6
6

1
2
6
,4

5
5

8
4
,7

9
6

4
1
,6

5
9

1
0
,2

1
9

3
1
,4

4
0

4
,4

0
9

2
7
,0

3
1

3
2
,3

6
7

-
5
,3

3
6
 

1
6
3
,7

0
1

9
0
,2

3
8

7
3
,4

6
3

2
5
,3

2
4

4
8
,1

3
9

6
,4

7
5

4
1
,6

6
4

2
0
,2

8
1

2
1
,3

8
3

1
4
5
,6

9
4

5
2
,9

0
8

9
2
,7

8
6

1
0
,5

0
8

8
2
,2

7
8

1
,1

6
1

8
1
,1

1
7

3
1
,6

3
0

4
9
,4

8
7

3
0
1
,1

3
6

5
2
,3

1
2

2
4
8
,8

2
4

1
1
2
,5

3
8

1
3
6
,2

8
6

2
0
,0

0
9

1
1
6
,2

7
7

6
,5

0
2

1
0
9
,7

7
5

2
1
3
,0

3
1

6
5
,5

0
9

1
4
7
,5

2
2

2
2
,3

6
4

1
2
5
,1

5
8

1
2
,6

8
9

1
1
2
,4

6
9

4
8
,4

7
0

6
3
,9

9
9

2
7
2
,1

3
7

8
6
,1

5
5

1
8
5
,9

8
2

7
0
,0

4
2

1
1
5
,9

4
0

5
5
8

1
1
5
,3

8
2

1
1
5
,3

8
2

0
1
5
0
,1

1
3

1
8
,9

2
7

1
3
1
,1

8
6

2
9
,3

0
7

1
0
1
,8

7
9

5
2
1

1
0
1
,3

5
8

1
0
2
,0

5
6

-
6
9
8
 

5
2
0
,9

7
1

1
7
7
,1

8
3

3
4
3
,7

8
8

3
7
,3

6
6

3
0
6
,4

2
2

-
3
,5

7
1
 

3
0
9
,9

9
3

2
6
9
,7

5
6

4
0
,2

3
7

1
8
7
,7

5
4

7
7
,3

1
7

1
1
0
,4

3
7

2
1
,4

0
2

8
9
,0

3
5

1
3
,1

6
3

7
5
,8

7
2

6
6
,6

5
8

9
,2

1
4

4
,0

9
6
,7

1
2

1
,7

3
8
,1

5
9

2
,3

5
8
,5

5
3

5
4
7
,6

9
2

1
,8

1
0
,8

6
1

1
3
5
,7

9
8

1
,6

7
5
,0

6
3

1
,1

3
6
,4

8
4

5
3
8
,5

7
9

4
8
,7

8
6

0
4
8
,7

8
6

0
4
8
,7

8
6

4
8
,7

8
6

0
0

0
2
8
,2

9
8

0
2
8
,2

9
8

0
2
8
,2

9
8

2
8
,2

9
8

0
0

0
4
,1

1
7
,2

0
0

1
,7

3
8
,1

5
9

2
,3

7
9
,0

4
1

5
4
7
,6

9
2

1
,8

3
1
,3

4
9

1
5
6
,2

8
6

1
,6

7
5
,0

6
3

1
,1

3
6
,4

8
4

5
3
8
,5

7
9

3
,5

1
8
,6

2
1

1
,5

8
3
,9

7
0

1
,9

3
4
,6

5
1

4
2
1
,7

4
7

1
,5

1
2
,9

0
4

1
3
3
,1

9
8

1
,3

7
9
,7

0
6

8
4
1
,1

2
7

5
3
8
,5

7
9

4
8
8
,2

1
1

1
3
0
,7

5
2

3
5
7
,4

5
9

1
1
7
,1

7
2

2
4
0
,2

8
7

1
,0

1
4

2
3
9
,2

7
3

2
3
9
,2

7
3

0
8
9
,8

8
0

2
3
,4

3
7

6
6
,4

4
3

8
,7

7
3

5
7
,6

7
0

1
,5

8
6

5
6
,0

8
4

5
6
,0

8
4

0
4
,0

9
6
,7

1
2

1
,7

3
8
,1

5
9

2
,3

5
8
,5

5
3

5
4
7
,6

9
2

1
,8

1
0
,8

6
1

1
3
5
,7

9
8

1
,6

7
5
,0

6
3

1
,1

3
6
,4

8
4

5
3
8
,5

7
9

輸
入

品
に

課
さ

れ
る

税
・
関

税
（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

合
計

（
再

掲
）

　
市

場
生

産
者

　
一

般
政

府
　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

　
小

計（
９

）
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

（
1
0
）
 電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス
（
1
1
）
 電

気
機

械
（
1
2
）
 情

報
・
通

信
機

器
（
1
3
）
 輸

送
用

機
械

（
1
4
）
 そ

の
他

の
製

造
業

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

1
1
．

不
動

産
業

1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

小
計

令
和

3
（
2
0
2
1
）
年

度 経
済

活
動

の
種

類

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業
（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製

品
（
３

）
 パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品
（
４

）
 化

学
（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品
（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属
（
８

）
 金

属
製

品

９
．

情
報

通
信

業
1
0
．

金
融

・
保

険
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

52



１
．

経
済

活
動

別
県

内
総

生
産

及
び

要
素

所
得

（
単

位
：
百

万
円

）
産

出
額

（
生

産
者

価
格

表
示

）
中

間
投

入
県

内
総

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）
固

定
資

本
減

耗
県

内
純

生
産

（
生

産
者

価
格

表
示

）

生
産

・
輸

入
品

に
課

さ
れ

る
税

（
控

除
）
補

助
金

県
内

要
素

所
得

県
内

雇
用

者
報

酬
営

業
余

剰
・
混

合
所

得

①
②

③
=
①

-
②

④
⑤

=
③

-
④

⑥
⑦

=
⑤

-
⑥

⑧
⑨

=
⑦

-
⑧

1
8
5
,1

9
8

9
9
,9

0
6

8
5
,2

9
2

2
6
,3

3
3

5
8
,9

5
9

-
3
,0

8
4
 

6
2
,0

4
3

3
8
,9

7
5

2
3
,0

6
8

1
1
1
,6

3
4

5
6
,4

4
0

5
5
,1

9
4

1
6
,8

5
9

3
8
,3

3
5

-
6
,1

5
9
 

4
4
,4

9
4

2
3
,0

4
8

2
1
,4

4
6

2
1
,0

5
5

1
0
,4

2
6

1
0
,6

2
9

2
,6

9
4

7
,9

3
5

1
,1

4
4

6
,7

9
1

4
,3

6
8

2
,4

2
3

5
2
,5

0
9

3
3
,0

4
0

1
9
,4

6
9

6
,7

8
0

1
2
,6

8
9

1
,9

3
1

1
0
,7

5
8

1
1
,5

5
9

-
8
0
1
 

2
3
,4

2
7

1
1
,7

7
3

1
1
,6

5
4

4
,1

7
7

7
,4

7
7

1
,4

8
4

5
,9

9
3

3
,7

2
1

2
,2

7
2

6
3
4
,7

4
2

3
9
8
,8

6
2

2
3
5
,8

8
0

5
8
,6

3
3

1
7
7
,2

4
7

2
4
,7

1
2

1
5
2
,5

3
5

9
5
,6

3
6

5
6
,8

9
9

1
1
9
,8

7
3

7
2
,1

2
4

4
7
,7

4
9

1
4
,5

5
6

8
,6

6
2

5
,8

9
4

6
5
,2

2
4

3
8
,7

7
6

2
6
,4

4
8

1
2
,0

5
9

7
,1

8
9

4
,8

7
0

×
×

×
7
0
,4

3
2

4
5
,4

1
2

2
5
,0

2
0

6
3
,7

4
6

4
8
,3

4
4

1
5
,4

0
2

2
0
,5

8
6

1
2
,8

5
0

7
,7

3
6

1
4
0
,8

1
7

8
0
,8

4
7

5
9
,9

7
0

8
,5

4
6

3
,1

4
6

5
,4

0
0

1
2
,7

3
9

8
,6

9
1

4
,0

4
8

×
×

×
2
8
,8

4
7

2
3
,1

8
7

5
,6

6
0

7
5
,1

4
2

4
7
,9

4
8

2
7
,1

9
4

1
6
1
,3

2
9

9
9
,6

2
8

6
1
,7

0
1

2
8
,5

1
6

3
3
,1

8
5

5
,6

1
3

2
7
,5

7
2

1
9
,8

7
1

7
,7

0
1

4
1
8
,1

0
0

2
3
5
,7

5
5

1
8
2
,3

4
5

2
4
,9

4
6

1
5
7
,3

9
9

1
3
,8

1
6

1
4
3
,5

8
3

8
8
,9

4
4

5
4
,6

3
9

4
4
4
,6

6
2

1
5
1
,9

8
4

2
9
2
,6

7
8

3
1
,5

8
1

2
6
1
,0

9
7

2
8
,5

1
3

2
3
2
,5

8
4

1
4
6
,4

9
6

8
6
,0

8
8

2
1
8
,4

9
1

1
0
1
,9

7
2

1
1
6
,5

1
9

3
3
,0

5
2

8
3
,4

6
7

1
1
,3

4
2

7
2
,1

2
5

5
7
,8

0
6

1
4
,3

1
9

1
5
0
,8

1
7

9
5
,3

2
8

5
5
,4

8
9

1
0
,4

8
6

4
5
,0

0
3

5
,5

2
2

3
9
,4

8
1

3
1
,8

5
8

7
,6

2
3

1
6
2
,3

0
0

9
1
,3

3
1

7
0
,9

6
9

2
6
,5

5
8

4
4
,4

1
1

6
,1

9
9

3
8
,2

1
2

2
0
,6

8
4

1
7
,5

2
8

1
4
9
,7

9
4

5
2
,7

6
9

9
7
,0

2
5

1
0
,3

9
1

8
6
,6

3
4

1
,4

6
7

8
5
,1

6
7

3
3
,2

0
7

5
1
,9

6
0

3
0
0
,6

4
8

5
5
,4

3
3

2
4
5
,2

1
5

1
1
8
,8

1
3

1
2
6
,4

0
2

1
9
,7

0
4

1
0
6
,6

9
8

7
,2

8
0

9
9
,4

1
8

2
1
9
,4

6
2

6
6
,9

2
6

1
5
2
,5

3
6

2
3
,4

4
9

1
2
9
,0

8
7

1
2
,8

9
6

1
1
6
,1

9
1

4
7
,1

9
7

6
8
,9

9
4

2
6
9
,6

2
4

8
2
,5

5
2

1
8
7
,0

7
2

7
1
,5

9
4

1
1
5
,4

7
8

5
4
6

1
1
4
,9

3
2

1
1
4
,9

3
2

0
1
4
9
,8

3
9

1
9
,5

0
7

1
3
0
,3

3
2

3
0
,2

1
5

1
0
0
,1

1
7

5
3
1

9
9
,5

8
6

1
0
0
,2

2
1

-
6
3
5
 

5
1
9
,5

1
3

1
7
8
,3

1
1

3
4
1
,2

0
2

3
7
,7

1
8

3
0
3
,4

8
4

-
1
,7

9
4
 

3
0
5
,2

7
8

2
6
0
,6

6
5

4
4
,6

1
3

1
9
5
,9

0
0

8
1
,3

4
4

1
1
4
,5

5
6

2
2
,5

3
4

9
2
,0

2
2

1
3
,6

5
8

7
8
,3

6
4

6
4
,0

7
1

1
4
,2

9
3

4
,2

0
3
,8

4
6

1
,8

2
3
,3

8
1

2
,3

8
0
,4

6
5

5
5
8
,9

9
6

1
,8

2
1
,4

6
9

1
4
1
,1

2
5

1
,6

8
0
,3

4
4

1
,1

3
1
,5

6
4

5
4
8
,7

8
0

6
3
,2

4
2

0
6
3
,2

4
2

0
6
3
,2

4
2

6
3
,2

4
2

0
0

0
3
6
,2

6
6

0
3
6
,2

6
6

0
3
6
,2

6
6

3
6
,2

6
6

0
0

0
4
,2

3
0
,8

2
2

1
,8

2
3
,3

8
1

2
,4

0
7
,4

4
1

5
5
8
,9

9
6

1
,8

4
8
,4

4
5

1
6
8
,1

0
1

1
,6

8
0
,3

4
4

1
,1

3
1
,5

6
4

5
4
8
,7

8
0

3
,6

2
2
,8

0
8

1
,6

6
8
,4

0
3

1
,9

5
4
,4

0
5

4
2
8
,8

9
5

1
,5

2
5
,5

1
0

1
3
8
,7

9
8

1
,3

8
6
,7

1
2

8
3
7
,9

3
2

5
4
8
,7

8
0

4
9
0
,1

0
6

1
3
0
,5

7
3

3
5
9
,5

3
3

1
2
1
,1

5
7

2
3
8
,3

7
6

9
6
5

2
3
7
,4

1
1

2
3
7
,4

1
1

0
9
0
,9

3
2

2
4
,4

0
5

6
6
,5

2
7

8
,9

4
4

5
7
,5

8
3

1
,3

6
2

5
6
,2

2
1

5
6
,2

2
1

0
4
,2

0
3
,8

4
6

1
,8

2
3
,3

8
1

2
,3

8
0
,4

6
5

5
5
8
,9

9
6

1
,8

2
1
,4

6
9

1
4
1
,1

2
5

1
,6

8
0
,3

4
4

1
,1

3
1
,5

6
4

5
4
8
,7

8
0

令
和

4
（
2
0
2
2
）
年

度 経
済

活
動

の
種

類

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業
（
１

）
 食

料
品

（
２

）
 繊

維
製

品
（
３

）
 パ

ル
プ

・
紙

・
紙

加
工

品
（
４

）
 化

学
（
５

）
 石

油
・
石

炭
製

品
（
６

）
 窯

業
・
土

石
製

品
（
７

）
 一

次
金

属
（
８

）
 金

属
製

品
（
９

）
 は

ん
用

・
生

産
用

・
業

務
用

機
械

（
1
0
）
 電

子
部

品
・
デ

バ
イ

ス
（
1
1
）
 電

気
機

械
（
1
2
）
 情

報
・
通

信
機

器
（
1
3
）
 輸

送
用

機
械

（
1
4
）
 そ

の
他

の
製

造
業

４
．

電
気

・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

輸
入

品
に

課
さ

れ
る

税
・
関

税
（
控

除
）
総

資
本

形
成

に
係

る
消

費
税

合
計

（
再

掲
）

　
市

場
生

産
者

　
一

般
政

府
　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体

　
小

計

９
．

情
報

通
信

業
1
0
．

金
融

・
保

険
業

1
1
．

不
動

産
業

1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

小
計

53



２
．

経
済

活
動

別
の

就
業

者
数

及
び

雇
用

者
数

○
就

業
者

数
（
就

業
地

・
県

内
ベ

ー
ス

）
（
単

位
：
人

）
H

2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
元

R
2

R
3

R
4

（
2
0
1
1
）

（
2
0
1
2
）

（
2
0
1
3
）

（
2
0
1
4
）

（
2
0
1
5
）

（
2
0
1
6
）

（
2
0
1
7
）

（
2
0
1
8
）

（
2
0
1
9
）

（
2
0
2
0
）

（
2
0
2
1
）

（
2
0
2
2
）

4
3
,9

6
6

4
3
,1

4
1

4
2
,3

1
2

4
1
,5

4
8

4
1
,1

3
7

4
0
,1

0
8

3
9
,1

2
8

3
8
,1

5
5

3
7
,1

5
3

3
6
,3

0
7

3
5
,4

8
6

3
4
,1

7
9

3
6
,8

5
7

3
6
,1

2
0

3
5
,4

0
7

3
4
,7

1
6

3
4
,3

4
3

3
3
,5

2
7

3
2
,7

4
8

3
1
,9

6
7

3
1
,1

5
0

3
0
,4

5
7

2
9
,7

8
2

2
8
,6

6
8

2
,5

5
8

2
,5

5
9

2
,5

5
8

2
,5

6
5

2
,5

8
8

2
,5

1
0

2
,4

2
9

2
,3

3
7

2
,2

5
6

2
,1

9
9

2
,1

4
3

2
,0

7
4

4
,5

5
1

4
,4

6
2

4
,3

4
7

4
,2

6
7

4
,2

0
6

4
,0

7
1

3
,9

5
1

3
,8

5
1

3
,7

4
7

3
,6

5
1

3
,5

6
1

3
,4

3
7

5
6
7

5
3
9

5
5
7

5
6
1

5
6
2

5
4
5

5
5
5

5
4
1

5
0
8

4
9
6

5
1
2

5
1
4

3
0
,9

2
2

3
1
,2

0
7

3
0
,4

9
9

2
9
,9

6
9

3
0
,2

0
8

3
0
,3

2
4

3
1
,4

2
1

3
1
,5

2
6

3
0
,6

5
0

2
9
,3

6
8

2
7
,8

8
0

2
7
,9

0
7

3
,5

9
9

3
,6

1
0

3
,6

2
5

3
,6

4
3

3
,6

6
7

3
,6

5
5

3
,6

5
7

3
,6

7
3

3
,7

0
2

3
,7

6
6

3
,8

7
5

3
,8

9
7

3
1
,5

0
4

2
9
,7

3
7

2
8
,4

3
0

2
8
,9

6
9

2
9
,5

0
6

2
9
,3

4
6

2
9
,2

5
9

2
9
,2

5
4

2
9
,3

3
2

2
9
,0

8
0

2
9
,0

1
5

2
8
,0

7
2

6
3
,4

1
6

6
2
,1

3
7

6
0
,8

4
1

5
9
,5

4
5

5
8
,2

6
0

5
7
,7

2
4

5
7
,2

3
0

5
6
,7

8
8

5
6
,4

6
8

5
6
,0

7
9

5
5
,2

8
1

5
5
,0

1
2

1
6
,3

2
2

1
5
,6

2
5

1
5
,6

3
7

1
5
,3

0
0

1
5
,7

3
4

1
5
,8

8
9

1
5
,9

2
5

1
6
,3

2
4

1
6
,4

3
8

1
5
,3

9
2

1
5
,7

0
4

1
4
,7

1
0

2
3
,2

5
3

2
2
,9

7
4

2
2
,4

7
9

2
2
,1

3
6

2
1
,8

8
7

2
3
,2

7
1

2
3
,7

3
0

2
3
,4

1
1

2
2
,8

9
9

2
1
,0

1
6

2
1
,5

0
2

2
2
,8

6
8

4
,2

2
8

4
,0

8
9

3
,9

5
8

3
,9

3
3

3
,9

5
2

3
,9

7
7

4
,0

1
4

4
,1

1
5

4
,1

4
1

4
,2

2
1

4
,3

8
9

4
,4

5
0

8
,0

4
6

8
,1

3
7

8
,2

3
7

8
,2

5
4

8
,0

3
0

7
,6

8
1

7
,5

5
8

7
,3

4
3

7
,2

8
3

7
,4

8
2

7
,8

0
7

7
,6

3
3

2
,6

0
6

2
,6

0
9

2
,6

1
8

2
,6

4
2

2
,6

6
9

2
,6

9
5

2
,7

5
4

2
,8

1
3

2
,8

8
9

2
,9

8
9

3
,1

1
5

3
,2

1
0

1
9
,7

5
6

1
9
,1

3
2

1
9
,8

2
2

1
9
,6

9
2

2
0
,1

0
1

2
0
,4

6
3

2
0
,5

7
5

1
9
,7

2
2

2
0
,7

1
1

2
1
,0

0
9

2
1
,4

9
5

2
0
,4

2
4

1
8
,7

9
9

1
8
,9

1
3

1
9
,0

3
5

1
9
,1

5
9

1
9
,2

8
4

1
9
,4

0
9

1
9
,5

4
1

1
9
,6

5
4

1
9
,7

6
5

1
9
,8

8
8

2
0
,0

1
0

2
0
,1

3
1

1
7
,1

7
8

1
6
,5

7
2

1
6
,7

8
6

1
6
,3

7
2

1
6
,3

0
4

1
6
,4

5
2

1
5
,7

7
6

1
5
,6

1
8

1
5
,7

8
0

1
6
,2

2
4

1
6
,4

6
5

1
6
,0

4
5

5
7
,6

7
1

6
1
,1

6
0

6
1
,3

6
1

6
2
,2

4
3

6
2
,0

7
9

6
2
,9

7
1

6
3
,7

8
4

6
3
,9

1
9

6
4
,3

3
6

6
5
,6

1
7

6
7
,7

2
7

6
7
,8

5
8

2
7
,5

2
9

2
6
,5

8
7

2
5
,9

0
5

2
5
,4

8
2

2
5
,6

6
5

2
6
,7

8
5

2
7
,3

1
1

2
8
,3

9
7

2
8
,3

5
6

2
6
,4

9
1

2
7
,9

2
7

2
6
,4

4
1

3
1
2
,3

1
6

3
0
8
,1

9
7

3
0
3
,3

5
3

3
0
0
,3

0
3

2
9
9
,8

7
3

3
0
1
,4

9
3

3
0
2
,1

7
5

3
0
0
,5

3
7

2
9
8
,7

1
8

2
9
2
,3

8
4

2
9
3
,7

3
5

2
8
9
,1

4
7

3
9
,9

6
2

3
9
,8

2
5

3
9
,9

4
0

3
9
,7

4
7

3
9
,9

1
9

4
0
,2

4
4

4
0
,0

6
9

4
0
,1

4
5

4
0
,4

6
3

4
0
,9

8
6

4
1
,4

4
2

4
1
,2

7
5

1
7
,0

8
4

1
8
,1

4
7

1
8
,8

0
9

1
9
,3

9
8

1
9
,2

5
3

1
9
,5

5
8

1
9
,9

7
4

2
0
,5

7
1

2
1
,2

3
0

2
2
,0

5
5

2
3
,0

1
3

2
2
,9

2
9

3
6
9
,3

6
2

3
6
6
,1

6
9

3
6
2
,1

0
2

3
5
9
,4

4
8

3
5
9
,0

4
5

3
6
1
,2

9
5

3
6
2
,2

1
8

3
6
1
,2

5
3

3
6
0
,4

1
1

3
5
5
,4

2
5

3
5
8
,1

9
0

3
5
3
,3

5
1

（
参

考
）

3
7
0
,6

1
4

3
6
7
,7

4
3

3
6
4
,0

6
3

3
6
1
,8

4
4

3
6
1
,7

3
7

3
6
4
,0

3
6

3
6
4
,7

6
0

3
6
3
,3

0
0

3
6
1
,6

3
8

3
5
5
,3

3
9

3
5
7
,3

7
3

3
5
2
,2

8
6

（
注

）
２

つ
以

上
の

仕
事

に
従

事
し

、
か

つ
事

業
所

も
異

な
る

場
合

は
、

そ
れ

ぞ
れ

１
人

と
数

え
る

た
め

、
１

人
の

仕
事

を
主

な
も

の
１

つ
に

限
っ

て
い

る
国

勢
調

査
の

数
値

と
は

一
致

し
な

い
。

（
再

掲
）

　
市

場
生

産
者

　
一

般
政

府
　

対
家

計
民

間
非

営
利

団
体 合
計

項
目

１
．

農
林

水
産

業
（
１

）
 農

業
（
２

）
 林

業
（
３

）
 水

産
業

２
．

鉱
業

３
．

製
造

業
４

．
電

気
・
ガ

ス
・
水

道
・
廃

棄
物

処
理

業
５

．
建

設
業

６
．

卸
売

・
小

売
業

７
．

運
輸

・
郵

便
業

８
．

宿
泊

・
飲

食
サ

ー
ビ

ス
業

９
．

情
報

通
信

業
1
0
．

金
融

・
保

険
業

1
1
．

不
動

産
業

1
2
．

専
門

・
科

学
技

術
、

業
務

支
援

サ
ー

ビ
ス

業
1
3
．

公
務

1
4
．

教
育

1
5
．

保
健

衛
生

・
社

会
事

業
1
6
．

そ
の

他
の

サ
ー

ビ
ス

常
住

地
・
県

民
ベ

ー
ス
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Ⅳ 関連指標等 

 

１．関連指標 

２．中間投入率 

 ３．主要な経済指標（対前年・前年度比） 

４．令和４年度の主な出来事 
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（単位：％）

区分

項目　　／　  年度 H30 R元 R2 R3 R4 H30 R元 R2 R3 R4

農業産出額※ -2.4 -1.8 0.5 -1.1 1.8 -1.9 -4.5 -0.4 -4.0 0.3 生産農業所得統計

林業産出額※ 3.2 -0.9 -2.9 13.0 6.2 -10.5 -1.9 -9.6 28.0 16.2 林業産出額

漁業産出額※
（海面漁業、海面養殖業）

-2.3 -5.2 -10.5 3.7 14.7 4.6 -6.0 -14.2 11.7 5.6 漁業産出額

出来高ベース工事高 0.2 1.0 1.8 3.5 4.4 14.1 9.0 -9.2 14.4 -24.6 建設総合統計年度報

公共工事請負額
（前払金保証対象工事）

1.1 6.8 2.3 -8.6 -0.4 -3.6 17.0 -3.7 3.4 -10.5
公共工事動向
西日本建設業保証（株）

新設住宅着工戸数 0.7 -7.3 -8.1 6.6 -0.6 3.7 -4.1 5.5 -14.8 -7.5 建築着工統計調査報告

乗用車新規登録台数
（新車)

0.3 -4.4 -7.5 -10.1 4.2 -0.6 -2.4 -7.7 -14.2 3.6
（一社）日本自動車販売協会連合会HP・
（一社）全国軽自動車協会連合会HP・四
国運輸局HP

鉱工業生産指数※
（原指数)

1.1 -3.0 -10.4 5.6 -0.1 -1.1 -3.7 -6.3 -1.1 -1.0
鉱工業指数・高知県鉱工業生産指数年報
（平成27年基準）

製造品出荷額等（４人以上、た
だしR3からは1人以上）※

4.0 -2.8 -6.4 9.3 9.6 2.3 -1.5 -6.6 9.9 7.6
工業統計調査、経済センサス、経済構造
実態調査(R3から)

国内企業物価指数 2.2 0.1 -1.4 7.1 9.5 - - - - -
企業物価指数
（2020年基準）

消費者物価指数（総合） 0.7 0.5 -0.2 0.1 3.2 0.3 0.4 -0.1 -0.2 2.5
消費者物価指数（県に関しては高知市の
数値）
（2020年基準）

賃金指数（現金給与総額）
（名目、５人以上）※

1.4 -0.4 -1.2 0.3 2.0 -10.9 1.4 -1.0 -1.9 0.9
毎月勤労統計調査
 (令和２年基準)

所定外労働時間
（５人以上）※

-1.5 -1.9 -13.2 5.1 4.6 -11.0 1.9 -8.8 -15.2 -5.2
毎月勤労統計調査
 (令和２年基準）

有効求人倍率
（パート含む）

1.62 1.55 1.10 1.16 1.31 1.27 1.27 0.99 1.11 1.21 一般職業紹介状況

消費支出（名目）
（二人以上の世帯）※

1.5 2.1 -5.3 0.4 4.2 8.5 -2.1 -10.6 3.9 1.4 家計調査（県に関しては高知市の数値）

百貨店・スーパー販売額 -0.4 -1.0 1.5 1.9 4.5 -0.3 -1.0 4.5 0.0 1.2 商業動態統計 数値表・参考表

（注） １．数値は対前年度増加率（有効求人倍率は実数）

２．※は暦年

３．有効求人倍率＝有効求人数／有効求職者数（パートを含む）

３．主要な経済指標（対前年・前年度比）

国 県
資料出所
（備考）
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参考：高知新聞等　　太字は県内の出来事　細字は全国等の動き

年 月 出　　　　　　　来　　　　　　　事

4 4
県の2022年度一般会計当初予算は４年連続で前年度比プラスとなる4.0％増の4,821億円。新型コロナウイルス対応
の費用が積み上がり、2007年度以降で最大規模。公共事業や政策的事業は前年度を上回る水準を確保して「積極
型」を継続

県内市町村の2022年度一般会計当初予算は前年度比2.0％増の4,593億円。２年ぶりに増加に転じ、過去最大を更
新。新型コロナウイルス対策やふるさと納税関連事業費が増加

成人年齢が20歳から18歳に引き下げ

嶺北で義務教育学校２校が誕生。大豊町では、町内に１校ずつあった小中学校を統合した義務教育学校「町立大豊
学園」が開校。大川村では、小中一貫校、大川小中学校から移行した義務教育学校「村立大川小中学校」が開校

高知県の人口が67万人台になり、大正時代と同じ水準

須崎市に野外体験施設「ロゴスパーク　シーサイド高知須崎」オープン

県はコメットハンターの関勉さんを名誉県民とすることを決定

5 沖縄県が日本復帰から50年

6 室戸市で市立室戸診療所が開所

ヤ・シィパークがオープン20周年

7 土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線が開業20周年

台風４号の影響で線状降水帯が発生し、県内で初めて「顕著な大雨に関する気象情報」が発表

安倍晋三元首相が街頭演説中に銃撃され死亡

浦戸大橋が開通50年

プロ野球阪神タイガースが、安芸市からの春季キャンプ完全撤退を発表

まんが甲子園が３年ぶりに実地開催。新型コロナウイルスの影響で、2020年は中止、2021年はオンライン開催

香美市土佐山田町繁藤地区で発生した土砂崩れ「繁藤災害」から50年

8 よさこい祭りは「よさこい鳴子踊り特別演舞」として開催。新型コロナウイルスの影響で、2020年・2021年は中止

9 台風14号により、暴風被害が相次ぐ。農業や水産業施設にも被害

県内の新型コロナウイルス累計感染者数が10万人超

10
政府による全国旅行支援が開始。高知県では、対象地域を従来の中四国から全国に拡大した「高知観光トク割キャ
ンペーン」を開始

政府が水際対策を緩和。入国者数上限を撤廃し、訪日観光客の個人旅行を解禁

東京外国為替市場の円相場が一時、１ドル＝150円台まで下落。150円台は1990年８月以来、32年ぶり

足摺海底館が登録有形文化財に指定。海中展望塔の登録は全国初

12 高知市で観測史上１位となる14センチメートルの積雪を記録

5 2 高知龍馬マラソンが３年ぶりに開催。新型コロナウイルスの影響で、2020年・2021年は中止

3 観光博覧会「牧野博士の新休日～らんまんの舞台・高知～」が開幕

高知県を訪れた県外観光客数は前年比38.7％増の370万7,000人。県外観光客の総消費額は38.1％増の966億3,400万
円

全国の合計特殊出生率は1.26（前年比0.04ポイント減）。高知県は1.36（前年比0.09ポイント減）

賃金動向調査によると、平均の賃上げ率は2.35％で、前年より0.55ポイント上昇。新型コロナウイルス禍から回復し
た企業で最高益が相次ぎ、賃上げが広がった

地域別最低賃金は全国平均時給が961円。高知県は前年度より33円引き上げ853円

高知ファイティングドッグスが、四国アイランドリーグplusの2022年シーズンで13年ぶりに総合優勝

ロシアのウクライナ侵攻や円安の進行により、電気代や生活必需品など幅広く物価が上昇

４．令和４（2022）年度の主な出来事

通
年
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第３章 解説 

 

１．県民経済計算の諸概念と相互関連（令和４年度） 

２．県民経済計算の概念及び内容 

３．県民経済計算の推計方法 

４．経済活動別分類と日本標準産業分類の対応表 



１．県民経済計算の諸概念と相互関連　（令和4年度）
単位：百万円

2,407,441

生
補助金  　　生産・輸入品に課される税（控除）補助金
25,318

産

面

生産・輸入品に課される税（控除）補助金

分

域外からの要素所得（純）
配 146,030

面 財産
所得

127,612

支

出

統計上の不突合

-200,294

面

域外からの要素所得（純）
146,030

2,553,471

県民総所得
（県内総生産(支出側)＋域外からの要素所得(純)）

県民総所得
（市場価格表示）

（市場価格表示） 1,611,074 687,583 780,304

移出入(純)

-471,226

（支出側） 民間最終消費支出 地方政府等最終消費支出 県内総資本形成

（要素費用表示） 1,134,623 564,139

2,407,441
県内総生産

1,826,374
県民所得の
分　　　　配 県民雇用者報酬 企業所得

（要素費用表示） 1,131,564 548,780

1,826,374

県民純生産
（県内純生産＋域外からの要素所得(純)）

県民純生産
（要素費用表示） 

（市場価格表示） 1,680,344

168,101

1,680,344

県内純生産 県内雇用者報酬 営業余剰・混合所得

生産･輸入品
に課される税

193,419

1,848,445

県内純生産 県内純生産（要素費用表示）

168,101

（市場価格表示） 1,823,381

2,407,441

県内総生産 県内純生産（要素費用表示）
（市場価格表示） 1,680,344 固定資本減耗

558,996

4,230,822

県内産出額 県内総生産（付加価値） 中間投入額（原材料費等）
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２．県民経済計算の概念及び内容 

 県民経済計算の目的  

県民経済計算は、県内及び県民の経済活動について、その経済循環の流れに沿って総合的・体系

的に把握し、県経済の実態を明らかにしようとするもので、総合的な経済指標として行財政や経済

政策に利用することを目的としています。 
併せて、国経済における県経済の位置を明らかにするとともに、各都道府県経済との相互比較を

可能にすることにより、地域の経済分析や政策立案の基礎資料などに利用しようとするものです。 
 
 県民経済計算の概念  

県民経済計算は、国民経済計算（※注）に準拠した「県民経済計算標準方式」に基づき作成した

もので、県を一つの経済的な地域区分として、年度単位（１年間）の経済活動の成果を、生産、分

配、支出の三面に分けて把握し、それら三面の成果を整合させて作成する統計システムです。 
（※注） 
  国民経済計算は、2008 年に国連によって勧告された国際基準（2008SNA:System of National 

Accounts）に基づき、一国全体の経済状況について、生産、分配、支出及び資本蓄積といった

フロー面や資産、負債といったストック面から整合的、体系的に記録しています。この国民経

済計算から得られるデータのうち、GDP（国内総生産）や経済成長率などは経済指標として特

に注目されています。 
 
県民経済計算は、県内の経済活動により生み出された「付加価値」について、産業間で比較でき

る唯一の統計です。作成にあたっては、経済センサスや工業統計をはじめとする各種統計や国から

提供される資料、そして、県内事業所に対する照会資料などを用いて作成しています。 
なお、これらの作成に必要な各種統計等の資料は、推計の対象となる年度の約１年後に提供され

ることや、資料の提供後、推計作業に約１年を要することから、県民経済計算の公表時点では約２

年前の結果となっていることに注意が必要となります。 
また、公表等されている過去の統計データが修正されたときや県民経済計算標準方式が改められ

たときなどは、推計しているすべての年度において再計算するため、推移を見る場合などには、過

去の年度分も含めて最新の県民経済計算の結果を利用する必要があります。 
 

（１）構成概念（生産、分配、支出） 
県民経済計算は、生産、分配、支出の三面で構成しており、生産は、生産された財貨・サービ

スから原材料等を除いた、その年度に新たに生み出された付加価値を表し、分配は、この付加価

値が賃金等の所得としてどのように分配されたかを表しています。支出は、その分配された所得

がどのように使われたかを表します。 
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

（生産） 
 

（分配） 
 

（支出） 

原材料等       
      

付加価値 

 

  賃金 
等 

 

  消費 
等 

企業所得 資本形成 
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（２）県内概念と県民概念 
県経済の把握においては、県内で活動する経済主体に着目した「県内概念（属地主義）」と県

内の居住者に着目した「県民概念（属人主義）」があります。 
生産では県内で行われた生産活動を把握し、支出では県内の生産活動で生産された財貨・サー

ビスに対する支出活動を把握するため、生産と支出は県内概念となります。これに対し分配は、

県内居住者の所得を把握し、この所得には、県内だけでなく県外からの所得も含むため県民概念

となります。 
なお、県内居住者とは個人だけでなく、法人企業や国の出先機関などの政府機関（地方自治体

を含む）なども含みます。 
 

県内概念（属地主義）           県民概念（属人主義） 

       
 

（３）特殊な概念（帰属計算） 
県民経済計算には「帰属計算」といわれる特殊な概念があります。これは、財貨・サービスの

提供あるいは受取にあたり、実際にはその対価の受払が行われなかったにもかかわらず、あたか

も行われたかのようにみなす取引計算のことをいいます。主なものとしては、農家における農作

物の自家消費や持ち家の帰属家賃があります。 
なお、国民経済計算も同様の取り扱いをしています。 

 
（４）取引主体の分類（経済活動別分類、制度部門別分類） 

 県民経済計算では、推計の対象となる取引主体の分類について、財貨・サービスの流れに視点

を置いた「経済活動別分類」と資金の流れに視点を置いた「制度部門別分類」の２種類がありま

す。 
経済活動別分類は、生産活動の過程を把握するための分類で生産の推計で使用しています。 
制度部門別分類は、所得の受取と消費、資産の運用などを把握するための分類で分配、支出の

推計で使用しています。 
   なお、経済活動別分類（例示）と制度部門別分類は次のとおりです。 
 
     （経済活動別分類）              （制度部門別分類） 
     ①農林水産業                 ①非金融法人企業 
     ②鉱業                    ②金融機関 
       …                    ③一般政府 
     ⑮保健衛生・社会事業             ④家計(個人企業を含む) 
     ⑯その他のサービス              ⑤対家計民間非営利団体 
 
 
 
 

62



 県民経済計算の基本勘定・主要系列の概念及び内容  

Ⅰ 基本勘定 

１ 統合勘定 

本県の経済全体を１つの経済単位としてみた場合に、いくつかの側面でどのようなバランス関係

が成立しているかを複式簿記の勘定の形で表したものです。 

統合勘定は、「生産側と支出側（県内総生産）」、「県民可処分所得と消費・貯蓄」及び「県外取引

の受取と支払」の各側面について、３つの勘定で表しています。 

 

（１）県内総生産勘定（生産側及び支出側） 

この勘定は、県内における経済活動を総括する県内総生産を生産側と支出側から表したものです。 
 勘定の上段（借方）は、県内経済活動における付加価値総額を市場価格によって評価した｢県内

総生産（生産側）｣であり、下段（貸方）は、県内生産物に対する支出の総額を市場価格によって

評価した｢県内総生産（支出側）｣です。 
 なお、県内総生産の生産側と支出側の総額は、概念上一致すべきものですが、実際には、推計に

使用する統計資料や推計方法が異なるため、推計値に差が生じることがあります。この差を｢統計

上の不突合｣として支出側の推計項目に計上することで、生産側と支出側の整合を取っています。 
 

（２）県民可処分所得と使用勘定 

この勘定は、制度部門別所得支出勘定を合計することにより統合した勘定です。 
統合により、県内における制度部門間の移転所得（財産所得、その他の経常移転）の受取と支払

は相殺されます。 
勘定の下段（貸方）は、県内で生み出された付加価値から得られる「雇用者報酬（県内活動によ

る）」、「営業余剰・混合所得」、「生産・輸入品に課される税（地方政府）」及び「（控除）補助金（地

方政府）」と県外から得られる「県外からの雇用者報酬（純）」、「域外からの財産所得（純）」及び

「域外からの経常移転（純）」で構成しており、この合計は、県民全体で処分が可能な所得である

ことから県民可処分所得と名付けられています。 
勘定の上段（借方）の県民可処分所得の使用は、「民間最終消費支出」、「地方政府等最終消費支

出」及び「県民貯蓄」で構成しています。 
 

（３）域外勘定 

この勘定は、県全体の域外取引を計上しています。国民経済計算では、経常取引、資本取引及び

金融取引に区分されていますが、県民経済計算では経常取引のみ計上しています。 
項目は、物や運輸・通信・保険などのサービスの売買からなる「財貨・サービスの移出入（純）」、

労働の対価として支払われる「雇用者報酬」、利子や配当金などからなる「財産所得」、年金や健康

保険等の社会保障や損害保険など対価の受領を伴わない経常的な受払からなる「経常移転」、「生

産・輸入品に課される税（中央政府）」及び「（控除）補助金（中央政府）」の受払で構成され、上

段（借方）には調整項目として「経常収支（域外）」を設けています。 
域外勘定は、域外から見た視点で構成された勘定であるため、本県の受取から支払を差し引いた

「財貨・サービスの移出入（純）」は支払項目に計上していることに注意が必要です。 
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２ 制度部門別所得支出勘定 

この勘定は、非金融法人企業、金融機関、一般政府（地方政府等）、家計（個人企業を含む）、対

家計民間非営利団体の５つの制度部門別に作成しています。域内外から生産の対価として受け取っ

た所得等が、どのように再分配（所得移転）されたかを把握し、そして、最終的に再分配後の所得

が最終消費と貯蓄にどのように割り当てられたかを表しています。 
 勘定の下段（貸方）の受取には、県民雇用者報酬、営業余剰・混合所得、財産所得及び経常移転

を計上し、上段（借方）の支払には、最終消費支出、財産所得、経常移転及び調整項目として貯蓄

を計上しています。 
 
 

Ⅱ 主要系列表 

勘定は、複式簿記の原則に従うため、同じ計数が２度出てきます。その重複を除き基本的な部分

を取り出して編集し、時系列の一覧表にしたものが主要系列表です。 

 

１ 経済活動別県内総生産（名目、実質、デフレーター） 

経済活動別県内総生産とは、県内事業所の生産活動によって生み出された付加価値を、経済活動

別に示したものです。これは、県内の生産活動に対して各経済活動部門がどの程度寄与したかを表

すもので、産出額から中間投入を控除したものです。 
経済活動別県内総生産は、名目値に加え、物価変動を除いた実質値も表示しています。実質化は、

前年を基準年とした値を関連付けて積み重ねていく連鎖方式により推計しています。 
 
（１）生産の範囲 

ここでいう生産とは、農業、製造業などの物的な生産だけでなく、金融・保険業、不動産業、公 
務などのサービス生産も含まれます。また、農家の自家消費に充てられた生産物や、所有者自身が

使用する住居（持ち家）など、貨幣と交換されない生産物やサービスも含みます。 
総生産は、県内概念によって捉えられたもので、県内で生産された付加価値であれば、他県の県

民に対する所得として分配されるものも含みます。 
 

（２）推計の単位 

生産活動を把握するための推計単位は、原則として事業所としています。事業所とは、「物の生

産又はサービスの提供が業として行われている個々の物理的場所」であり、一区画を占めて経済活

動を行っている場所を指します。経済活動の行われる場所は一定していることが一般的ですが、特

定の事業所を持たない場合（個人タクシーや農家･漁家など）は、便宜上、その事業主の住居を事

業所とみなします。 
また、１事業所で２業種以上の事業を兼ねて営んでいる場合は、過去１年間の総収入が最も多い

業種によって産業を決定します。１事業所で一貫して作業を行っており、生産過程が分離できない

ような場合は、その事業所にとって最大の比重を占める産業に一括して含めることとしています。 
事業所は、市場生産者、非市場生産者（一般政府、対家計民間非営利団体）に区分し推計してい

ます。 
 
ア 経済活動別分類 

各産業の留意すべき点については、次のとおりです。 
（ア）農業 

産出額は、生産活動を把握するため、自家消費のための生産も含みます。 
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（イ）水産業 

生産の把握は、当該漁業の事業所主義により、水揚げ地主義は採っていません。 

（ウ）建設業 

       生産の把握は、当該建設活動が行われる場所に着目した施工地主義により、事業所主

義は採っていません。 
（エ）電気・ガス・水道・廃棄物処理業 

この産業には政府による下水道事業、廃棄物処理事業を含みます。 
       液化石油ガス（LP ガス）の製造は、製造業に分類します。 

（オ）卸売・小売業 

       卸売・小売業の産出額は、商品の流通に伴って付加された利益（商業マージン＝売上

高－仕入額）を計上します。 
（カ）金融・保険業 

       金融業の産出額は、金融仲介にかかるサービスの産出額をFISIM（間接的に計測され

る金融仲介サービス）の概念により推計します。このFISIMの導入に伴い、財産所得で

の受取・支払利子について、FISIM分の調整を行っています。 

（キ）不動産業 

       住宅賃貸業は、住宅の使用によって生じるサービス、家計の使用するすべての住宅及

び併用住宅の居住部分の粗賃貸料に相当し、持ち家についても賃貸活動を行っているも

のとみなし、家賃相当額を計上します。これを帰属家賃といいます。 
     （ク）専門・科学技術、業務支援サービス業 

広告業、物品賃貸サ－ビス業、その他の対事業所サービス業等からなります。 

     （ケ）保健衛生・社会事業 

       医療･保健、介護等からなります。 
     （コ）その他のサービス 

       自動車整備・機械修理業、娯楽業、洗濯・理容・美容・浴場業等からなります。 
 
イ 一般政府 

    一般政府が行う経済活動は、国家の安全や秩序の維持、経済・社会福祉の増進のためのサー

ビスで、一般政府以外によっては効率的に供給されない性格のものです｡ 
       一般政府は、国出先機関、県、市町村のほか、社会保障基金や独立行政法人の一部なども含

みます。 
    産出額は、生産のコスト面から捉え、「雇用者報酬＋中間投入＋固定資本減耗＋生産・輸入品

に課される税」で推計し、営業余剰は存在しません。 
    経済活動別分類では、公務はすべて一般政府であるほか、教育、保健衛生・社会事業等に含

まれています。 
 
   ウ 対家計民間非営利団体 

    対家計民間非営利団体とは、個人の自発的な意志に基づく団体として組織され、その活動は、

利益の追求を目的とせず他の方法では効率的に提供できない社会的、公共的サービスを家計に

提供するものです。具体的には、私立学校、労働組合、政党、宗教団体などが該当します。 
    産出額は、一般政府と同様に生産のコスト面から捉えます。 
    教育、保健衛生・社会事業等に含まれています。 
 

（３）輸入品に課される税・関税 

生産・輸入品に課される税の一種で、関税や輸入品商品税、輸入品に係る消費税からなり、輸入

した事業所の所在県に計上します。 
経済活動別に分割することは推計上困難なため、この項目で一括計上しています。 
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（４）総資本形成に係る消費税（控除） 

課税業者の投資に係る消費税分は、他の仕入れに係る消費税とともに、当該事業者が消費税を納

入する時点で納税額から控除できますが、この控除分を経済活動別に分割することは推計上困難な

ため、この項目で一括計上したうえで、控除しています。 

 

２ 県民所得及び県民可処分所得の分配 

県民所得及び県民可処分所得の分配は、制度部門別所得支出勘定の該当項目を組替え、統合する

ことによって捉えています。 
 

（１）雇用者報酬 

雇用者報酬とは、生産活動から発生した付加価値のうち、労働を提供した雇用者への分配額を指

し、県外との受払を調整した県民概念で計上しています。 
雇用者報酬は、現金給与や現物給与等からなる｢賃金・俸給｣と社会保障基金や年金基金への雇主

の負担額等からなる｢雇主の社会負担｣で構成しています。 
なお、ここでいう雇用者とは、県内に居住し、市場生産者・非市場生産者を問わずあらゆる生産

活動に従事する就業者のうち、個人事業主と無給の家族従業者を除くすべての者であり、法人企業

の役員、特別職の公務員、議員等も含みます。 
 

（２）財産所得（非企業部門） 

財産所得とは、金融資産や土地等を提供する見返りとして受け取る所得のことで、｢利子｣、｢法

人企業の分配所得｣、｢その他の投資所得｣、｢賃貸料｣に分類しています。これらは発生主義で捉え、

利子、賃貸料については支払義務発生時点、配当についても配当金の公告あるいは利潤獲得時では

なく、支払義務の発生時点で計上しています。 
 

（３）企業所得 

企業所得は、営業余剰・混合所得に財産所得の受払の差額（純財産所得）を加えたもので、民間

法人企業、公的企業、個人企業ごとに表示しています。 

 

ア 民間法人企業 

非金融法人企業部門と金融機関部門の民間分からなり、法人企業の分配所得受払後の所得に

より計上します。 

 

イ 公的企業 

非金融法人企業部門と金融機関部門のうち、政府により所有又は支配されている企業の所得

で、日本銀行や国の財政投融資特別会計、地方の多くの公営事業会計等が該当します。 

 

ウ 個人企業 

個人が企業の主体となり、家族の労働等を使って企業を運営して得た所得です。所得のうち

財産所得の受取利子などについては、家計との分割が難しいことから、家計の財産所得に計上

します。 

   また、支払財産所得のうち賃貸料は全額個人企業に、利子については、消費者負債利子は家

計、その他の利子は個人企業に計上します。 
 
（４）県民所得（要素費用表示） 

（１）雇用者報酬、（２）財産所得、（３）企業所得の合計額であり「県民純生産（要素費用表示）

＝県民所得」として計上します。 
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（５）生産・輸入品に課される税（控除）補助金（地方政府） 

 

ア 生産・輸入品に課される税 

原則として、①財貨･サービスの生産、販売、購入又は使用に関して生産者に課される租税

で、②税法上、損金算入が認められ、③その負担が最終購入者へ転嫁されるものです。 
（例）消費税、関税、酒税、不動産取得税、固定資産税、企業の支払う自動車税など 

    

イ 補助金 

一般的に、①一般政府から市場生産者に対して交付され、②市場生産者の経常費用を賄うた

めに交付されるもので、③財貨･サービスの市場価格を低下させると考えられるもの、という

３つの条件を満たす経常交付金です。公的企業の営業損失を補填する一般政府からの繰入れも

補助金に含まれます。 
（例）価格調整費、利子補給金、試験研究費補助金、産業振興費など 

   生産・輸入品に課される税と反対の効果があるため、控除項目として扱います。 
 
（６）県民所得（第１次所得バランス） 

 （４）県民所得（要素費用表示）に、（５）生産・輸入品に課される税（控除）補助金（地方政

府）を加えたものです。 

  
（７）経常移転の受取（純） 

  財産所得以外の経常移転で、｢所得・富等に課される経常税｣、「純社会負担｣、「現物社会移転以

外の社会給付」と｢その他の経常移転｣からなります。 
  
（８）県民可処分所得 

（６）県民所得（第１次所得バランス）に、（７）経常移転の受取（純）を加算したものです。 
制度部門別所得支出勘定では、受取った所得の総額から支払った経常移転（財産所得、所得・富

等に課される経常税、純社会負担、現物社会移転以外の社会給付、その他の経常移転）を控除した

もので、消費と貯蓄の合計に等しくなります。 
 

３ 県内総生産（支出側）（名目､実質､デフレーター） 

県内総生産（支出側）は、市場価格で表示される県内総生産（生産側）に等しくなります。 
県内概念に基づき、財貨・サービスの処分に対応する支出の状況を最終消費支出、県内総資本形

成（投資）、財貨・サービスの移出入という需要項目ごとに把握し、これに統計上の不突合を加え

ることによって県内総生産（支出側）を計上します。これに域外からの受払後の所得を加算した県

民総所得を参考として表示しています。 
この県内総生産（支出側）は、名目値だけでなく、物価変動を除いた実質値も表示しています。 
実質化は、前年を基準年とした値を関連付けて積み重ねていく連鎖方式により推計しています。 
 

（１）民間最終消費支出 

民間最終消費支出は、家計最終消費支出と対家計民間非営利団体最終消費支出の合計です。 
 

ア 家計最終消費支出 

家計（個人企業を除く）が行う新たな財貨・サービスの取得に対する支出です。 
  現金支出のほか、農家における農作物の自家消費、持ち家の帰属家賃等も含まれます。 

一方、家計が行う住宅の購入は、持ち家サービスを産出する生産者としての家計部門の支出

であり、総資本形成に記録され、最終消費支出には含まれません。 
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また、個人税及び税外負担は経常的な収入から充てられる支払（経常移転）として、最終消

費支出から除かれています。仕送り金、贈与金、労働組合費など、家計間及び家計から対家計

民間非営利団体への移転も家計最終消費支出とはみなしません。 
 
イ 対家計民間非営利団体最終消費支出 

対家計民間非営利団体の産出額（雇用者報酬＋中間投入＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課

される税）から、家計に販売した額（財貨・サービスの販売、例えば、私立学校の学費収入）

と自己勘定による総固定資本形成（研究開発）を控除したものです。 
 
（２）地方政府等最終消費支出 

  一般政府の産出額（雇用者報酬＋中間投入＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課される税）から、

他部門に販売した額（財貨・サービスの販売、例えば、公立学校の授業料）と自己勘定による総固

定資本形成（研究開発）を控除したものに、現物社会移転（市場産出の購入）（社会保障による医

療費、介護費の給付等）を加えたものです。 
 
（３）県内総資本形成 

 民間法人企業、公的企業、一般政府、対家計民間非営利団体及び家計（個人企業）の生産者とし

ての支出（購入及び自己生産物の使用）のうち、中間消費とならないもので、総固定資本形成と在

庫変動からなります。 
 
  ア 総固定資本形成 

生産者による固定資産の取得から処分を控除したものに、非生産資産の価値を増大させるよ

うな支出を加えたもので、対象となる固定資産は形態別に大きく、①住宅、②その他の建物・

構築物、③機械・設備、④育成生物資源（種畜、乳牛、果樹等）、⑤知的財産生産物（研究開

発、コンピュータ・ソフトウェア）からなり、国民経済計算で対象となっている「防衛装備品」

は、基礎データの制約等から、県別には実際の推計は困難であるため推計していません。 
 

イ 在庫変動 

企業及び一般政府が所有する原材料、仕掛品、製品及び流通品の棚卸資産のある一定期間に

おける物量的増減を、その時点の市場価格で評価したものです。 
 
（４）財貨・サービスの移出入（純）、統計上の不突合 

 
ア 財貨･サービスの移出入（純） 

県内居住者と非居住者の間の財貨及びサービスの取引です。 
移入には県内居住者による県外での財貨・サービスの直接購入を、移出には非居住者の県内

での直接購入を含みます。ただし、労働や資産に対して支払われる雇用者報酬や財産所得など

は含みません。 
 

  イ 統計上の不突合 

県内総生産の生産側と支出側の総額は概念上一致すべきものですが、推計に使用する統計資

料や推計方法が異なるため、推計値に差が生じることがあります。この差を「統計上の不突合」

として支出側に計上し、生産側と支出側の整合を取っています。 
 

（５）域外からの要素所得（純） 

県民所得から県内純生産（要素費用表示）を差し引いて求めます。域外との所得の受払いには雇

用者報酬、財産所得を含みます。 

68



３．県民経済計算の推計方法

第１．経済活動別県内総生産

項　目 推　計　方　法 基　礎　資　料

１．農林水産業

＜産出額＞

（１）農業 生産農業所得統計（農林水産省）

　　ア．農業 米麦生産業＋その他の耕種農業＋畜産業の各産出額＋R&D＋SW 内閣府資料

　　イ．農業サービス業 全国値×従業者数の対全国比 経済センサス（総務省）

（２）林業 ア＋イ＋R&D 内閣府資料

　　ア．育林業 県産業連関表の育林の生産額×（民有林の林野面積／全林野面積） 高知県産業連関表（県統計分析課）

　　イ．素材生産業 木材生産の産出額×（民有林の林野面積／全林野面積）＋特用林産物 農林業センサス（農林水産省）

生産額＋狩猟業の産出額（捕獲数×単価） 林業産出額（農林水産省）

県林業環境政策課資料

県鳥獣対策課資料

（３）水産業 漁業産出額（農林水産省）

　　ア．海面漁業、海面養殖業 各産出額＋R&D 県水産政策課資料

　　イ．内水面漁業、内水面養殖業 各産出額 県水産業振興課資料

 内閣府資料

＜中間投入額＞

（３）水産業 漁業経営調査（農林水産省）

　　ア．海面漁業、海面養殖業 産出額×中間投入比率＋政府手数料＋FISIM消費額 漁業センサス（農林水産省）

＊中間投入比率＝（漁船・漁具費＋油費＋えさ代＋種苗代＋核代＋販売 内閣府資料

　　　　　　　　　手数料＋その他）／漁労収入

　上記以外 産出額×国の中間投入比率（国の中間投入額／国の産出額） 内閣府資料

２．鉱業

＜産出額＞ 県用地対策課資料

（１）採石・砂利採取業 生産数量×単価＋R&D 県技術管理課資料

砕石等動態統計調査（経済産業省）

採石業者の業務の状況に関する報告書

の集計結果（資源エネルギー庁）

産業連関表（総務省）

企業物価指数（日本銀行）

内閣府資料

（２）その他の鉱業 生産金額×補正率＋R&D 経済センサス（総務省）

＊補正率＝鉱工業生産指数の伸び率×企業物価指数の伸び率 鉱工業生産指数（県統計分析課）

企業物価指数（日本銀行）

内閣府資料

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

３．製造業

＜産出額＞ （販売電力収入を除く製造品出荷額等－転売商品の仕入額＋在庫純増） 工業統計（総務省・経済産業省）

×年度転換比率＋R&D＋SW 経済センサス（総務省・経済産業省）

経済構造実態調査（経済産業省）

製造業部門別投入・産出物価指数（日本銀行）

鉱工業生産指数（県統計分析課）

内閣府資料

＜中間投入額＞ （原材料使用額等－発電用燃料費－製造等に関連した外注費－転売商品 工業統計（総務省・経済産業省）

の仕入額）×年度転換比率＋政府手数料＋間接費＋FISIM消費額 経済センサス（総務省・経済産業省）

経済構造実態調査（経済産業省）

製造業部門別投入・産出物価指数（日本銀行）

鉱工業生産指数（県統計分析課）

内閣府資料

４．電気･ガス･水道・廃棄物処理業 ※非市場生産者分は「17．非市場生産者（政府）」を参照

＜産出額＞

（１）電気業 ア＋イ 内閣府資料

　　ア．発電部門 全国値×発電金額の対全国比 電力会社決算資料

　　イ．送配電部門 全国値×消費電力金額の対全国比 電力調査統計（資源エネルギー庁）

（２）ガス業 ガス供給業者の営業収益×ガス販売量の自県分割合＋R&D＋SW 照会資料

内閣府資料

（３）水道業 営業収益－受託工事収益－受水費＋SW 公営企業決算書

市町村行財政の状況（県市町村振興課）

内閣府資料

総生産額＝産出額（企業内研究開発（以下、R&D）、自社開発ソフトウェア（以下、SW）を含む）－中間投入額（FISIM消費額、政府手数料を含む）
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項　目 推　計　方　法 基　礎　資　料

（４）廃棄物処理業 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 内閣府資料

経済センサス（総務省）

第３次産業活動指数（経済産業省）

毎月勤労統計（厚生労働省）

＜中間投入額＞

（１）電気業～（３）水道業 産出額×中間投入比率（決算書の該当項目／営業収益）＋FISIM消費額 電力会社等決算資料

内閣府資料

（４）廃棄物処理業 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

５．建設業

＜産出額＞ ア＋イ＋ウ＋R&D＋SW 内閣府資料

　ア．民間建築工事・土木工事 全国値×出来高ベース工事高の対全国比 建設投資見通し（国土交通省）

　イ．公共建築工事・土木工事 決算書等から普通建設事業費等を集計し、出来高ベース工事高に占める 建設総合統計（国土交通省）

土木分、建築分の比率により按分 国、県、市町村の決算書

　ウ．補修工事 建築工事・土木工事の産出額×建設補修率 公的企業の決算書

　＊建設補修率＝県産業連関表の建設補修／（建設－建設補修） 高知県産業連関表（県統計分析課）

建設工事施工統計調査（国土交通省）

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

６．卸売・小売業

＜産出額＞

（１）卸売業 ＜ベンチマーク年＞ 内閣府資料

（２）小売業 全国値×年間販売額等の対全国比 商業統計（経済産業省）

　＊年間販売額等＝（年間販売額－本支店間移動－製造業の販売事業所 商業動態統計（経済産業省）

　　　　　　　　　　分）×マージン率＋その他の収入額 法人企業統計（財務省）

　　　　　　　　　　　※製造業の販売事業所分は卸売業のみ

＜ベンチマーク年以外＞

商業動態統計の商業販売額の伸び率を用いてベンチマーク値を補外推計

＜中間投入額＞ ＜産業連関表作成対象年＞ 高知県産業連関表（県統計分析課）

産出額×県産業連関表の中間投入比率 内閣府資料

＜産業連関表作成対象年以外＞

産出額×県産業連関表の中間投入比率×国の中間投入比率の対産業連関

表作成対象年比

７．運輸業・郵便業 ※非市場生産者分は「17．非市場生産者（政府）」を参照

＜産出額＞

（１）鉄道業 鉄軌道業の営業収益＋R&D＋SW 照会資料

四国運輸局業務要覧

内閣府資料

（２）道路運送業 四国運輸局業務要覧

　　ア．道路旅客業 道路旅客業の営業収益＋SW 内閣府資料

　　イ．道路貨物輸送業 全国値×年度転換比率×輸送トン数の対全国比 第３次産業活動指数（経済産業省）

自動車輸送統計年報（国土交通省）

（３）水運業 内閣府資料

　　ア．外洋輸送業 全国値×年度転換比率×外国貿易貨物量（輸出）の対全国比 第３次産業活動指数（経済産業省）

　　イ．沿海・内水面輸送業 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 港湾統計（国土交通省）

　　ウ．港湾運送業 全国値×年度転換比率×海上出入貨物量（輸移出＋輸移入）の対全国比 経済センサス（総務省）

毎月勤労統計（厚生労働省）

（４）航空運輸業 内閣府資料

　　ア．国内線 全国値×年度転換比率×人キロの対全国比 第３次産業活動指数（経済産業省）

　　イ．国際線 全国値×年度転換比率×乗客数の対全国比 航空輸送統計（国土交通省）

暦年・年度別空港管理状況調書（国土交通省）

（５）その他の運輸業 内閣府資料

　　ア．貨物運送取扱業 （３）イ．沿海・内水面輸送業と同様 第３次産業活動指数（経済産業省）

　　イ．倉庫業 全国値×年度転換比率×普通倉庫の年度平均月末在庫量の対全国比 経済センサス（総務省）

　　ウ．こん包業 （３）イ．沿海・内水面輸送業と同様 毎月勤労統計（厚生労働省）

　　エ．道路輸送施設提供業 倉庫統計季報（国土交通省）

　　（ア）高速自動車道 料金収入×道路延長キロの自県分割合＋SW （独）日本高速道路保有・債務返済機構HP

　　（イ）地方公共団体有料道路 決算書から積上げ 西日本高速道路（株）HP

　　（ウ）路外駐車場 全国値×年度転換比率×駐車可能台数の対全国比 県道路公社決算書

　　オ．水運施設管理・その他の （３）イ．沿海・内水面輸送業と同様 自動車駐車場年報（国土交通省）

　　　　水運附帯サービス業

　　カ．航空施設管理・その他の 全国値×年度転換比率×（４）航空運輸業の産出額の対全国比

　　　　航空附帯サービス業
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　　キ．旅行･その他の運輸附帯

　　　　サービス業

　　（ア）プラットフォーマーへの （３）イ．沿海・内水面輸送業と同様

　　　　　支払（仲介手数料）以外

　　（イ）プラットフォーマーへの 「11．不動産業」を参照

　　　　　支払（仲介手数料）

（６）郵便業 全国値×年度転換比率×従業者数の対全国比 内閣府資料

第３次産業活動指数（経済産業省）

経済センサス（総務省）

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

８．宿泊・飲食サービス業

＜産出額＞

（１）飲食サービス業 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 内閣府資料

第３次産業活動指数（経済産業省）

経済センサス（総務省）

毎月勤労統計（厚生労働省）

（２）旅館・その他の宿泊所 ＜経済センサス調査年＞ 内閣府資料

（１）飲食サービス業と同様 第３次産業活動指数（経済産業省）

＜調査年以外＞ 経済センサス（総務省）

全国値（調査年産出額×補正率）×年度転換比率×（従業者数×１人当 毎月勤労統計（厚生労働省）

たり現金給与）の対全国比 県外観光客入込・動態調査（県観光政策課）

　＊補正率＝（宿泊客１人当たり宿泊費等×宿泊施設宿泊者数）の対調 共通基準による観光入込客統計（観光庁）

　　　　　　　査年比

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

９．情報通信業

＜産出額＞

（１）電信・電話業 内閣府資料

　　ア．通信業 全国値×年度転換比率×電話発信回数の対全国比 第３次産業活動指数（経済産業省）

　　イ．電気通信に附帯するサービス業 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 経済センサス（総務省）

　　ウ．インターネット附随サービス業 イ．電気通信に附帯するサービス業と同様 毎月勤労統計（厚生労働省）

（２）放送業 ア＋イ＋ウ＋SW 照会資料

　　ア．公共放送業 受信料収入＋交付金収入 内閣府資料

　　イ．民間放送業 放送収入＋制作収入＋番組販売収入－代理店手数料

　　ウ．有線放送業 放送収入＋施設使用料収入

（３）情報サービス業 （１）イ．電気通信に附帯するサービス業と同様

（４）映像・音声・文字情報制作業 （１）イ．電気通信に附帯するサービス業と同様

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

10．金融・保険業

＜産出額＞

（１）金融業 ア＋イ＋ウ＋R&D＋SW 内閣府資料

　　ア．日本銀行 全国値（市場産出分）×従業者数の対全国比 経済センサス（総務省）

　　イ．預金取扱機関 預金・貸出関連統計（日本銀行）

　　　　（民間・公的別に推計） 全国信用金庫概況（信金中央金庫）

　　（ア）FISIM産出額 借り手側FISIM産出額(全国値×貸出金残高の対全国比)＋貸し手側FISIM 農林中央金庫HP

産出額(全国値×預金残高の対全国比) 農林金融（農林中金総合研究所）

　　（イ）受取手数料 全国値×（貸出金残高＋預金残高）の対全国比 ゆうちょ銀行HP

　　ウ．その他の金融機関 全国値×従業者数の対全国比 地方公共団体向け財政融資関連統計（財務省）

　 日本政策金融公庫HP

（２）保険業 ア＋イ＋ウ＋R&D＋SW 内閣府資料

　　ア．生命保険 全国値×保有契約金額の対全国比 生命保険事業概況（生命保険協会）

　　　　（民間・公的別に推計） 照会資料

　　イ．年金基金 全国値×加入者数等の対全国比 全労済HP

　　　　（民間・公的別に推計） 厚生年金保険・国民年金事業年報（厚生労働省）

　　ウ．非生命保険 国民年金基金連合会HP

　　（ア）非生命保険 受取保険料＋財産運用純益－支払保険金－準備金純増額 勤労者退職金共済機構HP

　　　　（民間・公的別に推計） 　＊各計数は全国値を按分（保険料又は保険金の対全国比）するか、 国勢調査（総務省）

    又は決算書から積上げ 損害保険料算出機構HP

　　（イ）定型保証 県信用保証協会産出額（経常支出のうち業務費）＋住宅ローン保証機関 高知県農業共済組合HP

産出額（全国値×住宅・土地に係る負債額の対全国比） 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

高知県信用保証協会HP

全国家計構造調査（総務省）

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料
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11．不動産業

＜産出額＞

（１）住宅賃貸業 家賃（１㎡当たり平均家賃×住宅総床面積－民泊分）＋民泊総産出額の 住宅・土地統計調査（総務省）

うち「住宅宿泊サービス支払額」＋SW 建築着工統計調査（国土交通省）

　＊住宅宿泊サービス支払額＝民泊総産出額×0.9 建築物滅失統計調査（国土交通省）

　＊民泊仲介業者（プラットフォーマー）への支払額（仲介手数料）＝ 消費者物価指数（総務省）

　 　　民泊総産出額×0.1 内閣府資料

観光庁資料

（２）不動産仲介業 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 内閣府資料

（３）不動産賃貸業 （２）不動産仲介業と同様 第３次産業活動指数（経済産業省）

経済センサス（総務省）

毎月勤労統計（厚生労働省）

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

12．専門・科学技術、業務支援 ※非市場生産者分は「17．非市場生産者（政府）」及び「18．非市場生

　サービス業 　産者（非営利）」を参照

＜産出額＞

（１）研究開発サービス 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 内閣府資料

（２）広告業 （１）研究開発サービスと同様 第３次産業活動指数（経済産業省）

（３）物品賃貸サービス業 （１）研究開発サービスと同様 経済センサス（総務省）

（４）その他の対事業所サービス業 （１）研究開発サービスと同様 毎月勤労統計（厚生労働省）

（５）獣医業 全国値×獣医師数の対全国比 内閣府資料

獣医師の届出状況（農林水産省）

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

13．公務 「17．非市場生産者（政府）」を参照

14．教育 ※非市場生産者分は「17．非市場生産者（政府）」及び「18．非市場生

　産者（非営利）」を参照

＜産出額＞ 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 内閣府資料

第３次産業活動指数（経済産業省）

経済センサス（総務省）

毎月勤労統計（厚生労働省）

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

15．保健衛生・社会事業 ※非市場生産者分は「17．非市場生産者（政府）」及び「18．非市場生

　産者（非営利）」を参照

＜産出額＞

（１）医療・保健 国民医療費（厚生労働省）

　　ア．医療業 保険適用となる傷病治療費（公費負担分、保険者等負担分、後期高齢者 年度統計（社会保険診療報酬支払基金）

医療給付分、患者負担分）×（１＋保険外診療比率）＋R&D＋SW 国家公務員共済組合事業年報（財務省）

　＊保険外診療比率＝保険外診療収入／保険診療収入 国家公務員給与等実態調査（人事院）

　　イ．保健衛生業 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 地方公務員共済組合等事業年報（総務省）

　　ウ．社会福祉業 イ．保健衛生業と同様 地方公務員給与の実態（総務省）

健康保険・船員保険事業年報（厚生労働省）

国民健康保険事業年報（厚生労働省）

労働者災害補償保険事業年報（厚生労働省）

国家公務員災害補償統計（人事院）

常勤地方公務員災害補償統計（地方公

務員災害補償基金）

後期高齢者医療事業状況報告（厚生労働省）

内閣府資料

第３次産業活動指数（経済産業省）

経済センサス（総務省）

毎月勤労統計（厚生労働省）

（２）介護 総介護サービス費（保険給付分＋公費負担分＋利用者負担分）－（福祉 県長寿社会課資料

用具購入費＋住宅改修費＋高額介護サービス費＋高額医療合算介護サー 介護保険事業状況報告（厚生労働省）

ビス費）＋SW 内閣府資料

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

16．その他のサービス ※非市場生産者分は「17．非市場生産者（政府）」及び「18．非市場生

　産者（非営利）」を参照

＜産出額＞

（１）自動車整備・機械修理業 内閣府資料

　　ア．自動車整備業 全国値×年度転換比率×自動車保有車両数の対全国比 第３次産業活動指数（経済産業省）

　　イ．機械修理業 全国値×年度転換比率×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 自動車検査登録情報協会HP

（２）会員制企業団体 （１）イ．機械修理業と同様 経済センサス（総務省）

（３）娯楽業 （１）イ．機械修理業と同様 毎月勤労統計（厚生労働省）
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（４）洗濯・理容・美容・浴場業 （１）イ．機械修理業と同様

（５）その他の対個人サービス業 （１）イ．機械修理業と同様

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

17．非市場生産者（政府）

＜産出額＞ ア＋イ＋ウ＋エ 照会資料

　ア．雇用者報酬 給与、諸手当、賃金、社会保障基金等に対する雇主の拠出金、退職金、 地方財政状況調査（総務省）

給与住宅差額家賃等を決算書等から集計 決算に関する説明書（高知県）

　イ．中間投入額 決算書の中間投入額（物件費（賃金を除く）、維持修繕費等）＋FISIM 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

消費額－ソフトウェア額 関係機関HP

　ウ．固定資本減耗 産出額（固定資本減耗を除く）×国の固定資本減耗（防衛装備品分を除 内閣府資料

く）／国の産出額（固定資本減耗を除く） 国民経済計算

　エ．生産･輸入品に課される税 雇用者報酬×国の生産・輸入品に課される税／国の雇用者報酬

＜中間投入額＞ 上記｢イ．中間投入額｣に同じ

18．非市場生産者（非営利）

＜産出額＞ 全国値×（従業者数×１人当たり現金給与）の対全国比 内閣府資料

経済センサス（総務省）

毎月勤労統計（厚生労働省）

学校基本調査（文部科学省）

＜中間投入額＞ 産出額×国の中間投入比率 内閣府資料

※固定資本減耗、生産・輸入品に課される税及び雇用者報酬も産出額

　同様の分割比率により推計

19．企業内研究開発R&D産出額 全国値×研究者・技術者数の対全国比 内閣府資料

国勢調査（総務省）

20．自社開発ソフトウェア産出額 産出額×国の自社開発ソフトウェア産出額／国の産出額（自社開発ソフ 内閣府資料

トウェア額を除く）

21．輸入品に課される税・関税 全国値×総生産（小計）の対全国比 内閣府資料

22．（控除）総資本形成に係る 支出系列で推計する総固定資本形成及び在庫変動の仕入税額控除できる

　消費税 消費税額の合計値を計上

23．固定資本減耗 産出額×国の固定資本減耗／国の産出額 内閣府資料

24．生産・輸入品に課される税 全国値×総生産の対全国比 内閣府資料

25．（控除）補助金 全国値×総生産の対全国比 内閣府資料

26．連鎖方式による実質県内総生産 ＊年度デフレーター（以下、DF）＝暦年DF×（年度価格指数／暦年価格 国民経済計算（内閣府）

　計算手順 　　　　　　　　　　　　　　　　指数） 企業物価指数（日本銀行）

（１）t年度の前年度基準の実質 t年度の名目産出額／（t年度の産出DF／t-1年度の産出DF） 製造業部門別投入・産出物価指数（日本銀行）

　　産出額 企業向けサービス価格指数（日本銀行）

（２）t年度の前年度基準の実質 t年度の名目中間投入額／（t年度の中間投入DF／t-1年度の中間投入 建設工事費デフレーター（国土交通省）

　　中間投入額 DF） 消費者物価指数（総務省）

（３）t年度の前年度基準の実質 t年度（１）－t年度（２） 毎月勤労統計（厚生労働省）

　　総生産額

（４）t年度の前年度基準の実質 t年度（３）／t-1年度の名目総生産額

　　総生産額の対前年増減率

（５）t年度の連鎖方式の実質 推計開始（平成23）年度の名目総生産額×平成24年度（４）×平成25

　　総生産額の一次推計値 年度（４）×・・・×t年度（４）

（６）平成27年度の平成27暦年 （平成27年度名目産出額／平成27年度産出DF）－（平成27年度名目中間

　　基準の実質総生産額 投入額／平成27年度中間投入DF）

（７）t年度の連鎖方式の実質 t年度（５）×（（６）／平成27年度（５））

　　総生産額（平成27暦年基準）
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第２．県民所得及び県民可処分所得の分配

項　目 推　計　方　法 基　礎　資　料

１．雇用者報酬 所得支出勘定「家計」の受取である県民ベースの雇用者報酬を内訳別に 「第３．制度部門別所得支出勘定」の

（１）賃金・俸給 分割して計上 基礎資料参照

（２）雇主の社会負担

　　ア．雇主の現実社会負担

　　イ．雇主の帰属社会負担

２．財産所得（非企業部門）

　a.受取

　b.支払

（１）一般政府（地方政府等） 所得支出勘定「一般政府（地方政府等）」の財産所得の受取･支払を計

　　a.受取 上

　　b.支払

（２）家計 所得支出勘定「家計（個人企業を含む）」の消費者負債利子の支払と

　　①利子 利子・配当･その他の投資所得･賃貸料の受取を計上

　　　a.受取

　　　b.支払（消費者負債利子）

　　②配当（受取）

　　③その他の投資所得（受取）

　　④賃貸料（受取）

（３）対家計民間非営利団体 所得支出勘定「対家計民間非営利団体」の財産所得の受取・支払を計上

　　a.受取

　　b.支払

３．企業所得

（１）民間法人企業 所得支出勘定「非金融法人企業」と「金融機関」の営業余剰に、それ

　　a.非金融法人企業 ぞれの財産所得の受取を加算、支払を控除し、さらに公的企業所得を

　　b.金融機関 控除して計上

（２）公的企業 所得支出勘定「公的非金融法人企業」と「公的金融機関」の営業余剰

　　a.非金融法人企業 に、それぞれの財産所得の受取を加算、支払を控除して計上

　　b.金融機関

（３）個人企業

　　a.農林水産業 所得支出勘定「家計｣ に含まれる個人企業のうちの「農林水産業」の

混合所得から、その他の支払利子と支払賃貸料を控除して計上

　　b.その他の産業 所得支出勘定「家計」に含まれる個人企業のうちの「その他の産業」

　　　（非農林水産･非金融） の混合所得から、その他の支払利子と支払賃貸料を控除して計上

　　c.持ち家 所得支出勘定「家計」に含まれる「持ち家」の営業余剰から、その他

の支払利子と支払賃貸料を控除して計上

４．県民所得（要素費用表示） １．雇用者報酬＋２．財産所得（非企業部門）＋３．企業所得

５．生産･輸入品に課される税 所得支出勘定「一般政府（地方政府等）」の受取に計上している生産

　（控除）補助金（地方政府） ・輸入品に課される税から補助金を控除した額を計上

６．県民所得（第１次所得バラン ４．県民所得（要素費用表示）＋５．生産･輸入品に課される税（控

　　ス） 除）補助金

７．経常移転の受取（純） 制度部門別に財産所得以外の移転項目（年金受給権の変動調整を除く）

（１）非金融法人企業及び金融機関 の受払後の額を計上

（２）一般政府（地方政府等）

（３）家計（個人企業を含む）

（４）対家計民間非営利団体

８．県民可処分所得 ６．県民所得（第１次所得バランス）＋７．経常移転の受取（純）

（１）非金融法人企業及び金融機関

（２）一般政府（地方政府等）

（３）家計（個人企業を含む）

（４）対家計民間非営利団体

県民所得は、「第３．制度部門別所得支出勘定」を組み替えることにより間接的に推計される
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第３．制度部門別所得支出勘定

項　目 推　計　方　法 基　礎　資　料

１．雇用者報酬 家計の受取に計上

（１）賃金・俸給 ア＋イ＋ウ＋エ＋オ 農業経営統計調査（農林水産省）

　　ア．現金給与 農林業センサス（農林水産省）

　　（ア）農林水産業 法人企業統計（財務省）

　　　　a.農業 毎月勤労統計（厚生労働省）

　　　　（a）農家 販売農家１戸当たり農業雇人費×販売農家戸数 経済センサス（総務省）

　　　　（b）農業企業等 １人当たり雇用者報酬（全国平均）×１人当たり現金給与の対全国比× 林業経営統計調査（農林水産省）

農業法人雇用者数 内閣府資料

　　　　b.林業 国民経済計算（内閣府）

　　　　（a）林家 林業の県内純生産×林野面積の個人分割合×雇用労賃率 国勢調査（総務省）

　　　　（b）その他 １人当たり雇用者報酬（全国平均）×１人当たり現金給与の対全国比× 民間給与実態統計調査（国税庁）

林業法人雇用者数 賃金構造基本統計調査（厚生労働省）

　　　　c.水産業 水産業の県内総生産×国の雇用者報酬比率×国の賃金・俸給比率 地方財政状況調査（総務省）

　＊雇用者報酬比率＝国の雇用者報酬／国の総生産 住宅・土地統計調査（総務省）

　＊賃金・俸給比率＝国の賃金・俸給／国の雇用者報酬

　　　　d.有給家族従業者の現金 有給家族従業者１人当たり年間平均給与×家族従業者数×有給割合

　　　　　給与の加算

　　（イ）農林水産業以外の産業

　　　　a.常用雇用者

　　　　（a）常用雇用者（非市 ⅰ×ⅱ

　　　　　　場生産者を除く）

　　　　　　ⅰ.常用雇用者数 雇用者数×二重雇用比率－臨時・日雇の雇用者数

　　　　　　ⅱ.常用雇用者１人 （事業所規模30人以上の１人当たり現金給与額×30人以上の常用雇用者

　　　　　　　 当たり現金給与 数＋事業所規模29人以下の１人当たり現金給与額×29人以下の常用雇用

 　　　　　　　総額 者数）／常用雇用者総数

　＊29人以下の１人当たり現金給与額＝30人以上の１人当たり現金給与

　　　　　　　　　　　　　　　　　　額×所得格差

　　　　（b）非市場生産者（政府） 「第１．経済活動別県内総生産」の「17．非市場生産者（政府）」を参照

　　　　（c）非市場生産者（非営利） 「第１．経済活動別県内総生産」の「18．非市場生産者（非営利）」を参照

　　　　b.臨時・日雇 （a）×（b）

　　　　（a）臨時・日雇の雇用 雇用者数×二重雇用比率×臨時・日雇人数割合

　　　　　　 者数 　＊臨時・日雇人数割合＝臨時雇用者数／（常用雇用者数＋臨時雇用者数）

　　　　（b）臨時・日雇の１人 常用雇用者１人当たり現金給与総額×臨時・日雇賃金比率

　　　　　　 当たり現金給与額 　＊臨時・日雇賃金比率＝臨時労働者１人当たり現金給与額／常用労働

　　　　　　　　　　　　者１人当たり現金給与額

　　イ．役員報酬（給与・賞与） 常用雇用者１人当たり現金給与総額×役員給与格差×役員数

　　ウ．議員歳費等 決算書等から、県市町村の議員報酬、委員等報酬を計上

　　エ．現物給与 農林水産業以外の産業の現金給与×現物給与比率

　　オ．給与住宅差額家賃 （１か月１㎡当たり市中平均家賃－１か月１㎡当たり給与住宅家賃）×

給与住宅の延べ床面積×12か月

（２）雇主の社会負担 事業年報（全国健康保険協会）

　　ア．雇主の現実社会負担 厚生年金保険・国民年金事業年報（厚生労働省）

　　（ア）社会保障基金に係る雇 年金に係る厚生年金、共済組合等の基金への負担と、年金以外の健康保 労働者災害補償保険事業年報（厚生労働省）

　　　　　主の現実社会負担 険、労働保険等に係る全国健康保険協会管掌健康保険、労働保険、共済 照会資料

組合、介護保険等の基金への「雇主負担額」を計上 国民経済計算（内閣府）

　　（イ）その他の社会保険制度 確定給付型企業年金と確定拠出型企業年金の基金への「雇主負担額」を 国家公務員給与等実態調査（人事院）

　　　　　に係る雇主の現実社会 計上（受給権を発生主義で記録する退職一時金（民間分等）の実際の支 経済センサス（総務省）

　　　　　負担 給額を含む） 児童手当事業年報（内閣府）

　　イ．雇主の帰属社会負担 内閣府資料

　　（ア）雇主の帰属年金負担 現在勤務増分（年金制度の手数料を含む）－確定給付型年金に係る雇主 地方公務員給与の実態（総務省）

の現実年金負担 消防白書（消防庁）

　　（イ）雇主の帰属非年金負担 発生主義での記録を行わない退職一時金の支給額等を計上（退職一時金 介護保険事業状況報告（厚生労働省）

（政府分等）や公務災害補償費等） 国税庁統計年報（国税庁）

統計資料（勤労者退職金共済機構）

地方財政状況調査（総務省）

市町村行財政の状況（県市町村振興課）

２．営業余剰・混合所得

（１）民間法人企業

　　ア．非金融法人企業 営業余剰・混合所得の合計－（金融機関の営業余剰＋家計（個人企業）

の営業余剰・混合所得＋公的非金融法人企業の営業余剰）

　　イ．金融機関 金融・保険業の営業余剰－公的金融機関の営業余剰

（２）公的企業 内閣府資料

　　ア．非金融法人企業 営業余剰（全国値×従業者数等の対全国比又は決算書等から積み上げ） 照会資料

－FISIM消費額 自動車検査業務量年報（国土交通省）
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項　目 推　計　方　法 基　礎　資　料

　　イ．金融機関 金融・保険業の営業余剰×公的分割合 地方財政統計年報（総務省）

　＊公的分割合＝生産系列で推計する「公的金融機関の産出額」／「民 西日本高速道路（株）HP

　　　　　　　　間金融機関及び公的金融機関の産出額計」 経済センサス（総務省）

国立病院機構HP

高知大学HP

地域医療機能推進機構HP

公営事業会計決算書

地方公営企業年鑑（総務省）

市町村行財政の状況（県市町村振興課）

国民経済計算（内閣府）

（３）個人企業 国民経済計算（内閣府）

　　ア．農林水産業 農林水産業の営業余剰・混合所得－民間法人企業所得×農林水産業割合 高知県税務統計書（県税務課）

×営業余剰への転換比率 内閣府資料

　　イ．その他の産業 国税庁統計年報（国税庁）

　　（ア）本業混合所得 １企業当たり本業混合所得×所得格差×個人企業数 国勢調査（総務省）

　　（イ）内職混合所得 １企業当たり本業混合所得×所得格差×内職所得比率×内職者数

　　（ウ）兼業混合所得 （ア）本業混合所得×兼業比率

　　ウ．持ち家 生産系列で推計する「持ち家帰属家賃」×営業余剰率

３．生産･輸入品に課される税 一般政府（地方政府等）の受取に計上（補助金は控除項目） 国民経済計算（内閣府）

　（控除）補助金（地方政府） 「第１．経済活動別県内総生産」の「24．生産・輸入品に課される税」

及び「25．（控除）補助金」のうち地方政府分

４．財産所得

（１）利子 内閣府資料

　　ア．非金融法人企業 経済センサス（総務省）

　　（ア）受取 a＋b 国民経済計算（内閣府）

　　　　a.民間企業 全国値（FISIM調整後）×民間非金融法人企業の営業余剰の対全国比 預金・貸出関連統計（日本銀行）

　　　　b.公的企業 全国値（FISIM調整後）×公営企業従業者数の対全国比 ゆうちょ銀行HP

　　　　c.貸し手側FISIM消費額 a及びb×FISIM消費率 財政融資資金運用報告書（財務省）

　　（イ）支払 a＋b 地方公共団体向け財政融資関連統計（財務省）

　　　　a.民間企業 （ア）受取と同様 日本政策金融公庫HP

　　　　b.公的企業 （ア）受取と同様 生命保険事業概況（生命保険協会）

　　　　c.借り手側FISIM消費額 （ア）受取と同様 照会資料

　　イ．金融機関 全労済HP

　　（ア）受取 a＋b＋c＋d＋e－生産系列で推計する「借り手側FISIM産出額」 損害保険料算出機構HP

　　　　a.民間金融機関 全国値×貸出金残高の対全国比 高知県農業共済組合HP

　　　　b.公的金融機関 全国値×貸出金残高等の対全国比 地方財政状況調査（総務省）

　　　　c.生命保険（民間・公的） 全国値×保有契約高の対全国比 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

　　　　d.民間非生命保険 全国値×（保険料収入－支払保険金）の対全国比、又は決算書積上げ 地方公務員共済組合等事業年報（総務省）

　　　　e.貸し手側FISIM消費額 全国値×金融・保険業の産出額の対全国比 地方財政統計年報（総務省）

　　（イ）支払 a＋b＋c＋d-e＋生産系列で推計する「貸し手側FISIM産出額」 地方公共団体金融機構HP

　　　　a.民間金融機関 全国値×預金残高の対全国比 全国家計構造調査（総務省）

　　　　b.公的金融機関 （ア）受取と同様 国勢調査（総務省）

　　　　c.生命保険（民間・公的） （ア）受取と同様 住民基本台帳に基づく人口、人口動態

　　　　d.民間非生命保険 （ア）受取と同様 及び世帯数調査（総務省）

　　　　e.借り手側FISIM消費額 （ア）受取と同様 農林金融（農林中金総合研究所）

　　ウ．一般政府（地方政府等）

　　（ア）受取 a＋b＋c

　　　　a.県、市町村 決算書等から、預金利子、貸付金利子等を計上

　　　　b.地方社会保障基金 決算書からの積上げ等

　　　　c.貸し手側FISIM消費額

　　　　（a）県、市町村 全国値×歳出総額の対全国比

　　　　（b）地方社会保障基金 (b×調整率）－b

　　（イ）支払 a＋b－c

　　　　a.県、市町村 決算書等から、元利償還金利子等を計上

　　　　b.地方社会保障基金 （ア）受取と同様

　　　　c.借り手側FISIM消費額

　　　　（a）県、市町村 全国値×地方公共団体への貸付金残高の対全国比

　　　　（b）地方社会保障基金 b－（b×調整率）

　　エ．家計（個人企業を含む）

　　（ア）受取 a＋b＋c＋d＋e

　　　　a.一般預貯金利子 全国値×個人分割合×（通貨性預貯金＋定期性預貯金）の対全国比

　　　　b.社内預金利子 全国値×（通貨性預貯金＋定期性預貯金）の対全国比

　　　　c.有価証券利子 b.社内預金利子と同様

　　　　d.信託利子 b.社内預金利子と同様

　　　　e.貸し手側FISIM消費額 b.社内預金利子と同様

　　（イ）支払 a＋b＋c＋d-e

　　　　a.消費者負債利子

　　　　（a）全国銀行（銀行勘定） 全国値×負債現在高（住宅・土地分を除く）の対全国比

　　　　（b）生命保険会社 全国値×保有契約高の対全国比

　　　　（c）その他 （a）全国銀行（銀行勘定）と同様
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　　　　b.持ち家の支払利子（住

　　　　　宅支払利子）

　　　　（a）全国銀行（銀行勘定） 全国値×負債現在高（住宅・土地分）の対全国比

　　　　（b）住宅金融支援機構 全国値×貸付金残高の対全国比

　　　　（c）その他 （a）全国銀行（銀行勘定）と同様

　　　　c.農林水産業 全国値（FISIM調整後）×貸付金残高の対全国比

　　　　d.非農林水産業 全国値（FISIM調整後）×個人企業数（非農林水）の対全国比

　　　　e.借り手側FISIM消費額

　　　　（a）消費者負債利子 a.（a）全国銀行（銀行勘定）と同様

　　　　（b）農林水産業 c.農林水産業と同様

　　　　（c）その他の産業 d.非農林水産業と同様

　　　　（d）持ち家 全国値×FISIM調整前支払利子の対全国比

　　オ．対家計民間非営利団体

　　（ア）受取 全国値×従業者数の対全国比＋貸し手側FISIM消費額

　　（イ）支払 全国値×従業者数の対全国比－借り手側FISIM消費額

　＊FISIM消費額＝全国値×従業者数の対全国比

（２）法人企業の分配所得 内閣府資料

　　ア．非金融法人企業 経済センサス（総務省）

　　（ア）受取 地方財政状況調査（総務省）

　　　　a.民間企業 全国値×民間非金融法人企業の営業余剰の対全国比 決算に関する説明書（高知県）

　　　　b.公的企業 全国値×公営企業従業者数の対全国比 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

　　（イ）支払 （ア）受取と同様 照会資料

　　イ．金融機関 国税庁統計年報（国税庁）

　　（ア）受取

　　　　a.民間金融機関 全国値×民間金融機関の営業余剰の対全国比

　　　　b.公的金融機関 全国値×公的金融機関の営業余剰の対全国比

　　（イ）支払 （ア）受取と同様

　　ウ．一般政府（地方政府等）

　　（ア）受取 決算書等から、公営住宅使用料等を計上

　　（イ）支払 －

　　エ．家計

　　（ア）受取 全国値×配当所得の対全国比

　　（イ）支払 －

　　オ．対家計民間非営利団体

　　（ア）受取 全国値×従業者数の対全国比

　　（イ）支払 －

（３）その他の投資所得 内閣府資料

　　ア．非金融法人企業 国民経済計算（内閣府）

　　（ア）受取 生命保険事業概況（生命保険協会）

　　　　a.保険契約者に帰属する 照会資料

　　　　　投資所得 全労済HP

　　　　（a）非生命保険 非生命保険の帰属収益（支払）×制度部門別分割比率 損害保険料算出機構HP

　　　　（b）定型保証 信用保証協会の帰属収益（支払）×制度部門別分割比率 高知県信用保証協会HP

　　（イ）支払 － 全国家計構造調査（総務省）

　　イ．金融機関 国勢調査（総務省）

　　（ア）受取 厚生年金保険・国民年金事業年報（厚生労働省）

　　　　a.保険契約者に帰属する 預金・貸出関連統計（日本銀行）

　　　　　投資所得

　　　　（a）民間非生命保険 非生命保険の帰属収益（支払）×制度部門別分割比率

　　　　（b）公的非生命保険 全国値×貸付金残高等の対全国比

　　　　b.投資信託投資者に帰属 投資信託投資者に帰属する投資所得（支払）×民間金融機関分割合（国

　　　　　する投資所得 の投資信託受益証券残高）

　　（イ）支払

　　　　a.保険契約者に帰属する

　　　　　投資所得

　　　　（a）生命保険の帰属収益 全国値×保有契約高の対全国比

　　　　（b）非生命保険の帰属収益 全国値×（保険料収入－支払保険金）の対全国比

　　　　（c）定型保証の帰属収益

　　　　　　ⅰ.信用保証協会 利息配当収入－支払利息

　　　　　　ⅱ.住宅ローン保証 全国値×負債現在高（住宅・土地分）の対全国比

　　　　　　　 を提供する機関

　　　　（d）保険契約者配当

　　　　　　ⅰ.生命保険 全国値×保有契約高の対全国比

　　　　　　ⅱ.非生命保険 全国値×（保険料収入－支払保険金）の対全国比

　　　　b.年金受給権に係る投資 全国値×厚生年金保険の保険料収納済額の対全国比×内民転換比率

　　　　　所得

　　　　c.投資信託投資者に帰属 全国値×預金残高の対全国比

　　　　　する投資所得
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　　ウ．一般政府（地方政府等）

　　（ア）受取

　　　　　保険契約者に帰属する 非生命保険の帰属収益（支払）×制度部門別分割比率

　　　　　投資所得

　　（イ）支払 －

　　エ．家計

　　（ア）受取

　　　　a.保険契約者に帰属する

　　　　　投資所得

　　　　（a）生命保険の帰属収益 生命保険の帰属収益（支払）全額を計上

　　　　（b）非生命保険の帰属収益

　　　　　　ⅰ.民間非生命保険 非生命保険の帰属収益（支払）×制度部門別分割比率

　　　　　　ⅱ.公的非生命保険 全国値×農業等産出額の対全国比

　　　　（c）定型保証の帰属収益

　　　　　　ⅰ.信用保証協会 信用保証協会の帰属収益（支払）×制度部門別分割比率

　　　　　　ⅱ.住宅ローン保証 住宅ローン保証を提供する機関の帰属収益（支払）全額を計上

　　　　　　　 を提供する機関

　　　　　　ⅲ.農林漁業信用基金 全国値×林業産出額の対全国比

　　　　（d）保険契約者配当 保険契約者配当（支払）全額を計上

　　　　b.年金受給権に係る投資 年金受給権に係る投資所得（支払）全額を計上

　　　　　所得

　　　　c.投資信託投資者に帰属 投資信託投資者に帰属する投資所得（支払）×家計分割合（国の投資信

　　　　　する投資所得 託受益証券残高）

　　（イ）支払 －

　　オ．対家計民間非営利団体

　　（ア）受取

　　　　　保険契約者に帰属する 非生命保険の帰属収益（支払）×制度部門別分割比率

　　　　　投資所得

　　（イ）支払 －

（４）賃貸料 内閣府資料

　　ア．非金融法人企業 固定資産の価格等の概要調書（総務省）

　　（ア）受取 a－b 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

　　　　a.総賃貸料 全国値×固定資産法人決定価格の対全国比 住宅･土地統計調査（総務省）

　　　　b.土地税 （固定資産税（土地分）＋特別土地保有税（保有分）＋都市計画税（土 照会資料

地分））×借地割合×総賃貸料の制度部門別比率 決算に関する説明書（高知県）

　　（イ）支払 a－b 田畑価格及び賃貸料調（日本不動産研究所）

　　　　a.総賃貸料 （ア）受取と同様 農林業センサス（農林水産省）

　　　　b.土地税 （ア）受取と同様 家計調査（総務省）

　　イ．金融機関 全国家計構造調査（総務省）

　　（ア）受取 － 経済センサス（総務省）

　　（イ）支払 a－b

　　　　a.総賃貸料 全国値×固定資産法人決定価格の対全国比

　　　　b.土地税 （固定資産税（土地分）＋特別土地保有税（保有分）＋都市計画税（土

地分））×借地割合×総賃貸料の制度部門別比率

　　ウ．一般政府（地方政府等）

　　（ア）受取 a－b

　　　　a.総賃貸料 決算書等から、土地貸付料を計上

　　　　b.土地税 国有資産等所在市町村交付金（土地分）のうち地方公共団体交付分

　　（イ）支払 a－b

　　　　a.総賃貸料 決算書等から、土地賃借料を計上

　　　　b.土地税 （固定資産税（土地分）＋特別土地保有税（保有分）＋都市計画税（土

地分））×借地割合×総賃貸料の制度部門別比率＋国有資産等所在市町

村交付金（土地分）のうち地方公共団体交付分

　　エ．家計

　　（ア）受取 a－b

　　　　a.総賃貸料 （イ）支払総賃貸料×国の受取・支払総賃貸料比率

　　　　b.土地税 （固定資産税（土地分）＋特別土地保有税（保有分）＋都市計画税（土

地分））×借地割合×総賃貸料の制度部門別比率

　　（イ）支払 a－b

　　　　a.総賃貸料

　　　　（a）農林水産業分 10a当たり賃貸料×借入耕地面積

　　　　（b）非農林水産業分 店舗その他併用住宅の借地戸数×１世帯当たり地代×修正倍率

　＊修正倍率＝『全国家計構造調査』の１世帯当たり地代／『家計調

　　　　　　　査』の１世帯当たり地代

　　　　（c）持ち家分 専用住宅の借地戸数×１世帯当たり地代×修正倍率

　　　　b.土地税 （ア）受取と同様
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　　オ．対家計民間非営利団体

　　（ア）受取 a－b

　　　　a.総賃貸料 全国値×従業者数の対全国比

　　　　b.土地税 （固定資産税（土地分）＋特別土地保有税（保有分）＋都市計画税（土

地分））×借地割合×総賃貸料の制度部門別比率

　　（イ）支払 （ア）受取と同様

５．経常移転

（１）所得・富等に課される経常税 内閣府資料

　　ア．受取 （支払）の税項目のうち地方税の県内徴収税額を一般政府（地方政府 国民経済計算（内閣府）

等）に計上 国税庁統計年報（国税庁）

　　イ．支払 所得税・法人税・住民税・事業税・狩猟税の全額、自動車関係税の1/2 地方財政統計年報（総務省）

及び国際観光旅客税のうち居住者家計負担分等を制度部門別分割比率等 高知県税務統計書（県税務課）

により、非金融法人企業、金融機関及び家計に分割して計上 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

照会資料

租税及び印紙収入、収入額調（財務省）

出入国管理統計（法務省）

国際収支統計（財務省）

（２）純社会負担 事業年報（全国健康保険協会）

　　ア．雇主の現実社会負担 厚生年金保険・国民年金事業年報（厚生労働省）

　　（ア）受取 労働者災害補償保険事業年報（厚生労働省）

　　　　a.社会保障基金に係る雇 特別会計（健康保険、厚生年金、国民年金、労災保険、雇用保険）、共 照会資料

　　　　　主の現実社会負担 済組合、組合管掌健康保険、全国健康保険協会、児童手当、社会保障基 国民健康保険事業年報（厚生労働省）

金、介護保険について、収納済額等のうち地方政府等に係る分を一般政 地方財政状況調査（総務省）

府（地方政府等）に計上 国民経済計算（内閣府）

　　　　b.その他の社会保険制度 確定給付型企業年金、退職一時金（民間分等）、勤労者退職金共済機 国家公務員給与等実態調査（人事院）

　　　　　に係る雇主の現実社会 構、中小企業基盤整備機構・小規模企業共済勘定、国家公務員共済組 経済センサス（総務省）

　　　　　負担 合（退職等年金経理）、地方公務員共済組合（退職等年金給付調整経 船員保険事業年報（全国健康保険協会）

理）、日本私立学校振興・共済事業団（退職等年金給付勘定）、確定 児童手当事業年報（内閣府）

拠出年金（企業型）について、収納済額等を金融機関に計上 内閣府資料

　　（イ）支払 地方公務員給与の実態（総務省）

　　　　a.社会保障基金に係る雇 （受取）と同じ項目について、収納済額等を家計に計上 消防白書（消防庁）

　　　　　主の現実社会負担 介護保険事業状況報告（厚生労働省）

　　　　b.その他の社会保険制度 （受取）と同じ項目について、収納済額等を家計に計上 国税庁統計年報（国税庁）

　　　　　に係る雇主の現実社会 統計資料（勤労者退職金共済機構）

　　　　　負担 国民年金基金連合会HP

　　イ．雇主の帰属社会負担 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

　　（ア）受取

　　　　a.雇主の帰属年金負担 現在勤務増分（年金制度の手数料を含む）－確定給付型年金に係る雇主

 の現実年金負担を金融機関に計上

　　　　b.雇主の帰属非年金負担 退職一時金（政府分等）、公務災害補償費については、決算額のうち地

方政府等分を一般政府（地方政府等）に、その他（左記以外の雇用者福

祉のための雇主負担）については、決算額等を制度部門別分割比率によ

り非金融法人企業、金融機関、一般政府（地方政府等）、対家計民間非

営利団体に分割して計上

　　（イ）支払

　　　　a.雇主の帰属年金負担 （受取）と同額を家計に計上

　　　　b.雇主の帰属非年金負担 （受取）と同じ項目について、決算額等を家計に計上

　　ウ．家計の現実社会負担

　　（ア）受取

　　　　a.社会保障基金に係る家 特別会計（健康保険、厚生年金、国民年金、労災保険、雇用保険）、国

 　　　　 計の現実社会負担 民健康保険、後期高齢者医療、共済組合、組合管掌健康保険、全国健康

保険協会、児童手当、社会保障基金、介護保険について、収納済額等の

うち地方政府等に係る分を一般政府（地方政府等）に計上

　　　　b.その他の社会保険制度 確定給付型企業年金、国民年金基金・同連合会、農業者年金基金、国家

　　　　　に係る家計の現実社会 公務員共済組合（退職等年金経理）、地方公務員共済組合（退職等年金

　　　　　負担 給付調整経理）、日本私立学校振興・共済事業団（退職等年金給付勘

定）、確定拠出年金（個人型）について、収納済額等を金融機関に計上

　　（イ）支払

　　　　a.社会保障基金に係る家 （受取）と同じ項目について、収納済額等を家計に計上

 　　　　 計の現実社会負担

　　　　b.その他の社会保険制度 （受取）と同じ項目について、収納済額等を家計に計上

　　　　　に係る家計の現実社会

　　　　　負担

　　エ．家計の追加社会負担

　　（ア）受取 「年金受給権に係る投資所得額」と同額を金融機関に計上

　　（イ）支払 「年金受給権に係る投資所得額」と同額を家計に計上

　　オ．（控除）年金制度の手数料

　　（ア）受取 生産系列で推計する「年金基金の産出額」と同額を金融機関に計上

　　（イ）支払 生産系列で推計する「年金基金の産出額」と同額を家計に計上
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（３）現物社会移転以外の社会給付 国民経済計算（内閣府）

　　ア．現金による社会保障給付 厚生年金保険・国民年金事業年報（厚生労働省）

　　（ア）受取 特別会計（健康保険、厚生年金、国民年金、労災保険、雇用保険）、国 労働者災害補償保険事業年報（厚生労働省）

　 民健康保険、後期高齢者医療、共済組合、組合管掌健康保険、全国健康 雇用保険事業年報（厚生労働省）

保険協会、児童手当、社会保障基金、介護保険について、収納済額等を 国民健康保険事業年報（厚生労働省）

　 家計に計上 後期高齢者医療事業状況報告（厚生労働省）

　　（イ）支払 （受取）と同じ項目について、地方政府等に係る分を一般政府（地方政 国家公務員給与等実態調査（人事院）

府等）に計上 地方公務員給与の実態（総務省）

　　イ．その他の社会保険年金給付 内閣府資料

　　（ア）受取 確定給付型企業年金、退職一時金（民間分等）、勤労者退職金共済機 照会資料

構、中小企業基盤整備機構・小規模企業共済勘定、国民年金基金・同 国勢調査（総務省）

連合会、農業者年金基金、国家公務員共済組合（退職等年金経理）、 経済センサス（総務省）

地方公務員共済組合（退職等年金給付調整経理）、日本私立学校振興 事業年報（全国健康保険協会）

・共済事業団（退職等年金給付勘定）、確定拠出年金（企業型）、確 船員保険事業年報（全国健康保険協会）

定拠出年金（個人型）について、給付額等を家計に計上 児童手当事業年報（内閣府）

　　（イ）支払 （受取）と同じ項目について、給付額等を金融機関に計上 消防白書（消防庁）

　　ウ．その他の社会保険非年金 介護保険事業状況報告（厚生労働省）

　　　　給付 国税庁統計年報（国税庁）

　　（ア）受取 雇主の帰属非年金負担の支払額と同額を家計に計上 統計資料（勤労者退職金共済機構）

　　（イ）支払 雇主の帰属非年金負担の受取額と同額を非金融法人企業、金融機関、一 国民年金基金連合会HP

般政府（地方政府等）、対家計民間非営利団体に計上 地方財政状況調査（総務省）

　　エ．社会扶助給付 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

　　（ア）受取 （支払）と同じ項目について、受取額を家計に計上

　　（イ）支払

　　　　a.一般政府

　　　　（a）中央政府 全国値×人口の対全国比　※支払では計上しない

　　　　（b）地方政府 決算書等から扶助費、恩給及び退職年金等を計上

　　　　b.対家計民間非営利団体 全国値×対家計民間非営利団体従業者数の対全国比

（４）現物社会移転 労働者災害補償保険事業年報（厚生労働省）

　　ア．市場産出の購入 国民健康保険事業年報（厚生労働省）

　　（ア）受取 後期高齢者医療事業状況報告（厚生労働省）

　　　　a.社会保障制度の医療・ 特別会計（労災保険）、国民健康保険、後期高齢者医療、共済組合、組 国民経済計算（内閣府）

　　　　　介護保険の保険給付分 合管掌健康保険、全国健康保険協会、社会保障基金、介護保険について 国家公務員給与等実態調査（人事院）

給付額等を家計に計上 地方公務員給与の実態（総務省）

　　　　b.公費負担医療給付 生産系列で推計する「医療業の産出額のうち公費負担分」を家計に計上 学校基本調査（文部科学省）

　　　　c.教科書の購入費、 関係機関資料から家計に計上 経済センサス（総務省）

　　　　　戦傷病者無賃乗車船の 事業年報（全国健康保険協会）

　　　　　負担金 船員保険事業年報（全国健康保険協会）

　　（イ）支払 （受取）と同じ項目について、地方政府等に係る分を一般政府（地方政 常勤地方公務員災害補償統計（地方公務員災害補償基金）

府等）に計上 介護保険事業状況報告（厚生労働省）

　　イ．非市場産出 一般会計歳入歳出決算書（財務省）

　　（ア）受取 国民医療費（厚生労働省）

　　　　a.一般政府（地方政府等） 支出系列で推計する「個別消費支出」－「現物社会移転（市場産出の購 照会資料

入）」を家計に計上

　　　　b.対家計民間非営利団体 支出系列で推計する「対家計民間非営利団体最終消費支出額」を家計に

計上

　　（イ）支払 （受取）と同額を一般政府、対家計民間非営利団体に計上

（５）その他の経常移転 内閣府資料

　　ア．非生命保険金 国民経済計算（内閣府）

　　（ア）受取 非生命保険では、制度部門別分割比率等により、非金融法人企業、金融 損害保険料算出機構HP

機関、一般政府（地方政府等）、家計、対家計民間非営利団体に計上 高知県農業共済組合HP

定型保証では、（支払）と同額を金融機関に計上 高知県信用保証協会HP

　　（イ）支払 非生命保険では、決算書等からの積上げ、定型保証では、全国値の分割 地方財政状況調査（総務省）

により推計し、金融機関に計上 決算に関する説明書（高知県）

　　イ．非生命保険純保険料 経済センサス（総務省）

　　（ア）受取 ア．非生命保険金の（支払）と同額を金融機関に計上 地方財政統計年報（総務省）

　　（イ）支払 制度部門別分割比率等により、非金融法人企業、金融機関、一般政府 家計調査（総務省）

（地方政府等）、家計、対家計民間非営利団体に計上 全国家計構造調査（総務省）

　　ウ．一般政府内の経常移転 国勢調査（総務省）

　　（ア）受取 決算書等から、該当項目を一般政府（地方政府等）に計上 学校基本調査（文部科学省）

　　（イ）支払 （ア）受取と同様 照会資料

　　エ．他に分類されない経常移転 高知大学HP

　　（ア）受取 高知県公立大学法人HP

　　　　a.他に分類されない経常 ふるさと納税ポータルサイト

　　　　　移転（罰金を除く） 企業版ふるさと納税ポータルサイト

　　　　（a）対家計民間非営利 全国値×従業者数の対全国比

　　　　　　 団体への経常移転
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　　　　（b）対家計民間非営利

　　　　　　 団体以外への経常

　　　　　　 移転

　　　　　　ⅰ.家計間の仕送り金

　　　　　　（ⅰ）遊学仕送り金 全国値（遊学仕送り金×世帯数）×学部学生数の対全国比

　　　　　　（ⅱ）その他の仕送り金 （支払）と同額を計上

　　　　　　ⅱ.一般政府 決算書等から、該当項目を計上

　　　　　　ⅲ.非金融法人企業、 全国値×営業余剰の対全国比

　　　　　　　 金融機関（一般

　　　　　　　 政府からの受取）

　　　　b.罰金

　　　　（a）中央政府の地域事業所 全国値×法人事業税の対全国比

　　　　（b）地方政府（県、市町村） 決算書等から、該当項目を計上

　　　　（c）社会保障基金 全国値×現実社会負担の対全国比

　　（イ）支払

　　　　a.他に分類されない経常

　　　　　移転（罰金を除く）

　　　　（a）対家計民間非営利

　　　　　　 団体への経常移転

　　　　　　ⅰ.非金融法人企業 全国値×法人事業税の対全国比

　　　　　　ⅱ.金融機関 ⅰ.非金融法人企業と同様

　　　　　　ⅲ.一般政府（地方政府等） 決算書等から、該当項目（補助費の一部等）を計上

　　　　　　ⅳ.家計 全国値×（二人以上世帯の負担費＋単身世帯の負担費）の対全国比

　　　　（b）対家計民間非営利

　　　　　　 団体以外への経常

　　　　　　 移転

　　　　　　ⅰ.家計間の仕送り金 （遊学仕送り金＋その他の仕送り金）×世帯数

　　　　　　ⅱ.一般政府 決算書等から、該当項目を計上

　　　　b.罰金 （受取）の総額を制度部門別分割比率により、非金融法人企業、金融機

関、家計に計上

６．最終消費支出 支出系列で推計する「家計最終消費支出」、「対家計民間非営利団体最

終消費支出」、「地方政府等最終消費支出」を各制度部門に計上

７．年金受給権の変動調整

　　（ア）受取 雇主の現実年金負担＋雇主の帰属年金負担＋家計の現実年金負担＋家計

の追加社会負担－年金制度の手数料－その他の社会保険年金給付を家計

に計上

　　（イ）支払 （受取）と同額を金融機関に計上

８．貯蓄 各制度部門の受取合計から支払合計を差し引いた残差
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第４．県内総生産（支出側）

項　目 推　計　方　法 基　礎　資　料

１．民間最終消費支出

（１）家計最終消費支出 13目的別家計最終消費支出（全国値）×13目的別家計最終消費支出（推 全国家計構造調査（総務省）

計値）の対全国比 家計調査（総務省）

　　13目的別家計最終消費支出 ア＋イ 国勢調査（総務省）

　　（推計値） 住民基本台帳に基づく人口、人口動態

　　ア．全国家計構造調査による １世帯当たり消費支出額×世帯数 及び世帯数調査（総務省）

　　　　推計値 　＊２人以上世帯と単身世帯別に推計し、合算 内閣府資料

　＊単身世帯は、中国・四国地方の１世帯当たり消費支出額／全国の１ 軽自動車新車新規車種別・銘柄別・都

　　世帯当たり消費支出額の比率を乗じる 道府県別検査（販売）台数（全国軽自

　　イ．直接推計値 動車協会連合会）

　　（ア）全国家計構造調査では 小売物価統計調査（総務省）

　　　　　捕捉していないSNA 　 消費者物価指数（総務省）

　　　　　概念の推計項目 　 産業連関表（総務省）

　　　　　（新規に加算する項目） 高知県産業連関表（県統計分析課）

　　　　a.生命保険サービス 生産系列で推計する「生命保険の産出額」 介護保険事業状況報告（厚生労働省）

　　　　b.年金基金サービス 生産系列で推計する「年金基金の産出額」 国民経済計算（内閣府）

　　　　c.証券手数料 全国値×有価証券貯蓄現在高の対全国比

　　　　d.FISIM消費額 分配系列で推計する「消費者家計のFISIM消費額」

　　（イ）全国家計構造調査では

　　　　　的確に把握していない

　　　　　と考えられる推計項目

　　　　　（アからは控除後、

　　　　　　別途加算する項目）

　　　　a.家賃（持ち家の帰属 生産系列で推計する「住宅賃貸業の産出額」

　　　　　家賃を含む）

　　　　b.非生命保険のサービス料 生産系列で推計する「非生命保険の産出額」×家計分割合

　　　　c.自動車購入額 全国値×自動車購入額（新車登録台数（家計）×平均単価）の対全国比

　　　　d.医療費（自己負担分） 生産系列で推計する「保険適用となる傷病治療費のうち患者負担分及び

保険適用外支払分」

　　　　e.介護費（自己負担分） 生産系列で推計する「介護の産出額」－分配系列で推計する「介護の現

物社会移転（福祉用具購入分を除く）」

（２）対家計民間非営利団体最終 ア－イ－ウ 国民経済計算（内閣府）

　　　消費支出 内閣府資料

　　ア．産出額 生産系列で推計する「非市場生産者（非営利）の産出額」

　　イ．財貨・サービスの販売 全国値×非市場生産者（非営利）の産出額の対全国比

　　ウ．自己勘定総固定資本形成 イ ．財貨・サービスの販売と同様

　　　　（R&D）

２．地方政府等最終消費支出 （１）－（２）－（３）＋（４） 照会資料

（１）産出額 生産系列で推計する「非市場生産者（政府）の産出額」 地方財政状況調査（総務省）

（２）財貨・サービスの販売 決算書等から、使用料、手数料等を計上 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

（３）自己勘定総固定資本形成（R&D） 全国値×非市場生産者（政府）の産出額の対全国比 内閣府資料

（４）現物社会移転（市場産出の購入） 分配系列で推計する「現物社会移転（市場産出の購入）」 国民経済計算（内閣府）

　＊上記の各項目は、地方政府等分のみを使用 産業連関表（総務省）

３．県内総資本形成

（１）総固定資本形成 国民経済計算（内閣府）

　　ア．民間 建設総合統計（国土交通省）

　　（ア）住宅 住宅投資総額－公的住宅投資額 建設工事施工統計（国土交通省）

　＊住宅投資総額＝全国値（改装・改修以外）×居住用建築物工事費の 工業統計（総務省・経済産業省）

　　　　　　　　　対全国比＋全国値（改装・改修）×建築住宅維持・ 経済センサス（総務省・経済産業省）

　　　　　　　　　修繕工事費の対全国比 内閣府資料

　　（イ）企業設備 生産農業所得統計（農林水産省）

　　　　a.その他の建物・構築物 全国値×有形固定資産投資総額（土地を除く）の対全国比 NHK年鑑（NHK放送文化研究所）

　　　　　及び機械・設備の製造 公的企業の決算書

　　　　　業分 国有財産レポート（財務省）

　　　　b.その他の建物・構築物 全国値×総生産（小計）の対全国比 地方財政状況調査（総務省）

　　　　　及び機械・設備の製造 市町村行財政の状況（県市町村振興課）

　　　　　業以外分 照会資料

　　　　c.育成生物資源 全国値×（果実（果樹）＋乳牛＋その他の畜産）の産出額の対全国比

　　　　d.研究・開発及びコンピ 全国値×総生産（小計）の対全国比

　　　　　ュータ・ソフトウェア

　　　　e.娯楽作品原本 全国値×（放送業等売上高－NHK受信料等収入）の対全国比

　　イ．公的

　　（ア）住宅 決算書等から、住宅建設費（用地費及び補償費を除く）を計上

　　（イ）企業設備 決算書等から、有形固定資産増加額（住宅建設費、用地費及び補償費を

除く）を計上し、R&D及び娯楽作品原本を加算

　＊R&D＝決算書等からの計上額×国のR&D投資額比率

　＊娯楽作品原本＝全国値×放送業等売上高の対全国比
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　　（ウ）一般政府 決算書等から、施設費、普通建設事業費及び災害復旧事業費等（住宅建

設費、用地費及び補償費を除く）を計上し、コンピュータ・ソフトウェ

ア及びR&Dを加算

（２）在庫変動 民間・公的別に、以下の手順で推計 国民経済計算（内閣府）

　　ア．名目在庫残高比率 国の名目在庫残高／国の名目産出額 内閣府資料

　　イ．名目在庫残高（年度末） 県の産出額×ア．名目在庫残高比率

　　ウ．実質在庫残高（年度末） イ．名目在庫残高（年度末）／在庫残高DF（年度末）

　　エ．実質在庫変動 ウ．実質在庫残高（年度末）－ウ．実質在庫残高（前年度末）

　　オ．名目在庫変動 エ．実質在庫変動×在庫残高DF（年度平均）

（３）税額控除額 国民経済計算（内閣府）

　　ア．住宅 国民経済計算に準じて、税額控除はないものとする 内閣府資料

　　イ．企業設備 総固定資本形成額×国の投資税額控除比率

　　ウ．一般政府 税額控除はない

　　エ．在庫変動 在庫変動額×国の在庫変動額の控除比率

４．財貨・サービスの移出入（純） （１）－（２）＋（３）＋（４）

（１）財貨・サービスの移出 産出額×移出率＋中央政府等最終消費支出相当額（産出額－財貨・サー 高知県産業連関表（県統計分析課）

ビスの販売－自己勘定総固定資本形成（R&D）＋現物社会移転（市場産

出の購入）

　＊移出率＝移輸出額／生産額

（２）財貨・サービスの移入 （生産系列で推計する「中間投入額」＋民間最終消費支出＋一般政府の

最終消費支出＋県内総資本形成）×移入率

　＊移入率＝移輸入額（関税及び輸入商品税を除く）／県内需要合計

（３）著作権等サービスの移出入（純） （１）及び（２）の推計過程で用いる全国値に内包

（４）FISIM の移出入（純） 生産系列で推計する「FISIM県内産出額」－分配系列で推計する「FISIM

県内消費額」

５．統計上の不突合 県内総生産（生産側）－（民間最終消費支出＋地方政府等最終消費支出

＋県内総資本形成＋財貨・サービスの移出入（純））

６．連鎖方式による実質県内総生産 実質化の計算手順は、「第１．経済活動別県内総生産」の「26．実質県

内総生産」を参照

（１）民間最終消費支出

　　ア．家計最終消費支出

　　イ．対家計民間非営利団体

　　　　最終消費支出

（２）地方政府等最終消費支出

（３）県内総資本形成

　　ア．総固定資本形成

　　イ．在庫変動

（４）財貨･サービスの移出入 （５）県内総生産（支出側）－｛（１）民間最終消費支出＋（２）地方

　（純）・統計上の不突合・開差 政府等最終消費支出＋（３）県内総資本形成｝

（５）県内総生産（支出側） 連鎖方式による県内総生産（生産側）実質値とする
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４．経済活動別分類と日本標準産業分類の対応表

経済活動別分類（平成27年基準） 日本標準産業分類（平成25年10月改定）

１　農林水産業

　（１）農業 01　農業

　　（0113　野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)のうち「きのこ類の栽培」→林業）

　　（014　園芸サービス業→その他のサービス）

　（２）林業 02　林業

0113　野菜作農業(きのこ類の栽培を含む)のうち「きのこ類の栽培」

　（３）水産業 03　漁業（水産養殖業を除く）、04　水産養殖業

２　鉱業 05　鉱業、採石業、砂利採取業

2181　砕石製造業

３　製造業

　（１）食料品 09　食料品製造業、10　飲料・たばこ・飼料製造業

1641　脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化油（食用）」

5895　料理品小売業のうち「製造小売分」

952　と畜場

　（２）繊維製品 11　繊維工業

　　（1113　炭素繊維製造業→窯業・土石製品）

　（３）パルプ・紙・紙加工品 14　パルプ・紙・紙加工品製造業

　（４）化学 16　化学工業

　　（1641　脂肪酸・硬化油・グリセリン製造業のうち「硬化油（食用）」→食料品）

　（５）石油・石炭製品 17　石油製品・石炭製品製造業

　（６）窯業・土石製品 21　窯業・土石製品製造業

　　（2181　砕石製造業→鉱業）

1113　炭素繊維製造業

　（７）一次金属 22　鉄鋼業、23　非鉄金属製造業

　（８）金属製品 24　金属製品製造業

　（９）はん用・生産用・業務用機械 25　はん用機械器具製造業、26　生産用機械器具製造業、27　業務用機械器具製造業

　（10）電子部品・デバイス 28　電子部品・デバイス・電子回路製造業

　（11）電気機械 29　電気機械器具製造業

　（12）情報・通信機器 30　情報通信機械器具製造業

　（13）輸送用機械 31　輸送用機械器具製造業

901　機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整備」

　（14）印刷業 15　印刷・同関連業

　（15）その他の製造業 12　木材・木製品製造業（家具を除く）、13　家具・装備品製造業

18　プラスチック製品製造業（別掲を除く）、 19　ゴム製品製造業

20　なめし革・同製品・毛皮製造業

32　その他の製造業

４　電気・ガス・水道・廃棄物処理業

　（１）電気業 33　電気業

　（２）ガス・水道・廃棄物処理業 34　ガス業、 35　熱供給業

36　水道業

　　（361上水道業のうち「船舶給水業」→運輸・郵便業）

88　廃棄物処理業

５　建設業 06　総合工事業、07　職別工事業（設備工事業を除く）、08　設備工事業

６　卸売・小売業

　（１）卸売業 50　各種商品卸売業、51　繊維・衣服等卸売業、52　飲食料品卸売業

53　建築材料，鉱物・金属材料等卸売業、54　機械器具卸売業、55　その他の卸売業

959　他に分類されないサービス業のうち「卸売市場」

　（２）小売業 56　各種商品小売業、57　織物・衣服・身の回り品小売業

58　飲食料品小売業

　　（5895　料理品小売業のうち「製造小売分」→食料品製造業）

59　機械器具小売業

60　その他の小売業

　　（6033　調剤薬局のうち「調剤」→保健衛生・社会事業）

61　無店舗小売業

6421　質屋

７　運輸・郵便業 361　上水道業のうち「船舶給水業」

42　鉄道業、43　道路旅客運送業、44　道路貨物運送業、45　水運業、46　航空運輸業、

47　倉庫業、48　運輸に附帯するサービス業、49　郵便業（信書便事業を含む）

861　郵便局、862　郵便局受託業

693　駐車場業

　　 （自動車の保管を目的とする駐車場→不動産業。路面上に設置される駐車場は除く）

791　旅行業
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経済活動別分類（平成27年基準） 日本標準産業分類（平成25年10月改定）

８　宿泊・飲食サービス業 75　宿泊業（うち会社の寄宿舎、学生寮等を除く）

76　飲食店

77　持ち帰り・配達飲食サービス業

　　（7721　配達飲食サービス業のうち「学校給食」→「教育」）

９　情報通信業

　（１）通信・放送業 37　通信業、38　放送業

40　インターネット附随サービス業

　（２）情報サービス・ 39　情報サービス業

　　　　映像音声文字情報制作業 41　映像・音声・文字情報制作業

10　金融・保険業 62　銀行業、63　協同組織金融業

64　貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関

　　（6421質屋→小売業）

65　金融商品取引業、商品先物取引業、66　補助的金融業等

67　保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む）

11　不動産業

　（１）住宅賃貸業 692　貸家業、貸間業、帰属計算する住宅賃貸料

　（２）その他の不動産業 68　不動産取引業

691　不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く）

　　 （6912　土地賃貸業を除く）

693　駐車場業のうち自動車の保管を目的とする駐車場

　　 （所有者の委託を受けて行う駐車場の管理運営の活動を含む）

694　不動産管理業

12　専門・科学技術、 70　物品賃貸業、71　学術・開発研究機関

　　業務支援サービス業 72　専門サービス業（他に分類されないもの）

　　（727　著述・芸術家業→その他のサービス）

73　広告業

74　技術サービス業（他に分類されないもの）

　　（746　写真業→その他のサービス）

91　職業紹介・労働者派遣業、92　その他の事業サービス業

13　公務 97　国家公務、98　地方公務

8511　社会保険事業団体

14　教育 7721　配達飲食サービス業のうち「学校給食」

81　学校教育

82　その他の教育、学習支援業

　　（821　社会教育、823　学習塾、824　教養・技能教授業→その他のサービス）

　　（8229　その他の職業・教育支援施設のうち「児童自立支援施設」→保健衛生・社会事業）

15　保健衛生・社会事業 6033　調剤薬局のうち「調剤」

8229　その他の職業・教育支援施設のうち「児童自立支援施設」

83　医療業、84　保健衛生

85　社会保険・社会福祉・介護事業

　　（8511　社会保険事業団体→公務）

16　その他のサービス 014　園芸サービス業

727　著述・芸術家業

746　写真業

78　洗濯・理容・美容・浴場業

79　その他の生活関連サービス業

　　（791　旅行業→運輸・郵便業）

80　娯楽業

821　社会教育、823　学習塾、824　教養・技能教授業

87　協同組合（他に分類されないもの）

89　自動車整備業

90　機械等修理業（別掲を除く）

　　（901　機械修理業のうち「空港等で行われる航空機整備」→輸送用機械製造業）

93　政治・経済・文化団体、94 宗教

95　その他のサービス

　　（952 と畜場→食料品製造業）
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